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1. 本商品内容説明書(以下｢本説明書｣といいます。)により行う株式会社こすも

す 2007 第 1 回 A 号無担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限

定)(以下｢A 号社債｣といいます。)及び株式会社こすもす 2007 第 1 回 B 号無

担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定)(以下｢B 号社債｣とい

い、A 号社債及び B 号社債及び同時に発行される株式会社こすもす 2007 第 1

回 C 号無担保社債(責任財産限定特約付及び分割禁止特約付)(以下｢C 号社債｣

といいます。)、とあわせて｢本社債｣と総称していいます。)の発行に係る取

得の申込の勧誘につきましては、証券取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その

後の改正を含みます。)(以下｢証券取引法｣といいます。)第 2 条第 3 項第 2

号イに該当することにより、当該取得の申込の勧誘に関し、証券取引法第 4

条第 1項の規定による届出が行われておりません。 

 

 

2. A 号社債及び B 号社債は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 項及び証券取引法第

二条に規定する定義に関する内閣府令(平成 5 年大蔵省令第 14 号、その後の

改正を含みます。)第 4 条第 1 項に定義される適格機関投資家(以下｢適格機

関投資家｣といいます。)に譲渡する場合以外に譲渡することはできないもの

とし、A 号社債及び B 号社債の取得の申込の勧誘及び受付は、A 号社債又は B

号社債を取得した者は、当該 A 号社債又は B 号社債を適格機関投資家に譲渡

する場合以外にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件(以下

｢転売制限｣といいます。)として行われております。また、A 号社債及び B 号

社債には転売制限が付されていることが明白となる名称が付されておりま

す。 

 

 

3. A 号社債又は B 号社債を取得する者が当該 A 号社債又は B 号社債を適格機関

投資家に譲渡する場合には、当該 A 号社債又は B 号社債の発行に係る取得の

申込の勧誘が証券取引法第 2 条第 3 項第 2 号イに該当することにより、当該

取得の申込の勧誘に関して証券取引法第 4 条第 1 項に定める届出が行われて

いない旨並びに A 号社債及び B 号社債は、適格機関投資家に譲渡する場合以

外に譲渡することはできないものとし、当該 A 号社債又は B 号社債を取得し

た者が当該 A 号社債又は B 号社債を適格機関投資家に譲渡する場合以外の場



 

 

合にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件として、取得の申

込みの勧誘が行われていること及び当該 A 号社債又は B 号社債には転売制限が

付されていることが明白となる名称が付されている旨を、あらかじめ又は同時

にその相手方に書面をもって告知するものとし、あわせて本社債の社債要項

(以下｢本社債要項｣といいます。)の写しを交付しなければなりません。 

 

 

4. 本説明書は、A 号社債及び B 号社債の取得の申込の勧誘に関する最新の資料

であり、これ以前に配布された商品説明資料その他の書面による資料に代替

しかつ優先するものです。但し、発行会社は、本説明書の内容を A 号社債及

び B 号社債の払込以前に改訂する権限を有し、かかる改訂を行う場合には、

速やかに改訂後の本説明書を投資家に配布します。その場合は改定された商

品内容説明書がそれ以前に配布された商品内容説明書に代替しかつ優先する

ものとなります。但し、本社債要項、社債申込書、クレジット・デフォル

ト・スワップ契約及び各種関連契約等の内容は本説明書の内容に優先いたし

ますので、あわせてこれら関連契約等をご確認下さい。 

 

 

5. 本説明書は、A 号社債及び B 号社債への投資を検討する目的のみに使用され

るものです。本説明書に含まれる C 号社債に関する記述は、A 号社債及び B

号社債の権利内容をご理解頂くための参考資料であり、C 号社債のご購入を

勧誘することを目的としたものではありません。従いまして、本説明書を C

号社債のご購入を目的としてご覧頂くことはできませんのでご注意下さい。 

 

 

6. A 号社債及び B 号社債には後述のように様々なリスクがあり、特に流動性が

低いこと及び元本割れの危険があり、A 号社債及び B 号社債に投資する投資

家は同投資から発生するリスクを全面的に負うことになります。必ず｢第一

部 証券情報 1.社債 (ﾛ)内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等｣

の｢元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因｣をお読み下さ

い。 

 

 

7. 私募の取扱者は、本説明書記載内容の正確性もしくは完全性又は貴社による



 

 

A 号社債もしくは B 号社債の購入の合法性もしくは適切性については何ら表

明・保証するものではありません。本説明書及び本社債要項には、法律、会

計、財務、税務及びコンプライアンスに関する投資家向け助言は一切含まれ

ておりません。それらの助言は貴社の弁護士、財務アドバイザー、会計士及

び税理士等の専門家へお問い合わせ下さい。 

 

 

8. A 号社債及び B 号社債の取得の申込の勧誘は、日本国内のみにおいて行うも

のとされます。 
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第一部  証券情報 

 

1. 社  債 

(ｲ) 銘  柄 

 株式会社こすもす 2007 第 1 回 A 号無担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定)(以下｢A 号社

債｣といい、A号社債に係る社債権者を｢A 号社債権者｣といいます。) 

 株式会社こすもす 2007 第 1 回 B 号無担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定)(以下｢B 号社

債｣といい、B号社債に係る社債権者を｢B 号社債権者｣といいます。) 

 株式会社こすもす 2007 第 1 回 C 号無担保社債(責任財産限定特約付及び分割禁止特約付)(以下｢C 号社債｣

といい、C号社債に係る社債権者を｢C 号社債権者｣といいます。) 

 これらの社債を各別に以下｢各号社債｣といい、総称して｢本社債｣といいます。また、本社債に係る社債権

者を｢本社債権者｣といいます。 

 

(ﾛ) 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 

(1) 社債の形式 

 本社債は、その全部について社債等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含み

ます。)(以下｢社債等振替法｣といいます。)第 66 条第 2 号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受

けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第 2 項に定めた場合を除き、社債券を発行

することができません。また、本社債は分割することができません。 

 

(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組み等 

仕組みの概要 
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① 株式会社こすもす 2007(以下｢発行会社｣といいます。)は、有限会社東京共同会計事務所(以下｢東京共同

会計事務所｣といいます。)が発起人となり日本法に基づき設立された株式会社です。東京共同会計事務

所は、東京共同会計事務所及び有限責任中間法人わかばホールディングス(以下｢本中間法人｣といいま

す。)の間で締結された平成 19 年 9 月 6 日付株式譲渡契約書に基づき、本中間法人に発行会社の発行済

株式の全てを譲渡しています。 

② 発行会社は、以下に記載する各金融機関(以下｢参加金融機関｣といいます。)及び計算代理人たる住友信

託銀行株式会社との間でそれぞれ締結した各クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、各参加

金融機関からプレミアムを受け取ることと引き換えに、損害補填金額の支払という形で参照債務に関連

して一定のリスクを負担しています。詳しくは、下記第二部 第 1 2.(ﾛ)をご参照下さい。 

・ 参加金融機関 

株式会社岩手銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社北日本銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社宮崎太陽銀行 

福島信用金庫 

千葉信用金庫 

尾西信用金庫 

滋賀中央信用金庫 

大阪信用金庫 

淡路信用金庫 

大分みらい信用金庫 

 

③ 発行会社は、国内市場で本社債を発行し、私募の取扱者としての A 証券株式会社が私募の取扱いを行い

ます。本社債は発行会社が発行する第 1回目の社債です。 

④ 本社債の発行に際し、A 号社債についてはムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody’s 

Investors Service Inc.)(以下｢Moody’s｣といいます。)から Aaa 格の、株式会社格付投資情報センター

(以下｢R&I｣といいます。)から AAA 格の格付を取得し、B 号社債については Moody’s から A2 格の、R&I

から AAA 格の格付を取得する予定です。 

⑤ 発行会社は、各参加金融機関との間でそれぞれ締結した各本件預金契約に基づき、平成 19 年 9 月 27 日

付で、本社債の発行代わり金を各参加金融機関にそれぞれ本件預金として預け入れます。詳しくは下記

第二部第 1 2.(ｲ)をご参照下さい。 

⑥ 発行会社は、バイヤーたる各参加金融機関との間の各本件預金質権設定契約に基づき、各クレジット・

デフォルト・スワップ契約に基づくバイヤーたる当該参加金融機関に対する発行会社の損害補填金額の

支払債務を担保するために、預金口座設置金融機関たる当該バイヤーに対する発行会社の本件預金契約

に基づき設定された普通預金に係る一切の債権について質権を設定し、かかる質権については、預金口

座設置金融機関たる当該バイヤーの確定日付ある証書による承諾の方法により、民法に従って債務者対

抗要件及び第三者対抗要件が具備されます。 

⑦ 参照債務に関してクレジットイベントが発生し、発行会社にバイヤーである各参加金融機関に対する損

害補填金額の支払義務が発生した場合、かかる損害補填金額は本件預金から支払われることになりま

す。この場合、当該支払額に応じて C 号社債、B号社債、A 号社債の順に各号社債の未償還元本額が減額

されます。詳しくは下記｢元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因｣(1)をご参照下さい。 

⑧ 各号社債に係る利息の支払は、各支払期日において、下記(ﾁ)(2)(a)ないし(c)に従って行われます。詳

細につきましては、下記(ﾁ)をご参照下さい。 
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⑨ 本社債の元本の償還は、各支払期日において、下記(ﾘ)(1)ないし(6)に従って分割して償還されます。各

支払期日における償還の償還金額その他の詳細につきましては、下記(ﾘ)をご参照下さい。 

⑩ 本社債及びクレジット・デフォルト・スワップ契約に関連する発行会社の口座の管理については、口座

管理事務等委託契約により口座管理者たる住友信託銀行株式会社に委託されます。 
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 本説明書で使用される以下の用語は、それぞれ下記の意味を有します。 

 

｢2 ヵ月 TIBOR｣とは、(i)本社債の支払については各支払期日及び追加支払期日に関して、(ii)各クレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約に基づく支払については各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に関

して、当該支払期日、追加支払期日、プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に係る利率基準日におけ

る午前 11 時(東京時間)時点の確定公表値としてテレレート 17097 頁(以下｢Telerate17097 頁｣といいます。)

又はこれに替わるページに提示される 2 ヵ月物の日本円金利(年率)をいいます。但し、いずれかの利率基準

日に当該金利が Telerate17097 頁に提示されていないか、又は Telerate17097 頁が利用不能になった場合に

は、社債管理者が提供する社債管理者の東京インターバンク市場における 2 ヵ月物の銀行間の日本円資金貸

借取引のオファードレートを当該利率基準日に係る 2ヵ月 TIBOR とします。 

 

｢3 ヵ月 TIBOR｣とは、(i)本社債の支払については各支払期日及び追加支払期日に関して、(ii)各クレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約に基づく支払については各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に関

して、当該支払期日、追加支払期日、プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に係る利率基準日におけ

る午前 11 時(東京時間)時点の確定公表値として Telerate17097 頁に提示される 3 ヵ月物の日本円金利(年率)

をいいます。但し、いずれかの利率基準日に当該金利が Telerate17097 頁に提示されていないか、又は

Telerate17097 頁が利用不能になった場合には、社債管理者が提供する社債管理者の東京インターバンク市

場における 3 ヵ月物の銀行間の日本円資金貸借取引のオファードレートを当該利率基準日に係る 3 ヵ月

TIBOR とします。 

 

｢3 ヵ月延滞確定日｣とは、特定の参照債務について、当該参照債務の特定の予定支払額支払期日における支

払に関してバイヤーから計算代理人に延滞通知が交付された場合において、当該予定支払額支払期日の時期

に応じて以下に規定する期日(但し、対応する期日がない場合は、当該予定支払額支払期日の 3 ヵ月後の応答

日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)をいいます。)をいいます。 

① 当該予定支払額支払期日が第 1 プレミアム計算小期間の末日である場合、当該第 1 プレミアム計

算小期間の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間に属する第 1 プレミアム計算

小期間の末日。 

② 当該予定支払額支払期日が第 2 プレミアム計算小期間の末日である場合、当該第 2 プレミアム計

算小期間の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算

小期間の末日。 

③ 当該予定支払額支払期日が第 3 プレミアム計算小期間の末日である場合、当該第 3 プレミアム計

算小期間の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間に属する第 3 プレミアム計算

小期間の末日。 

 

｢4 ヵ月 TIBOR｣とは、(i)本社債の支払については各支払期日及び追加支払期日に関して、(ii)各クレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約に基づく支払については各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に関

して、当該支払期日、追加支払期日、プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に係る利率基準日におけ

る午前 11 時(東京時間)時点の確定公表値として Telerate17097 頁に提示される 4 ヵ月物の日本円金利(年率)
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をいいます。但し、いずれかの利率基準日に当該金利が Telerate17097 頁に提示されていないか、又は

Telerate17097 頁が利用不能になった場合には、社債管理者が提供する社債管理者の東京インターバンク市

場における 4 ヵ月物の銀行間の日本円資金貸借取引のオファードレートを当該利率基準日に係る 4 ヵ月

TIBOR とします。 

 

｢A 号延長プレミアム計算想定元本｣とは、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

a － b － c 

但し 

a ＝ 各クレジット・デフォルト・スワップ契約において定義される延長プレミアム計算想定元本の総額 

b ＝ B 号延長プレミアム計算想定元本 

c ＝ C 号延長プレミアム計算想定元本 

 

｢A 号元利金計算想定元本総額｣とは、各プレミアム計算日において、各クレジット・デフォルト・スワップ

契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、当該プレミアム計算日において、当該クレジット・

デフォルト・スワップ契約が終了している場合は A 号個別終了時元利金計算想定元本額とします。)の総額を

いいます。 

a － b 

但し 

a ＝ 当該プレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るプレミアム計算想定

元本 

b ＝ 当該プレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るメザニンプレミアム

計算想定元本 

 

｢A 号個別欠損総額｣とは、各支払期日及び追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をい

います。 

a － b 

但し 

a ＝ 当該支払期日又は追加支払期日の直前のプレミアム計算日において各クレジット・デフォルト・スワッ

プ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とします。)の総額 

x － y 

x ＝  当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日における当該クレジット・デフォル

ト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額 

y ＝ 当該プレミアム計算日に関する当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るメザニンプレミ

アム計算想定元本 

b ＝ 当該支払期日又は追加支払期日の直前の支払期日又は追加支払期日までに発生した A 号振替償還総額の

累計額 

 

｢A 号個別終了時元利金計算想定元本額｣とは、各プレミアム計算日において終了しているクレジット・デ
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フォルト・スワップ契約について、以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低限とします。)をい

います。 

a － b － c － d 

但し 

a ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了時点における当該クレジット・デフォルト・スワッ

プ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る B号個別終了時元利金計算想定元本額 

c ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る C号個別終了時元利金計算想定元本額 

d ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

 

｢A 号償還原資｣とは、各支払期日において、当該支払期日の直前の発行会社計算期日における下記第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(e)に規定する処理が行われた後の元本償還口座内の金銭を 65 で除した金額(1 円未満の端数を切り

捨てます。)をいいます。 

 

｢A 号追加償還額｣とは、A 号追加償還総額を、65 で除した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)をいいま

す。 

 

｢A 号追加償還原資｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係る追加発行会社計算期日におけ

る下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(e)に規定する処理が行われた後の元本償還口座内の金銭を 65 で除した金額(1 円

未満の端数を切り捨てます。)をいいます。 

 

｢A 号追加償還総額｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。な

お、各支払期日における A 号部分償還総額及び各追加支払期日における A 号追加償還総額の累計額は、A 号

社債の当初の社債総額を超過しないものとします。 

a ＋ b 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日に係るクレジット・デフォルト・スワップ契約に関して以下の算式によって算出され

る金額 

x － y － z 

但し 

x ＝ 当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約

に係るプレミアム計算想定元本 

y ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に関する当該クレジット・デフォルト・スワップ契

約に係るメザニンプレミアム計算想定元本又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定

元本確定日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォ

ルト金額のうち大きい方の金額 

z ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日の翌日から当

該追加支払期日までの期間に発生した当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るデフォル
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ト金額の総額又は②以下の算式によって算出される金額のうち小さい方の金額(但し、零を最低額と

します。) 

X － Y 

但し 

X ＝ 当該追加支払期日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォ

リオデフォルト金額 

Y ＝ 当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に関する当該クレジット・デフォルト・スワップ

契約に係るメザニンプレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該追加支払期日における A号振替償還総額 

 

｢A 号追加利息｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とし

ます。)をいいます。 

a × b × c ÷ d 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日に係る A号追加償還額 

b ＝ 当該追加支払期日の属する利息計算期間に関する下記(ﾄ)に定める A号社債に係る利率 

c ＝ 当該追加支払期日の直前の支払期日(当該追加支払期日が第 1 回の支払期日より前の日である場合は発行

日)の翌日から当該追加支払期日までの期間の実日数 

d ＝ 365 

 

｢A 号部分償還額｣とは、A 号部分償還総額を、65 で除した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)をいいま

す。 

 

｢A 号部分償還総額｣とは、各支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。なお、各

支払期日における A 号部分償還総額及び各追加支払期日における A 号追加償還総額の累計額は、A 号社債の

当初の社債総額を超過しないものとします。 

a － b ＋ c －d ＋ e ＋ f 

但し 

a ＝ 当該支払期日の直前の支払期日の直前のプレミアム計算日における A号元利金計算想定元本総額(第 1 回

の支払期日については、6,500,000,000 円) 

b ＝ 当該支払期日の直前のプレミアム計算日における A号元利金計算想定元本総額 

c ＝ 当該支払期日の直前の支払期日における A 号部分償還総額から同時点における A 号部分償還額の総額を

控除した金額(第 1 回の支払期日については、零) 

d ＝ 当該支払期日の直前の支払期日(当該支払期日が第 1 回の支払期日である場合は発行日)の翌日から当該

支払期日までの期間に到来した各追加支払期日(もしあれば)における A号追加償還総額の総額 

e ＝ 当該支払期日の直前の支払期日(当該支払期日が第 1 回の支払期日である場合は発行日)の翌日から当該

支払期日までの期間に到来した各追加支払期日(もしあれば)に関して、以下の算式によって算出される

金額の総額 
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x － y 

但し 

x ＝ 当該追加支払期日に係る A号追加償還総額 

y ＝ 当該追加支払期日に係る A号追加償還額の総額 

f ＝ 当該支払期日における A号振替償還総額 

 

｢A 号振替償還総額｣とは、各支払期日及び追加支払期日において、①当該支払期日もしくは追加支払期日に

おける A 号個別欠損総額又は②当該支払期日もしくは追加支払期日における B 号部分償還可能総額及び C 号

部分償還可能額もしくは B 号追加償還可能総額及び C 号追加償還可能額の合計額のうちいずれか小さい金額

をいいます。 

 

｢A 号振替償還総額(B 号)｣とは、各支払期日及び追加支払期日において、①当該支払期日又は追加支払期日に

おける A 号振替償還総額から②当該支払期日又は追加支払期日における C 号部分償還可能額又は C 号追加償

還可能額を控除した金額(但し、零を最低額とします。)をいいます。 

 

｢A 号振替償還総額(C 号)｣とは、各支払期日及び追加支払期日において、①当該支払期日もしくは追加支払期

日における A 号個別欠損総額又は②当該支払期日もしくは追加支払期日における C 号部分償還可能額もしく

は C号追加償還可能額のうちいずれか小さい金額をいいます。 

 

｢A 号未償還元本額｣とは、当該時点における A 号未償還元本総額を、65 で除した金額(1 円未満の端数は切り

捨てます。)をいいます。 

 

｢A 号未償還元本総額｣とは、各時点において、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

a － b － c － d 

但し 

a ＝ 6,500,000,000 円 

b ＝ 当該時点までの各支払期日及び追加支払期日における各 A号社債の元本の償還金額の総額の累計額 

c ＝ 当該時点における各 A号社債に係る未払償還金額の総額 

d ＝ 当該時点において確定している A号累積ポートフォリオ損失金額(もしあれば) 

 

｢A 号累積ポートフォリオ損失金額｣とは、各時点において、以下の算式によって算出される金額(但し、かか

る金額が零を下回る場合は零とします。)をいいます。 

a － b － c 

但し 

a ＝ 各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、かかる金

額が零を下回る場合は零とします。)の総額 

x － y 

x ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額 
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y ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

b ＝ B 号累積ポートフォリオ損失金額 

c ＝ C 号累積ポートフォリオ損失金額 

 

｢B 号延長プレミアム計算想定元本｣とは、①予定償還期日における償還が行われる前の B 号未償還元本総額

又は②以下の算式によって算出される金額のうち小さい方の金額をいいます。 

a － b 

但し 

a ＝ 各クレジット・デフォルト・スワップ契約において定義される延長プレミアム計算想定元本の総額 

b ＝ C 号延長プレミアム計算想定元本 

 

｢B 号元利金計算想定元本総額｣とは、各プレミアム計算日において、各クレジット・デフォルト・スワップ

契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零とします。また、

当該プレミアム計算日において、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了している場合は B 号個

別終了時元利金計算想定元本額とします。)の総額をいいます。 

a － b 

但し 

a ＝ 当該プレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るメザニンプレミアム

計算想定元本 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るシニア劣後上限金額 

 

｢B 号個別欠損総額｣とは、各支払期日及び追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をい

います。 

a － b ＋ c 

但し 

a ＝ 当該支払期日又は追加支払期日の直前のプレミアム計算日において各クレジット・デフォルト・スワッ

プ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とします。)の総額 

x － y 

x ＝  ①当該プレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るメザニンプレ

ミアム計算想定元本又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日における当

該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額のうち小さい

方の金額 

y ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るシニア劣後上限金額 

b ＝ 当該支払期日又は追加支払期日の直前の支払期日又は追加支払期日までに発生した B 号振替償還総額の

累計額 

c ＝ 当該支払期日又は追加支払期日の直前の支払期日又は追加支払期日までに発生した A 号振替償還総額(B

号)の累計額 
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｢B 号個別終了時元利金計算想定元本額｣とは、各プレミアム計算日において終了しているクレジット・デ

フォルト・スワップ契約について、以下の X 及び Y の算式によって算出される金額のうち小さい方の金額(但

し、零を最低限とします。)をいいます。 

X ＝ a － b － c 

但し 

a ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了時点における当該クレジット・デフォルト・ス

ワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る C号個別終了時元利金計算想定元本額 

c ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

Y ＝ a － b 

但し 

a ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了日の直前のプレミアム計算日に関する当該クレ

ジット・デフォルト・スワップ契約に係るメザニンプレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るシニア劣後上限金額 

 

｢B 号償還原資｣とは、各支払期日において、当該支払期日の直前の発行会社計算期日における下記第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(g)(i)及び(ii)に規定する支払が行われた後の元本償還口座内の金銭を 1 で除した金額(1 円未満の

端数を切り捨てます。)をいいます。但し、当該支払期日における A 号償還原資が、当該支払期日において支

払われるべき A 号社債に係る元本償還額及び未払元本償還額の合計額に不足する場合は、当該支払期日にお

ける B号償還原資は零とします。 

 

｢B 号追加償還額｣とは、B 号追加償還総額を、1 で除した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)をいいま

す。 

 

｢B 号追加償還可能総額｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係るクレジット・デフォル

ト・スワップ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とします。)をいいます。 

a － b － c 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係

るメザニンプレミアム計算想定元本 

b ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に関する当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に

係るシニア劣後上限金額又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日における当

該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の

金額 

c ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日の翌日から当該追

加支払期日までの期間に発生した当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るデフォルト金額の

総額又は②以下の算式によって算出される金額のうち小さい方の金額(但し、零を最低額とします。) 

x － y 



 

-  - 11

但し 

x ＝ 当該追加支払期日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオ

デフォルト金額 

y ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るシニア劣後上限金額 

 

｢B 号追加償還原資｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係る追加発行会社計算期日におけ

る下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(i)①に規定する支払が行われた後の元本償還口座内の金銭を 1 で除した金額(1

円未満の端数を切り捨てます。)をいいます。但し、当該追加支払期日における A 号追加償還原資が、当該追

加支払期日において支払われるべき A 号社債に係る元本償還額の合計額に不足する場合は、当該追加支払期

日における B号追加償還原資は零とします。 

 

｢B 号追加償還総額｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。な

お、各支払期日における B 号部分償還総額及び各追加支払期日における B 号追加償還総額の累計額は、B 号

社債の当初の社債総額を超過しないものとします。 

a － b ＋ c 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日における B号追加償還可能総額 

b ＝ 当該追加支払期日における A号振替償還総額(B 号) 

c ＝ 当該追加支払期日における B号振替償還総額 

 

｢B 号追加利息｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とし

ます。)をいいます。 

a × b × c ÷ d 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日に係る B号追加償還額 

b ＝ 当該追加支払期日の属する利息計算期間に関する下記(ﾄ)に定める B号社債に係る利率 

c ＝ 当該追加支払期日の直前の支払期日(当該追加支払期日が第 1 回の支払期日より前の日である場合は発行

日)の翌日から当該追加支払期日までの期間の実日数 

d ＝ 365 

 

｢B 号追加利払原資｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係る追加発行会社計算期日におけ

る下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(h)①に規定する支払が行われた後の利息支払口座内の金銭を 1 で除した金額(1

円未満の端数を切り捨てます。)をいいます。 

 

｢B 号部分償還額｣とは、B 号部分償還総額を、1 で除した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)をいいま

す。 

 

｢B 号部分償還可能総額｣とは、各支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。 
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a － b ＋ c － d ＋ e 

但し 

a ＝ 当該支払期日の直前の支払期日の直前のプレミアム計算日における B号元利金計算想定元本総額(第 1 回

の支払期日については、10,000,000 円) 

b ＝ 当該支払期日の直前のプレミアム計算日における B号元利金計算想定元本総額 

c ＝ 当該支払期日の直前の支払期日における B 号部分償還総額から同時点における B 号部分償還額の総額を

控除した金額(第 1 回の支払期日については、零) 

d ＝ 当該支払期日の直前の支払期日(当該支払期日が第 1 回の支払期日である場合は発行日)の翌日から当該

支払期日までの期間に到来した各追加支払期日(もしあれば)における B号追加償還総額の総額 

e ＝ 当該支払期日の直前の支払期日(当該支払期日が第 1 回の支払期日である場合は発行日)の翌日から当該

支払期日までの期間に到来した各追加支払期日(もしあれば)に関して、以下の算式によって算出される

金額の総額 

x － y 

但し 

x ＝ 当該追加支払期日に係る B号追加償還総額 

y ＝ 当該追加支払期日に係る B号追加償還額の総額 

 

｢B 号部分償還総額｣とは、各支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。なお、各

支払期日における B 号部分償還総額及び各追加支払期日における B 号追加償還総額の累計額は、B 号社債の

当初の社債総額を超過しないものとします。 

a － b ＋ c 

但し 

a ＝ 当該支払期日における B号部分償還可能総額 

b ＝ 当該支払期日における A号振替償還総額(B 号) 

c ＝ 当該支払期日における B号振替償還総額 

 

｢B 号振替償還総額｣とは、各支払期日及び追加支払期日において、①当該支払期日もしくは追加支払期日に

おける B 号個別欠損総額又は②当該支払期日もしくは追加支払期日における C 号部分償還可能額もしくは C

号追加償還可能額から A号振替償還総額(C 号)を控除した金額のうちいずれか小さい金額をいいます。 

 

｢B 号未償還元本額｣とは、当該時点における B 号未償還元本総額を、1 で除した金額(1 円未満の端数は切り

捨てます。)をいいます。 

 

｢B 号未償還元本総額｣とは、各時点において、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

a － b － c － d 

但し 

a ＝ 10,000,000 円 

b ＝ 当該時点までの各支払期日及び追加支払期日における各 B号社債の元本の償還金額の総額の累計額 
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c ＝ 当該時点における各 B号社債に係る未払償還金額の総額 

d ＝ 当該時点において確定している B号累積ポートフォリオ損失金額(もしあれば) 

 

｢B 号利払原資｣とは、各支払期日において、当該支払期日の直前の発行会社計算期日における下記第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(f)(i)ないし(iv)に規定する支払及び振替が行われた後の利息支払口座内の金銭を 1 で除した金額

(1 円未満の端数を切り捨てます。)をいいます。 

 

｢B 号累積ポートフォリオ損失金額｣とは、各時点において、以下の算式によって算出される X 又は Y のうち

小さい方の金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零とします。)をいいます。 

X ＝ a － b 

但し 

a ＝ 各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、かか

る金額が零を下回る場合は零とします。)の総額 

x － y 

x ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額 

y ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

b ＝ C 号累積ポートフォリオ損失金額 

Y ＝ a － b － c 

但し 

a ＝ 10,000,000 円 

b ＝ 当該時点までの各支払期日及び追加支払期日における各 B号社債の元本の償還金額の総額の累計額 

c ＝ 当該時点における各 B号社債に係る未払償還金額の総額 

 

｢C 号延長プレミアム計算想定元本｣とは、①予定償還期日における償還が行われる前の C 号未償還元本額又

は②各クレジット・デフォルト・スワップ契約における延長プレミアム計算想定元本の総額のうち小さい方

の金額をいいます。 

 

｢C 号元利金計算想定元本額｣とは、各プレミアム計算日において、各クレジット・デフォルト・スワップ契

約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零とします。また、当

該プレミアム計算日において、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了している場合は C 号個別

終了時元利金計算想定元本額とします。)の総額をいいます。 

a － b 

但し 

a ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に関する次の①又は②のうち小さい方の金額 

① シニア劣後上限金額 

② 当該プレミアム計算日におけるプレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 
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｢C 号個別終了時元利金計算想定元本額｣とは、各プレミアム計算日において終了しているクレジット・デ

フォルト・スワップ契約について、以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低限とします。)をい

います。 

a － b 

a ＝ ①当該クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了日の直前のプレミアム計算日に関する当該クレ

ジット・デフォルト・スワップ契約に係るプレミアム計算想定元本、②当該クレジット・デフォルト・

スワップ契約に係るシニア劣後上限金額又は③当該クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了時点

における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額のうち

最も小さい金額 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

 

｢C 号償還原資｣とは、各支払期日において、当該支払期日の直前の発行会社計算期日における下記第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(g)(i)ないし(iv)に規定する支払が行われた後の元本償還口座内の金銭をいいます。但し、当該支

払期日における B 号償還原資が、当該支払期日において支払われるべき B 号社債に係る元本償還額及び未払

元本償還額の合計額に不足する場合は、当該支払期日における C号償還原資は零とします。 

 

｢C 号追加償還額｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

a － b － c 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日における C号追加償還可能額 

b ＝ 当該追加支払期日における A号振替償還総額(C 号) 

c ＝ 当該追加支払期日における B号振替償還総額 

 

｢C 号追加償還可能額｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係るクレジット・デフォルト・

スワップ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とします。)をいいます。 

a － b － c 

但し 

a ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に

係るプレミアム計算想定元本又は②当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るシニア劣後上限

金額のうち小さい方の金額 

b ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に関する当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に

係る免責金額又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日における当該クレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の金額 

c ＝ ①当該追加支払期日の直前のプレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日の翌日から当該追

加支払期日までの期間に発生した当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るデフォルト金額の

総額又は②以下の算式によって算出される金額のうち小さい方の金額(但し、零を最低額とします。) 

x － y 

但し 
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x ＝ 当該追加支払期日における当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオ

デフォルト金額 

y ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

 

｢C 号追加償還原資｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係る追加発行会社計算期日におけ

る下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(i)①及び②に規定する支払が行われた後の元本償還口座内の金銭をいいます。

但し、当該追加支払期日における B 号追加償還原資が、当該追加支払期日において支払われるべき B 号社債

に係る元本償還額の合計額に不足する場合は、当該追加支払期日における C号追加償還原資は零とします。 

 

｢C 号追加利息｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額(但し、零を最低額とし

ます。)をいいます。 

a × b × c ÷ d ＋ e 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日に係る C号追加償還額 

b ＝ 当該追加支払期日の属する利息計算期間に関する下記(ﾄ)に定める C号社債に係る利率 

c ＝ 当該追加支払期日の直前の支払期日(当該追加支払期日が第 1 回の支払期日より前の日である場合は発行

日)の翌日から当該追加支払期日までの期間の実日数 

d ＝ 365 

e ＝ 当該追加支払期日に係る C号追加利息調整額 

 

｢C 号追加利息調整額｣とは、各追加支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額(1 円未満の端数

は切り捨てます。)(但し、当該追加支払期日の属する利息計算期間が初回の利息計算期間である場合は零と

します。)をいいます。 

a × b × c 

但し 

a ＝ 当該追加支払期日に係る C号追加償還額 

b ＝ 当該追加支払期日の属する利息計算期間の直前の利息計算期間に関する下記(ﾄ)に定める C 号社債に係る

利率 

c ＝ 1/4(但し、当該追加支払期日の属する利息計算期間が第 2 回目の利息計算期間である場合には、当該利

息計算期間の実日数を 365 で除した値とします。) 

 

｢C 号追加利払原資｣とは、各追加支払期日において、当該追加支払期日に係る追加発行会社計算期日におけ

る下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(h)①及び②に規定する支払が行われた後の利息支払口座内の金銭をいいます。

但し、当該追加支払期日における B 号追加利払原資が、当該追加支払期日において支払われるべき B 号社債

に係る利息に不足する場合は、当該追加支払期日における C号追加利払原資は零とします。 

 

｢C 号部分償還額｣とは、各支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

a － b － c 



 

-  - 16

但し 

a ＝ 当該支払期日における C号部分償還可能額 

b ＝ 当該支払期日における A号振替償還総額(C 号) 

c ＝ 当該支払期日における B号振替償還総額 

 

｢C 号部分償還可能額｣とは、各支払期日に関して、以下の算式によって算出される金額(1 円未満の端数は切

り捨てます。)をいいます。 

a － b － c 

但し 

a ＝ 当該支払期日の直前の支払期日の直前のプレミアム計算日における C号元利金計算想定元本額(第 1 回の

支払期日については、440,000,000 円) 

b ＝ 当該支払期日の直前のプレミアム計算日における C号元利金計算想定元本額 

c ＝ 当該支払期日の直前の支払期日(当該支払期日が第 1 回の支払期日である場合は発行日)の翌日から当該

支払期日までの期間に到来した各追加支払期日(もしあれば)における C号追加償還額の総額 

 

｢C 号未償還元本額｣とは、各時点において、以下の算式によって算出される金額をいいます。 

a － b － c － d 

但し 

a ＝ 440,000,000 円 

b ＝ 当該時点までの各支払期日及び追加支払期日における C号社債の元本の償還金額の累計額 

c ＝ 当該時点における C号社債に係る未払償還金額 

d ＝ 当該時点において確定している C号累積ポートフォリオ損失金額(もしあれば) 

 

｢C 号利払原資｣とは、各支払期日において、当該支払期日の直前の発行会社計算期日における下記第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(f)(i)ないし(vi)に規定する支払及び振替が行われた後の利息支払口座内の金銭をいいます。但

し、当該支払期日における B 号利払原資が、当該支払期日において支払われるべき B 号社債に係る利息及び

未払利息の合計額に不足する場合は、当該支払期日における C号利払原資は零とします。 

 

｢C 号累積ポートフォリオ損失金額｣とは、各時点において、以下の算式によって算出される X 又は Y のうち

小さい方の金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零とします。)をいいます。 

X ＝ 各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して以下の算式によって算出される金額(但し、かかる金

額が零を下回る場合は零とします。)の総額 

a － b 

但し 

a ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額 

b ＝ 当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る免責金額 

Y ＝ a － b － c 

但し 
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a ＝ 440,000,000 円 

b ＝ 当該時点までの各支払期日及び追加支払期日における C号社債の元本の償還金額の累計額 

c ＝ 当該時点における C号社債に係る未払償還金額 

 

｢Moody’s｣とは、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク又はその承継人をいいます。 

 

｢R&I｣とは、株式会社格付投資情報センター又はその承継人をいいます。 

 

｢営業日｣とは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号、その後の改正を含みま

す。)に規定する休日及び法令により日本において銀行が休業することが認められ、又は義務付けられている

日、以外の日をいいます。 

 

｢延滞解消通知｣とは、バイヤーから計算代理人に延滞通知が交付された参照債務に関して、延滞となってい

た元本又は利息の全てが支払われた旨のバイヤーから計算代理人に交付される大要各クレジット・デフォル

ト・スワップ契約添付の様式による通知をいいます。 

 

｢延滞通知｣とは、特定の参照債務に関して特定の予定支払額支払期日において支払われるべき元本又は利息

の一部又は全ての支払が延滞している旨のバイヤーから計算代理人に交付される大要各クレジット・デフォ

ルト・スワップ契約添付の様式による通知をいいます。 

 

｢延長償還期日｣とは、下記(ﾘ)(5)において定義される意味を有します。 

 

｢延長プレミアム計算想定元本｣とは、文脈により、A 号延長プレミアム計算想定元本、B 号延長プレミアム計

算想定元本及び C号延長プレミアム計算想定元本のいずれか又は複数を意味します。 

 

｢延長プレミアム計算想定元本確定日｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(e)(v)に定める意味を有します。 

 

｢延長プレミアム計算日｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(iii)a.に定める意味を有します。 

 

｢開始日｣とは、平成 19 年 9 月 27 日をいいます。 

 

｢会社更生法｣とは、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢会社法｣とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢解除事由発生日｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、①下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(3)(e)(ii)a.ないし f.に記載する事由が発生した場合、発行会社がバイヤーに対して当該クレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約を解除する旨の通知を行った日、②下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(e)(iii)a.ない
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し d.に記載する事由が発生した場合、バイヤーが発行会社に対して当該クレジット・デフォルト・スワップ

契約を解除する旨の通知を行った日及び③下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(e)(iv)に記載される日をいいます。 

 

｢元本償還口座｣とは、本社債要項に従い開設される元本償還口座をいいます。 

 

｢元本取崩金額｣とは、各発行会社計算期日において、各本件預金契約に関して以下の算式によって算出され

る金額をいいます。但し、当該発行会社計算期日までに、当該本件預金契約に基づく預金の残高の全額につ

いて、当該預金の元本の払戻しが行われている場合には、当該発行会社計算期日における当該本件預金契約

に係る元本取崩金額は零とします。 

a － b 

但し 

a ＝ 当該発行会社計算期日の直前の支払期日の直前のプレミアム計算日における当該本件預金契約に係る預

金口座設置金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に係るプレミアム計算想

定元本(第 1 回の発行会社計算期日については、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係るシニ

ア上限金額) 

b ＝ 当該発行会社計算期日の直前のプレミアム計算日における当該本件預金契約に係る預金口座設置金融機

関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に係るプレミアム計算想定元本 

 

｢元利金計算想定元本総額｣とは、文脈により、A 号元利金計算想定元本総額、B 号元利金計算想定元本総額及

び C号元利金計算想定元本額のいずれか又は複数を意味します。 

 

｢期限の利益喪失参照債務 3 ヵ月延滞確定日｣とは、特定の参照債務について、当該参照債務の支払に関して

バイヤーから計算代理人に期限の利益喪失通知が交付された場合において、当該参照債務に係る期限の利益

喪失日の属する各プレミアム計算小期間に応じて以下に規定する期日(但し、対応する期日がない場合は、当

該予定支払額支払期日の 3 ヵ月後の応答日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)をいいます。)

をいいます。 

① 当該期限の利益喪失日が第 1 プレミアム計算小期間に属する場合、当該第 1 プレミアム計算小期

間の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間に属する第 1 プレミアム計算小期間

の末日。 

② 当該期限の利益喪失日が第 2 プレミアム計算小期間に属する場合、当該第 2 プレミアム計算小期

間の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小期間

の末日。 

③ 当該期限の利益喪失日が第 3 プレミアム計算小期間に属する場合、当該第 3 プレミアム計算小期

間の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間に属する第 3 プレミアム計算小期間

の末日。 

 

｢期限の利益喪失事由｣とは、下記｢期限の利益喪失事由｣に記載する各事由をいいます。 
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｢期限の利益喪失事由発生日｣とは、期限の利益喪失事由が発生した日をいいます。 

 

｢期限の利益喪失通知｣とは、特定の参照債務に関して、当該参照債務に係る参照組織がバイヤーに対する期

限の利益を喪失した旨のバイヤーから計算代理人に交付される大要各クレジット・デフォルト・スワップ契

約添付の様式による通知をいいます。 

 

｢期限の利益喪失日｣とは、特定の参照債務に関して、当該参照債務に係る参照組織がバイヤーに対する期限

の利益を喪失した日をいいます。 

 

｢期中費用｣とは、下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(f)(ii)に定義される意味を有します。 

 

｢業務規程等｣とは、下記(ﾁ)(1)に定義される意味を有します。 

 

｢銀行法｣とは、銀行法(昭和 56 年法律第 59 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢クレジットイベント｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.に記載する各事由をいいます。 

 

｢クレジットイベント通知｣とは、大要各クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の内容及び様式によっ

て、クレジットイベントについて記載したバイヤーから計算代理人に対する取消不能の通知をいいます。 

 

｢クレジット・デフォルト・スワップ契約｣とは、発行会社、バイヤーとしての各参加金融機関及び計算代理

人の間でそれぞれ平成 19 年 9 月 14 日付で締結された各クレジット・デフォルト・スワップ契約証書をいい

ます。 

 

｢計算代理人｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約における計算代理人をいい、当初の計算代理

人は住友信託銀行とします。 

 

｢口座管理者｣とは、口座管理事務等委託契約における口座管理者をいい、住友信託銀行とします。 

 

｢口座管理事務等委託契約｣とは、口座管理者としての住友信託銀行及び発行会社の間で平成 19 年 9 月 19 日

付で締結された口座管理事務等委託契約書をいいます。 

 

｢公租公課｣とは、日本国又はその地方公共団体もしくはその下部行政機関により課される公租公課をいいま

す。 

 

｢固定プレミアム｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約ごとに、それぞれ下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(3)(a)(i)a.に定める金額をいいます。 
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｢最終償還期日｣とは、平成 23 年 1 月 4 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)をいいま

す。 

 

｢最終予定支払額支払期日｣とは、平成 22 年 9 月 21 日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日とし

ます。)をいいます。 

 

｢債務者宛期失通知書面｣とは、バイヤーが、参照組織に対して交付した、当該参照組織の住所及び商号並び

に参照債務を識別するための番号又は契約締結日もしくは貸出実行日及び当初貸付金額の記載のある、参照

債務について期限の利益を喪失した旨を通知する書面(但し、かかる書面に当該参照債務について期限の利益

を喪失した日の記載がない場合には、かかる日を証する書面を含むものとします。)をいいます。 

 

｢参照金額｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の参照組織及び参照債務一覧に｢参照金額｣

として各参照債務に関して記載された金額から、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(d)に基づき減額を行った金額を

いいます。 

 

｢参照金額基準日｣とは、各クレジットイベント通知に関して、バイヤーが当該クレジットイベント通知に参

照金額基準日として記載することにより指定した日をいいます。但し、参照金額基準日は、①当該クレジッ

トイベント通知に記載された送付日の 5 営業日前の日及び②当該クレジットイベント通知に記載されたクレ

ジットイベントの発生日のうちいずれか遅い日(この日を含みます。)から、当該送付日(この日を含みま

す。)までの期間に含まれることを要するものとします。 

 

｢参照債務｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、本件金銭消費貸借契約に基づく各参

照組織に対する貸付債権であり、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の参照組織及び参照債務

一覧に｢参照債務｣として各参照組織に関して記載される債務をいいます。 

 

｢参照債務除外通知｣とは、特定の参照債務に関してその返済期日以前にバイヤーが元本の返済を受けた旨の

バイヤーから計算代理人に交付される大要各クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の様式による通知

をいいます。 

 

｢参照組織｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、当該クレジット・デフォルト・ス

ワップ契約添付の参照組織及び参照債務一覧に｢参照組織｣として記載される各日本企業をいいます。但し、

特定の参照組織について合併もしくは会社分割がなされ、又は参照債務に関する債務引受がなされることに

よって、参照債務が他の組織に承継された場合は、それ以降、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約

の規定に従って決定された組織をいいます。 

 

｢残高証明書｣とは、各時点における参照債務の実際の残高を示した、バイヤーの作成する証明書をいいま

す。 
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｢指定格付機関｣とは、Moody’s 及び R&I をいいます。 

 

｢シニア上限金額｣とは、各参加金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に関し

て、それぞれ以下に記載する金額をいいます。 

 

バイヤー シニア上限金額(円) バイヤー シニア上限金額(円) 

株式会社岩手銀行 881,000,000 千葉信用金庫 1,384,000,000

株式会社大分銀行 365,000,000 尾西信用金庫 965,000,000

株式会社北日本銀行 587,000,000 滋賀中央信用金庫 403,000,000

株式会社豊和銀行 110,000,000 大阪信用金庫 535,000,000

株式会社宮崎太陽銀行 417,000,000 淡路信用金庫 980,000,000

福島信用金庫 480,000,000 大分みらい信用金庫 315,000,000

 

｢シニア劣後延長プレミアム計算想定元本｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して下記第

二部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(iii)b.に記載する算式において、シニア劣後延長プレミアム計算想定元本として算出

される金額をいいます。 

 

｢シニア劣後上限金額｣とは、各参加金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に関

して、それぞれ以下に記載する金額をいいます。 

 

バイヤー シニア劣後上限金額(円) バイヤー シニア劣後上限金額(円) 

株式会社岩手銀行 112,913,669 千葉信用金庫 136,328,058

株式会社大分銀行 74,625,899 尾西信用金庫 97,624,461

株式会社北日本銀行 73,693,525 滋賀中央信用金庫 60,171,223

株式会社豊和銀行 20,077,698 大阪信用金庫 64,781,295

株式会社宮崎太陽銀行 52,627,338 淡路信用金庫 102,320,863

福島信用金庫 56,615,827 大分みらい信用金庫 60,220,144

 

｢シニア劣後プレミアム｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(a)(i)①に記載する算式において、シニア劣後プレミアムとして算出される金額をいいます。 

 

｢シニア劣後プレミアム利率｣とは、各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に関して、当該プレミア

ム計算日又は延長プレミアム計算日と同日である利率基準日に係る 3 ヵ月 TIBOR(但し、平成 22 年 6 月 20 日

(この日が営業日でない場合には、次の営業日とします。)の翌日を初日とするプレミアム計算期間に係るプ

レミアム計算日に関しては、4 ヵ月 TIBOR とし、最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属

するプレミアム計算期間である場合における延長プレミアム計算日に関しては、2 ヵ月 TIBOR とします。)に

3.02％を加えた利率(年率)をいいます。 

 

｢支払期日｣とは、初回を平成 19 年 12 月 20 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)とし毎

年 3、6、9 及び 12 月の 20 日(但し、平成 22 年 9 月以降の各 20 日は除くものとします。)(この日が営業日で

ない場合には、翌営業日とします。)、延長償還期日、予定償還期日並びに最終償還期日をいいます。但し、
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最終の支払期日は、最終償還期日、延長償還期日又は未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還

期日又は最終償還期日以外の日において未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうち

いずれか最も早く到来する日とします。 

 

｢私募の取扱者｣とは、本社債に係る私募の取扱者をいい、A証券株式会社とします。 

 

｢事務委託契約｣とは、発行会社及び事務受託者としての住友信託銀行の間で平成 19 年 9 月 19 日付で締結さ

れた株式会社こすもす 2007 第 1 回 A 号及び B 号無担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定)並

びに株式会社こすもす 2007 第 1 回 C 号無担保社債(責任財産限定特約付及び分割禁止特約付)事務委託契約証

書をいいます。 

 

｢事務委任契約｣とは、発行会社及び東京共同会計事務所の間で平成 19 年 9 月 19 日付で締結された事務委任

契約書をいいます。 

 

｢事務受託者｣とは、事務委任契約における事務受託者をいい、東京共同会計事務所とします。 

 

｢社債管理委託契約｣とは、発行会社及び社債管理者としての住友信託銀行の間で平成 19 年 9 月 19 日付で締

結された株式会社こすもす 2007 第 1 回 A 号及び B 号無担保社債(責任財産限定特約付及び適格機関投資家限

定)並びに株式会社こすもす 2007 第 1 回 C 号無担保社債(責任財産限定特約付及び分割禁止特約付)管理委託

契約証書をいいます。 

 

｢社債管理者｣とは、本社債の社債管理者をいい、住友信託銀行とします。 

 

｢社債等振替法｣とは、社債等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号、その後の改正を含みます。)をい

います。 

 

｢事由発生決定日｣とは、各クレジットイベントの発生について、各クレジット・デフォルト・スワップ契約

に従って当該クレジットイベントに係る有効なクレジットイベント通知を計算代理人に交付したことにより

特定のクレジットイベントの発生を確定させた日をいいます。 

 

｢証券取引法｣とは、証券取引法(昭和 23 年法律第 25 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢条件変更稟議｣とは、各バイヤー(及びその取締役又は従業員)により作成される、特定の参照債務に関して

下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.④に係るクレジットイベントの発生が確認できる参照債務の条件の変更を

稟議したことを示す書面をいいます。かかる書面には、｢原債権の元本、利息又は手数料の支払に関する減免

及び猶予であって、原債権の債務者の経営再建又は支援を図ることを目的とする｣との記載及び｢要管理債権

とする｣との記載がなされていることを要するものとします。 
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｢商法｣とは、商法(明治 32 年法律第 48 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢信用金庫法｣とは、信用金庫法(昭和 26 年法律第 238 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢住友信託銀行｣とは、住友信託銀行株式会社又はその承継人をいいます。 

 

｢責任財産｣とは、以下の各財産をいいます。なお、責任財産には、発行会社の株主、取締役又は役員の個人

資産を含まないものとします。 

① 各本件預金契約に基づく預金債権。 

② 発行会社名義の銀行口座に入金された各資金及びこれらに係る預金債権。 

③ 発行会社が本社債の発行により取得した資金。 

④ 発行会社が当事者となる契約に基づき有する一切の権利。 

⑤ 上記各財産に係る金銭を運用した場合には、その運用対象。 

⑥ 上記各財産を処分した場合には、その処分手取金。 

⑦ 上記各財産に付随する一切の請求権。 

 

｢早期終了事由発生日｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、直前のプレミアム計算日

におけるプレミアム計算想定元本から累積ポートフォリオデフォルト金額を控除した金額が零になった日を

いいます。 

 

｢その他期中費用｣とは、下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)(f)(iii)に定義される意味を有します。 

 

｢損害補填金額｣とは、クレジットイベントが発生した参照債務に関して、下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(3)(b)(iii)a.に基づき算出され、損害補填決済日において発行会社からバイヤーに支払われる金額を

いいます。 

 

｢損害補填決済日｣とは、クレジットイベントが発生した参照債務に関して下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(3)(b)(iii)b.に基づき定められる発行会社からバイヤーに対する損害補填金額相当額の支払がなされ

る日をいいます。 

 

｢第 1 プレミアム計算小期間｣とは、各プレミアム計算期間について、当該プレミアム計算期間の初日(この日

を含みます。)から翌月 20 日(この日を含みます。)(いずれも営業日に当たらない場合は、次の営業日)まで

の期間をいいます。 

 

｢第 2 プレミアム計算小期間｣とは、各プレミアム計算期間について、当該プレミアム計算期間に属する第 1

プレミアム計算期間の末日(この日を含みません。)から翌月 20 日(この日を含みます。)(いずれも営業日に

当たらない場合は、次の営業日)までの期間をいいます。 
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｢第 3 プレミアム計算小期間｣とは、各プレミアム計算期間について、当該プレミアム計算期間に属する第 2

プレミアム計算期間の末日(この日を含みません。)から当該プレミアム計算期間の末日(この日を含みま

す。)(いずれも営業日に当たらない場合は、次の営業日)までの期間をいいます。 

 

｢中小公庫｣とは、中小企業金融公庫(株式会社日本政策金融公庫が中小企業金融公庫の権利及び義務を承継し

た後は、株式会社日本政策金融公庫)をいいます。 

 

｢直近 2 期分決算資料｣とは、当該時点までに、バイヤーが参照組織より徴求している特定の参照組織に係る

直近 2 決算期分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び事業報告並びにこれら

の付属明細書(又はこれに代わる貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案並びにこれらの付属明

細書)等をいいます。 

 

｢追加支払期日｣とは、下記(ﾘ)(4)において定義される意味を有します。 

 

｢追加償還額｣とは、文脈により、A 号追加償還額、B 号追加償還額及び C 号追加償還額のいずれか又は複数を

意味します。 

 

｢追加発行会社計算期日｣とは、各追加支払期日に関して、当該追加支払期日の 2営業日前の日をいいます。 

 

｢ディーラー｣とは、計算代理人が決定する、銀行法上の銀行、信用金庫法上の信用金庫、中小企業等協同組

合法(昭和 24 年法律第 181 号、その後の改正を含みます。)上の信用協同組合、証券取引法上の証券会社(証

券取引法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 65 号)第 3 条に基づく証券取引法の改正がなされた後は

金融商品取引法に基づく金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限ります。))又は債権管理回収

業に関する特別措置法(平成 10 年法律第 126 号、その後の改正を含みます。)上の債権管理回収会社をいいま

す。 

 

｢適格機関投資家｣とは、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号及び証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣

府令(平成 5 年大蔵省令第 14 号、その後の改正を含みます。)第 4 条第 1 項に定義される適格機関投資家をい

います。 

 

｢適格金融機関｣とは、①Moody’s から Prime-1、あるいは引き下げの方向で見直し中でない Prime-2 の短期

預金格付けを取得している金融機関で、かつ②R&I から a-1 格(又はこれと同順位の格付け)以上の短期格付

(但し、a-1 格と同等とみなされる発行体格付けを取得している場合、又は R&I が a-1 格以上と同程度の信用

力を有すると認める場合は適格とみなすものとします。)を取得している金融機関をいいます。 

 

｢デフォルト金額｣とは、特定の参照債務についてクレジットイベントの発生が確定した場合に、当該参照債

務に関して、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(iii)a.の定めに従ってデフォルト金額として算出される金額をい

います。 
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｢転売制限｣とは、下記第二部第 3 4.(1)に定める意味を有します。 

 

｢東京共同会計事務所｣とは、有限会社東京共同会計事務所をいいます。 

 

｢倒産事由発生認定資料｣とは、(a)下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.③の事由のうち、当該クレジットイベ

ント通知に関する参照組織に係る破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は特別

清算開始の命令がなされた場合については、かかる事実を示す公告を掲載した官報又は裁判所からの通知を

いい、(b)下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.③の事由のうち、当該クレジットイベント通知に関する参照組

織に係る支払不能又は当該参照組織に係る参照債務の弁済期の到来時に債務不履行となる可能性が極めて高

いことを認定した文書の存在その他これら((a)の事由を含みます。)に類する事由が発生した場合について

は、バイヤーの代表印の押印された｢当該参照債務が弁済期の到来時に債務不履行になる可能性が極めて高

い｣旨が記載してある通知、手形交換所の取引停止処分を示す書類又は当該参照組織の解散決議(但し、合併

に伴う解散決議を除きます。)がなされたことを示す株主総会議事録をいいます。 

 

｢当初費用｣とは、各発行会社関連契約の締結及び本社債の発行に関連して発行会社が支払うことが必要とな

る費用をいいます。 

 

｢独立認定事務委託契約｣とは、発行会社、バイヤーとしての各参加金融機関及び独立認定人の間でそれぞれ

平成 19 年 9 月 14 日付で締結された独立認定事務委託契約をいいます。 

 

｢独立認定人｣とは、新日本監査法人をいいます。 

 

｢取引先要項｣とは、特定の参照組織に係る会社概要(商号、住所、代表者名、役員構成、業種及び従業員の

数)、事業素質の特徴及び問題点並びにバイヤーの当該参照組織に対する取引方針を記載したバイヤー所定の

書面をいいます。 

 

｢バイヤー｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約におけるバイヤーをいい、当該クレジット・デ

フォルト・スワップ契約の当事者となる参加金融機関とします。 

 

｢破産法｣とは、破産法(平成 16 年法律第 75 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢発行会社関連契約｣とは、社債管理委託契約、事務委託契約、事務委任契約、各クレジット・デフォルト・

スワップ契約、各独立認定事務委託契約、各本件預金契約及び各本件預金質権設定契約並びにこれらの各契

約において発行会社が締結することが企図されている契約をいいます。 

 

｢発行会社計算期日｣とは、初回を平成 19 年 12 月 20 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日としま

す。)の 2 営業日前の日とし、以降 3、6、9 及び 12 月の 20 日(但し、平成 22 年 9 月以降の各 20 日は除くも
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のとします。)(この日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)及び予定償還期日のそれぞれ 2 営業日

前の日をいいます。 

 

｢発行会社口座｣とは、発行会社名義の普通預金口座である費用支払口座、利息支払口座及び元本償還口座を

総称していいます。 

 

｢発行日｣とは、平成 19 年 9 月 27 日をいいます。 

 

｢評価率｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.④に定めるクレジットイベントの発生が確定した各参照債

務について、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(ii)に従って評価率として決定される値をいいます。 

 

｢費用支払口座｣とは、本社債要項に従い開設される費用支払口座をいいます。 

 

｢部分償還額｣とは、文脈により、A 号部分償還額、B 号部分償還額及び C 号部分償還額のいずれか又は複数を

意味します。 

 

｢振替機関｣とは、株式会社証券保管振替機構をいいます。 

 

｢フル・クォーテーション｣とは、クレジットイベントの発生した参照債務の当該クレジットイベントが確定

した時点における下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(d)(ii)c.に基づく参照金額の減額がなされた後の参照金額の総

額と同額の残存元本金額を有する参照債務の金額について、合理的に実行可能な方法で下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(3)(b)(ii)a.に定める期間内にディーラーから取得した、実際の売買取引を行う場合において買値とし

て提示される市場価格で、当該参照金額を基準とした百分率により表示される値をいいます。 

 

｢プレミアム｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(i)に

記載される算式によって算出され、各プレミアム支払日においてバイヤーから発行会社に支払われる金額を

いいます。 

 

｢プレミアム計算期間｣とは、毎年 3 月 20 日(この日を含みません。)から 6 月 20 日(この日を含みます。)ま

で、6 月 20 日(この日を含みません。)から 9 月 20 日(この日を含みます。)まで、9 月 20 日(この日を含みま

せん。)から 12 月 20 日(この日を含みます。)まで、及び 12 月 20 日(この日を含みません。)から翌年 3 月

20 日(この日を含みます。)までの各期間(いずれの日も営業日に当たらない場合は、次の営業日)をいいま

す。但し、初回のプレミアム計算期間は開始日(この日を含みます。)から平成 19 年 12 月 20 日(この日が営

業日に当たらない場合は、次の営業日)(この日を含みます。)までの期間とし、最終のプレミアム計算期間は

最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間、早期終了事由発生日の属するプレミアム計算期間(但

し、早期終了事由発生日が、特定のプレミアム計算期間に属するプレミアム計算想定元本確定日(この日を含

みません。)から、当該プレミアム計算期間の末日(この日を含みます。)までの間に到来した場合には、当該

プレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間とします。)又は解除事由発生日の属するプレミアム計算期
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間の直後のプレミアム計算期間(但し、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(e)(ii)a.に基づきクレジット・デフォル

ト・スワップ契約が解除される場合には、解除事由発生日の属するプレミアム計算期間とします。)のうち、

いずれか早く終了する期間とします。また、最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間が最終の

プレミアム計算期間となる場合には、最終のプレミアム計算期間は平成 22 年 6 月 20 日(この日を含みませ

ん。)から平成 22 年 11 月 1 日(この日を含みます。)(いずれの日も営業日に当たらない場合は、次の営業日)

までの期間とします。 

 

｢プレミアム計算想定元本｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(i)b.において定義される意味を有します。 

 

｢プレミアム計算想定元本確定日｣とは、各プレミアム計算期間に関して、当該プレミアム計算期間の直前の

プレミアム計算期間の末日の 10 営業日前の日をいいます。但し、初回のプレミアム計算期間に係るプレミア

ム計算想定元本確定日は開始日の 2営業日前の日とします。 

 

｢プレミアム計算想定元本計算方法変更基準日｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(i)b.において定める意味

を有します。 

 

｢プレミアム計算日｣とは、各プレミアム計算期間に関して、当該プレミアム計算期間の直前のプレミアム計

算期間の末日の 2 営業日前の日をいいます。但し、初回のプレミアム計算期間に係るプレミアム計算日は開

始日の 2営業日前の日とします。 

 

｢プレミアム支払日｣とは、各プレミアム計算期間に関して、当該プレミアム計算期間の直前のプレミアム計

算期間の末日をいいます。但し、初回のプレミアム計算期間に係るプレミアム支払日は開始日とします。 

 

｢変更後の契約条件を記載した契約書｣とは、特定の参照債務について下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.④に

定める事由の原因となるバイヤー及び当該参照債務に係る参照組織の間で作成される契約書をいいます。 

 

｢返済予定表｣とは、参照債務に係る本件金銭消費貸借契約に基づく融資の実行時において、当該参照債務に

係る返済日及び返済金額等の返済予定を示したバイヤーが作成する書面をいいます。 

 

｢本件金銭消費貸借契約｣とは、大要各クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の内容及び様式によっ

て、バイヤーと各参照組織の間で締結された金銭消費貸借契約をいいます。 

 

｢本件預金｣とは、各本件預金契約に基づき各預金口座設置金融機関に預け入れられる普通預金に係る預金債

権をいいます。 

 

｢本件預金契約｣とは、預金口座設置金融機関としての各参加金融機関及び発行会社の間でそれぞれ平成 19 年

9 月 14 日付で締結された普通預金(無利息型)契約証書をいいます。 
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｢本件預金口座｣とは、各本件預金契約に基づき各預金口座設置金融機関に開設された普通預金口座をいいま

す。 

 

｢本件預金質権設定契約｣とは、発行会社及びバイヤーとしての各参加金融機関の間でそれぞれ平成 19 年 9 月

27 日付で締結された預金質権設定契約証書をいいます。 

 

｢未確定参照債務｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(e)(v)において定義される意味を有します。 

 

｢未償還元本額｣とは、文脈により、A 号未償還元本額、B 号未償還元本額及び C 号未償還元本額のいずれか又

は複数を意味します。 

 

｢未償還元本総額｣とは、文脈により、A 号未償還元本総額、B 号未償還元本総額及び C 号未償還元本総額のい

ずれか又は複数を意味します。 

 

｢未払償還金額｣とは、各時点において、各号社債に関して、下記(ﾘ)に従い当該時点より前において支払が繰

り延べられた償還金額のうち、当該時点までに支払が行われていないものをいいます。 

 

｢未払利息｣とは、各時点において、各号社債に関して、下記(ﾁ)(2)に従い、当該時点より前において支払が

繰り延べられた利息のうち、当該時点までに支払が行われていないものをいいます。 

 

｢民事再生法｣とは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢民事執行法｣とは、民事執行法(昭和 54 年法律第 4号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢民法｣とは、民法(明治 29 年法律第 89 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢メザニン延長プレミアム計算想定元本｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して下記第二

部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(iii)b.に記載する算式において、メザニン延長プレミアム計算想定元本として算出され

る金額をいいます。 

 



 

-  - 29

｢メザニン上限金額｣とは、各参加金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に関し

て、それぞれ以下に記載する金額をいいます。 

 

バイヤー メザニン上限金額(円) バイヤー メザニン上限金額(円) 

株式会社岩手銀行 114,093,525 千葉信用金庫 138,244,604

株式会社大分銀行 75,071,943 尾西信用金庫 98,956,835

株式会社北日本銀行 74,482,014 滋賀中央信用金庫 60,697,842

株式会社豊和銀行 20,215,827 大阪信用金庫 65,503,597

株式会社宮崎太陽銀行 53,187,050 淡路信用金庫 103,669,065

福島信用金庫 57,266,187 大分みらい信用金庫 60,611,511

 

｢メザニンプレミアム｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(a)(i)a.に記載する算式において、メザニンプレミアムとして算出される金額をいいます。 

 

｢メザニンプレミアム計算想定元本｣とは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(a)(i)b.において定義される意味を有し

ます。 

 

｢メザニンプレミアム利率｣とは、各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に関して、当該プレミアム

計算日又は延長プレミアム計算日と同日である利率基準日に係る 3 ヵ月 TIBOR(但し、平成 22 年 6 月 20 日

(この日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)の翌日を初日とするプレミアム計算期間に係るプレ

ミアム計算日に関しては、4 ヵ月 TIBOR とし、最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属す

るプレミアム計算期間である場合における延長プレミアム計算日に関しては、2 ヵ月 TIBOR とします。)に

0.57％を加えた利率(年率)をいいます。 
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｢免責金額｣とは、各参加金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、それ

ぞれ以下に記載する金額をいいます。 

 

バイヤー 免責金額(円) バイヤー 免責金額(円) 

株式会社岩手銀行 61,000,000 千葉信用金庫 52,000,000 

株式会社大分銀行 55,000,000 尾西信用金庫 39,000,000 

株式会社北日本銀行 39,000,000 滋賀中央信用金庫 37,000,000 

株式会社豊和銀行 14,000,000 大阪信用金庫 33,000,000 

株式会社宮崎太陽銀行 28,000,000 淡路信用金庫 43,000,000 

福島信用金庫 28,000,000 大分みらい信用金庫 43,000,000 

 

｢優先延長プレミアム計算想定元本｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して下記第二部第

1 2.(ﾛ)(3)(a)(iii)b.に記載する算式において、優先延長プレミアム計算想定元本として算出される金額を

いいます。 

 

｢優先プレミアム｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、下記第二部第 1 

2.(ﾛ)(a)(i)a.に記載する算式において、優先プレミアムとして算出される金額をいいます。 

 

｢優先プレミアム利率｣とは、各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日に関して、当該プレミアム計算

日又は延長プレミアム計算日と同日である利率基準日に係る 3 ヵ月 TIBOR(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この

日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)の翌日を初日とするプレミアム計算期間に係るプレミアム

計算日に関しては、4 ヵ月 TIBOR とし、最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレ

ミアム計算期間である場合における延長プレミアム計算日に関しては、2 ヵ月 TIBOR とします。)に 0.32％を

加えた率(年率)をいいます。 

 

｢預金口座設置金融機関｣とは、各本件預金契約に基づく預金の受入人をいい、当該本件預金契約の当事者と

なる参加金融機関とします。 

 

｢預金保険法｣とは、預金保険法(昭和 46 年法律第 34 号、その後の改正を含みます。)をいいます。 

 

｢予定支払額｣とは、特定の予定支払額支払期日における特定の参照債務に関し、クレジット・デフォルト・

スワップ契約添付の参照組織及び参照債務一覧に記載される金額をいいます。 

 

｢予定支払額支払期日｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約の有効期間中の毎月 20 日(但し、平

成 22 年 9 月 20 日は除く。)(いずれの日も営業日に当たらない場合は、次の営業日)並びに最終予定支払額支

払期日をいいます。但し、初回の予定支払額支払期日は平成 19 年 10 月 20 日(この日が営業日に当たらない

場合は、次の営業日)とし、最終回の予定支払額支払期日は、最終予定支払額支払期日とします。 

 

｢予定償還期日｣とは、平成 22 年 11 月 1 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日とします。)をいいま

す。 
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｢利息計算期間｣とは、ある支払期日の翌日からその直後の支払期日までの各期間をいいます。但し、第 1 回

の利息計算期間は発行日の翌日から第 1 回の支払期日までの期間とし、また、最終の利息計算期間は、最終

の支払期日を最終日とし、その直前の支払期日の翌日を初日とする期間とします。 

 

｢利息支払口座｣とは、本社債要項に従い開設される利息支払口座をいいます。 

 

｢利率基準日｣とは、(i)本社債については各当該支払期日又は追加支払期日の直前の支払期日(但し、初回の

支払期日に関しては払込期日)の直前のプレミアム計算日をいい、(ii)各クレジット・デフォルト・スワップ

契約に基づく支払については各プレミアム計算日又は延長プレミアム計算日をいいます。 

 

｢累積ポートフォリオ損失金額｣とは、文脈により、A 号累積ポートフォリオ損失金額、B 号累積ポートフォリ

オ損失金額及び C号累積ポートフォリオ損失金額のいずれか又は複数を意味します。 

 

｢累積ポートフォリオデフォルト金額｣とは、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、開始日か

ら当該時点までの全ての事由発生決定日(但し、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.④に定めるクレジットイ

ベントが発生した参照債務については、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(ii)の定めに基づき当該参照債務に係

る評価率についてバイヤー及び発行会社が計算代理人より通知を受けた日とします。)において確定したデ

フォルト金額の累積額をいいます。 
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管理資産等の管理の方法、管理の形態及び信用補完の形態 

(1) 管理の方法及び管理の形態 

(a) 各本件預金は、各預金口座設置金融機関にそれぞれ預け入れられ、各本件預金の期中においては、

口座管理者が口座管理事務等委託契約に基づき管理を行います。各本件預金には、利息は付されま

せん。各本件預金に係る元本は、その払い戻しを行った日において、バイヤーから元本償還口座に

入金される形で支払われ、口座管理者が口座管理事務等委託契約に基づき管理を行います。 

(b) 各クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づくプレミアムは、各プレミアム支払日において、

各バイヤーから、利息支払口座に入金する方法により支払われ、口座管理者が口座管理事務等委託

契約に基づき管理を行います。 

 

(2) 信用補完・流動性補完の形態 

(a) 信用補完の形態 

 本社債の元本は、各支払期日における部分償還額、各追加支払期日における追加償還額及び予定

償還期日、延長償還期日又は最終償還期日における未償還元本額相当額が償還され(詳しくは下記

(ﾘ)をご参照下さい。)、累積ポートフォリオ損失金額が増加した場合には、これらの償還額の総額

は減少する関係にあります(詳しくは上記｢A 号追加償還額｣、｢A 号追加償還総額｣、｢A 号部分償還

額｣、｢A 号部分償還総額｣、｢A 号未償還元本額｣、｢A 号未償還元本総額｣、｢B 号追加償還額｣、｢B 号

追加償還可能総額｣、｢B 号追加償還総額｣、｢B 号部分償還額｣、｢B 号部分償還可能総額｣、｢B 号部分

償還総額｣、｢B 号未償還元本額｣、｢B 号未償還元本総額｣、｢C 号追加償還額｣、｢C 号追加償還可能

額｣、｢C 号部分償還額｣、｢C 号部分償還可能額｣及び｢C 号未償還元本額｣の定義をご参照下さい。)。

もっとも、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき参照債務についてクレジットイベント

の発生が確定した場合であっても、いずれかのクレジット・デフォルト・スワップ契約に係る累積

ポートフォリオデフォルト金額が一定の額を超過するまでは累積ポートフォリオ損失金額は発生し

ません(詳しくは上記｢累積ポートフォリオデフォルト金額｣、｢A 号累積ポートフォリオ損失金額｣、

｢B 号累積ポートフォリオ損失金額｣及び｢C 号累積ポートフォリオ損失金額｣の定義をご参照下さ

い。)。 

 また、下記｢劣後特約｣並びに第二部第 1 3.(ｲ)(1)記載の通り、各号社債についての支払順序に関

する特約及び劣後特約によって、A 号社債の元利金の支払を補完し、B 号社債の元利金の支払につ

いても一定の範囲内でこれを補完することが企図されています。 

(b) 流動性補完の形態 

 本社債に関しては、利息の支払について、A 号社債及び B 号社債の利息が利息計算期間の末日で

ある支払期日に当該利息計算期間に対応する利息が支払われるのに対して、C 号社債の利息は当該

支払期日の直後の支払期日において支払われることとされており(但し、最終の支払期日を除きま

す。)、かかる限度で流動性補完の措置がとられています(詳しくは下記(ﾁ)をご参照下さい。)。 

 

元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因 

 本社債を購入することにはリスクが伴いますので、本社債への投資に関するリスクとメリットを評価する

ために必要となる経済的、ビジネス的な知識及び経験を有している洗練された投資家のみが本社債への投資
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に適しているといえます。本社債は元本保証されておらず、本社債の購入者は、購入した本社債の元本全額

を失う潜在的なリスクにさらされることになります。本社債を購入しようとする方は、本社債への投資を決

定する前に、各自の財務状況と投資目的の観点から、本説明書、特に本｢元本の償還及び利息の支払等に重大

な影響を及ぼす要因｣に記載される情報を慎重に検討する必要があります。但し、本｢元本の償還及び利息の

支払等に重大な影響を及ぼす要因｣に記載される事項は、本社債を購入しようとする方が注意すべき本社債の

問題点を概説してはいますが、本社債について検討すべき事項の全てに言及しているわけではありませんの

で、ご注意下さい。 

(1) 参照債務にクレジットイベントが発生することにより利息及び元本償還額が減額されるリスク 

 各号社債の利息は、最終償還期日、延長償還期日又は未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延

長償還期日又は最終償還期日以外の日において未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払

期日)のうちいずれか最も早く到来する日(この日を含みます。)以前の各支払期日(C 号社債の支払につ

いては A号社債及び B号社債の利息が支払われた支払期日の直後の支払期日(但し、最後の支払期日を除

きます。))において、各本社債ごとに、当該支払期日の直前の支払期日における本社債の元本の償還後

の未償還元本額(第 1 回の支払期日については、各本社債の金額)に、所定の利率を乗じ、4 で除して算

出した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)が支払われます(但し、当該支払期日に終了する利息計算

期間が 3 か月間でない場合は日割計算となります。詳しくは下記(ﾁ)(2)(a)ないし(c)をご参照下さ

い。)。従って、本社債に係る未償還元本額が減少した場合(現実に金銭による元本の償還が行われたか

否かを問いません。)、本社債に関して支払われる利息の金額は減少することになります。そして、累積

ポートフォリオ損失金額が増加した場合には、未償還元本額は減少する関係にあり(詳しくは上記｢A 号

未償還元本額｣、｢A 号未償還元本総額｣、｢B 号未償還元本額｣、｢B 号未償還元本総額｣及び｢C 号未償還元

本額｣の定義をご参照下さい。)、また、参照債務にクレジットイベントが発生した場合、各クレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約に従ってクレジットイベントの確定手続がなされると、デフォルト金額

が確定し、累積ポートフォリオデフォルト金額が増加することになり、いずれかのクレジット・デフォ

ルト・スワップ契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額が一定の金額を超過すると累積ポート

フォリオ損失金額が増加することになります(詳しくは上記｢累積ポートフォリオデフォルト金額｣、｢A

号累積ポートフォリオ損失金額｣、｢B 号累積ポートフォリオ損失金額｣及び｢C 号累積ポートフォリオ損失

金額｣の定義をご参照下さい。)。各累積ポートフォリオ損失金額の増加は、まず、C 号累積ポートフォ

リオ損失金額が増加し、C 号未償還元本額が零となった場合は次に B 号累積ポートフォリオ損失金額が

増加し、B 号未償還元本総額が零となった場合は、A 号累積ポートフォリオ損失金額が増加することとな

ります。従って、累積ポートフォリオデフォルト金額の増加による本社債に関して支払われる利息の金

額の減少は、C 号社債、B 号社債、A 号社債の順に生じることになります(詳しくは上記｢A 号累積ポート

フォリオデフォルト金額｣、｢B 号未償還元本総額｣、｢B 号累積ポートフォリオデフォルト金額｣、｢C 号未

償還元本額｣及び｢C 号累積ポートフォリオデフォルト金額｣の定義をご参照下さい。)。 

 本社債の元本は、各支払期日における部分償還額及び予定償還期日、延長償還期日又は最終償還期日

における未償還元本額相当額が償還されます(詳しくは下記(ﾘ)をご参照下さい。)。累積ポートフォリオ

デフォルト金額及び/又は累積ポートフォリオ損失金額が増加した場合には、これらの償還額の総額は減

少する関係にあり(詳しくは上記｢A 号元利金計算想定元本総額｣、｢A 号部分償還額｣、｢A 号部分償還総

額｣、｢A 号未償還元本額｣、｢A 号未償還元本総額｣、｢B 号元利金計算想定元本総額｣、｢B 号部分償還額｣、
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｢B 号部分償還総額｣、｢B 号未償還元本額｣、｢B 号未償還元本総額｣、｢C 号元利金計算想定元本額｣、｢C 号

部分償還額｣、｢C 号未償還元本額｣、｢シニア劣後上限金額｣、｢プレミアム計算想定元本｣及び｢メザニン

プレミアム計算想定元本｣の定義をご参照下さい。)、前述の通り参照債務にクレジットイベントが発生

した場合にクレジット・デフォルト・スワップ契約に従ってクレジットイベントの発生の確定手続がな

されると累積ポートフォリオデフォルト金額及び累積ポートフォリオ損失金額が増加することになりま

す。また、各累積ポートフォリオ損失金額の増加は、まず、C 号累積ポートフォリオ損失金額が増加

し、C 号未償還元本額が零となった場合は次に B号累積ポートフォリオ損失金額が増加し、B 号未償還元

本総額が零となった場合は、A 号累積ポートフォリオ損失金額が増加することとなります。従って、累

積ポートフォリオデフォルト金額の増加による本社債に関して支払われる元本償還の金額の減少は、C

号社債、B 号社債、A 号社債の順に生じることになります(詳しくは上記｢A 号累積ポートフォリオ損失金

額｣、｢B 号未償還元本総額｣、｢B 号累積ポートフォリオ損失金額｣、｢C 号未償還元本額｣及び｢C 号累積

ポートフォリオ損失金額｣の定義をご参照下さい。)。 

 以上より、参照債務にクレジットイベントが発生し、いずれかのクレジット・デフォルト・スワップ

契約に係る累積ポートフォリオデフォルト金額が一定の金額を超過すると、各号社債に関して支払われ

る利息の金額及び償還される元本の金額は C 号社債、B号社債、A 号社債の順に減少することになり、本

社債権者は損害を被ることになります。 

 

(2) 参照債務に係るリスクの影響 

 上記(1)で記載した通り、参照債務に関してクレジットイベントが発生した場合には、本社債の元利金

の金額が減少する可能性があり、本社債権者の本社債への投資は毀損する可能性があります。そして、

参照組織の信用状況及び参照組織の参照債務の履行状況は、地域的又は全国的な経済的、政治的、財政

的又は社会的事象の影響を受けることになり、従って、かかる事象が本社債の元利金の支払に不利な影

響を及ぼす可能性があります。また、本社債はいかなる参照組織に対する請求権も表象しておりません

ので、本社債に関して損害が発生した場合であっても、本社債権者は本社債に基づきいかなる参照組織

に対しても遡求することはできません。なお、各バイヤーは各クレジット・デフォルト・スワップ契約

において、参照組織の信用状態に関連する一定の事項について表明及び保証を行っております(詳しくは

下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(c)をご参照下さい。)。また、参照債務に係るクレジットイベントの発生率を

保守的に見積もった上で免責金額を設定することにより、かかるクレジットイベントの発生が本社債の

元利金の支払いに影響を与えるリスクの軽減を図っています。 

 

(3) 参加債務の評価に伴うリスク 

 特定の参照債務につき下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(i)a.④に定めるクレジットイベントが発生した場

合、計算代理人は下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(ii)に定める方法によって当該参照債務の評価率を取得

します。当該クレジットイベントに係るデフォルト金額については、かかる評価率をもとに算出される

ため、当該クレジットイベントの発生に伴うデフォルト金額及び累積ポートフォリオデフォルト金額の

増加はかかる評価の影響を受けることになります。上記(1)に記載の通り、累積ポートフォリオデフォル

ト金額が一定の金額を超過すると本社債に関して支払われる利息の金額及び償還される元本の金額は減

少することになるため、結果として本社債に関して支払われる利息の金額及び償還される元本の金額は



 

-  - 35

かかる評価の影響を受けることになります。 

 しかしながら、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(ii)に定める評価方法は、5 社のディーラーに対して当該

参照債務の評価を求め、2 社以上のディーラーから評価を取得できた場合に評価率を決定するため(詳し

くは下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(b)(ii)及び上記｢フル・クォーテーション｣の定義をご参照下さい。)、所

定の手続に従って 2 社以上のディーラーから評価を取得することができる限りは、参加債務の評価は一

定の客観性をもってなされると考えられます。但し、参加債務の流通市場が整備されていない、又は流

動性が限られていること等がかかる評価に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、所定の手続に従っ

て 2 社以上のディーラーから評価を取得することができない場合(ディーラーが当該参照債務に係るフ

ル・クォーテーションの提示を拒絶した結果、2 社以上のディーラーから当該参照債務に係るフル・

クォーテーションを取得できなかった場合を含みます。)には、独立認定人が確認したクレジットイベン

トの発生が確定時におけるバイヤーの確定した直前の事業年度決算期における要管理債権に対する引当

率実績値を評価率として用いることが想定されており、さらにかかる独立認定人による確認が行われな

い場合には、評価率を零としてデフォルト金額が算定されることになります。 

 

(4) 元本償還の時期が変動するリスク 

 各号社債の元本は、下記(ﾘ)記載の通り、各支払期日において部分償還額が償還されることが企図され

ておりますが、部分償還額は累積ポートフォリオデフォルト金額によって金額が変動することとなるた

め、結果的に上記(1)記載の通り参照債務にクレジットイベントが発生することにより各支払期日におけ

る部分償還額が変動することとなります(詳しくは上記｢A 号元利金計算想定元本総額｣、｢A 号部分償還

額｣及び｢A 号部分償還総額｣、｢B 号元利金計算想定元本総額｣、｢B 号部分償還額｣、｢B 号部分償還総額｣、

｢C 号元利金計算想定元本額｣及び｢C 号部分償還額｣の定義をご参照下さい。)。従いまして、参照組織及

び参照債務の動向次第で本社債の元本償還の時期は変動することになります。 

 また、特定のクレジット・デフォルト・スワップ契約についてバイヤーがプレミアム支払義務を怠っ

たことを理由として、発行会社により解除され、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了し

た場合、追加支払期日(当該クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了する日の 10 営業日後の日)に

おいて、各号社債について、追加償還額の償還が行われることになります(詳しくは、下記(ﾘ)(4)並びに

上記｢A 号追加償還額｣、｢A 号追加償還総額｣、｢B 号追加償還額｣、｢B 号追加償還可能総額｣、｢B 号追加償

還総額｣、｢C 号追加償還額｣及び｢C 号追加償還可能額｣の定義をご参照下さい。)。従いまして、バイヤー

のプレミアム支払義務の不履行が生じることにより、本社債の元本償還の時期は変動し得ることになり

ます。 

 さらに、予定償還期日(この日を含みます。)までにクレジット・デフォルト・スワップ契約が終了し

ない場合、下記(ﾘ)(4)記載の通り、各号社債の元本のうち、かかる償還後の未償還元本総額が延長プレ

ミアム計算想定元本相当額となるような金額の償還が留保され、延長償還期日において最終の償還がな

されることになります。かかる事由が生じた場合には、本社債の償還年限は当初企図される償還年限と

大幅に異なることになります。 

 

(5) 責任財産が限定されていることに伴うリスク 

 本社債の責任財産は、発行会社の有する一定の資産である責任財産に限定されています(詳しくは下記
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｢責任財産限定特約及び強制執行申立等の制限｣をご参照下さい。)。かかる責任財産からの支払は、各ク

レジット・デフォルト・スワップ契約、各本件預金質権設定契約その他の発行会社関連契約及び本社債

要項に定める優先順位に従って行われ、本社債に基づく本社債権者の支払請求権は、下記第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(e)ないし(h)記載の通り、本社債の利息の支払については一定の費用の支払債務等に劣後し、

本社債の元本の支払についてはクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づく損害補填金額支払債務

に劣後します。かかる優先順位に従って責任財産に属する資産が全て支払われた場合には、仮に発行会

社が責任財産以外の資産を保有している場合であっても、本社債権者は、本社債に係る未払債務が残存

するときには、当該未払債務に係る請求権を放棄したものとみなされ、発行会社に対する何らの請求権

も有さないことになります。 

 

(6) 本社債の利率が変動金利であることに基づくリスク 

 本社債に付される利息金額は、いずれも 3 ヵ月 TIBOR(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この日が営業日で

ない場合には、翌営業日とします。)の翌日を初日とする利息計算期間に関しては 4 ヵ月 TIBOR とし、延

長償還期日又は最終償還期日を末日とする利息計算期間に関しては、2 ヵ月 TIBOR とします。)に連動し

た変動金利により計算されます。このため、3ヵ月 TIBOR(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この日が営業日で

ない場合には、翌営業日とします。)の翌日を初日とする利息計算期間に関しては 4 ヵ月 TIBOR とし、延

長償還期日又は最終償還期日を末日とする利息計算期間に関しては、2 ヵ月 TIBOR とします。)が上昇す

ると本社債の利息の支払は増加し、3ヵ月 TIBOR(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この日が営業日でない場合

には、翌営業日とします。)の翌日を初日とする利息計算期間に関しては 4ヵ月 TIBOR とし、延長償還期

日又は最終償還期日を末日とする利息計算期間に関しては、2 ヵ月 TIBOR とします。)が下降すると本社

債の利息の支払は減少します。 

 

(7) 各号社債ごとのリスクの相違 

 参照債務に関してクレジットイベントが発生し、各号社債の未償還元本額が減額される結果となる場

合においては、まず C 号未償還元本額が減額されることにより C 号社債の元利金の支払額が減額される

ことになり、B 号累積ポートフォリオ損失金額が発生する場合には B 号未償還元本額が減額されること

により B 号社債の元利金の支払額が減額されることになり、さらに A 号累積ポートフォリオ損失金額が

発生する場合には A 号未償還元本額が減額されることにより A 号社債の元利金の支払額が減額されるこ

とになります。 

 また、下記第二部第 1 3.(ｲ)(1)に記載の通り、本社債の元利金の支払は、A 号社債、B 号社債及び C

号社債の順に行われ、さらに、下記｢劣後特約｣記載の通り、A 号未償還元本額の全額もしくはその一部

が償還されない場合、又は B 号社債につき発行会社が本社債要項の規定に従い期限の利益を喪失した場

合においては、本社債要項に基づく B 号社債の元利金支払請求権の効力は、本社債要項に基づき支払わ

れるべき A 号社債の元利金全額が支払われたことを条件として発生し、さらに A 号未償還元本額もしく

は B 号未償還元本額の全額もしくはその一部が償還されない場合、又は C 号社債につき発行会社が本社

債要項の規定に従い期限の利益を喪失した場合においては、本社債要項に基づく C 号社債の元利金支払

請求権の効力は、本社債要項に基づき支払われるべき A 号社債及び B 号社債の元利金全額が支払われた

ことを条件として発生するものとされています。従って、発行会社が本社債の元利金の支払に十分な資
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金を保有していなかった場合、かかる資金不足による損失については、C 号社債、B号社債及び A 号社債

の順で負担することとなります。 

 

(8) 各号社債間の優劣関係を否定されるリスク 

 下記｢劣後特約｣並びに第二部第 1 3.(ｲ)(1)に記載の通り、本社債に関する利払又は元本の償還のため

の資金が不足した場合には、B号社債が A号社債に、C号社債が A号社債及び B 号社債にそれぞれ劣後し

て利払又は元本の償還がなされます。 

 しかしながら、このような優先・劣後関係を認める特約の有効性については、法令に規定され、又は

確立した判例により判断されているわけではありません。かかる特約の全部又は一部が裁判所等により

有効とは判断されない場合、特約による優先・劣後関係が維持されず、各本社債権者がかかる特約に

従った弁済を受けられないおそれがあります。 

 

(9) 関係当事者の利益相反 

 本社債権者、発行会社、バイヤー、定期預金口座設置金融機関、私募の取扱者、中小公庫その他本社

債に関与している当事者及び各参照組織の間には、潜在的又は顕在化している様々な利益相反の状況が

存在し得ます。また、かかる当事者及び各参照組織が今後、種々の取引を行うこともあり得ます。 

 

(10) 発行会社の破産等に伴うリスク 

 発行会社について、破産、会社更生、民事再生その他これに類する法的倒産手続が開始された場合、

本社債権者は当該倒産手続の中で本社債の元利金を回収せざるを得ないことになりますが、倒産手続内

での回収では、本社債の元利金の回収額の大幅な減額及び本社債の元利金の回収の大幅な遅延が生じる

可能性が高いと考えられます。 

 しかしながら、発行会社関連契約においては、相手方当事者の発行会社に対する倒産不申立条項が規

定されており、かつ下記(14)記載の通り、発行会社は本社債要項において本社債に関する債務の負担、

発行会社関連契約に基づく債務の負担及び担保権の設定、並びに発行会社関連契約において企図されて

いる債務の負担以外の債務負担、担保設定等を行わないことを約束していることから、上記のようなリ

スクは一定程度軽減されているものと考えられます。 

 

(11) プレミアムがプレミアム支払日に支払われないリスク及びバイヤーの破産等に伴うリスク 

 本社債の利払は、各バイヤーから支払われるプレミアムを原資とすることになりますが、バイヤーの

プレミアム支払債務については、保証又は担保は付されておりません。従って、各バイヤーが、財務状

況の悪化、事務手続上の事故の発生その他の理由により、プレミアム支払日におけるプレミアムの支払

を行わなかった場合、本社債の利払が滞ることになり、本社債権者が損害を被る可能性があります。ま

た、各バイヤーについて、破産、民事再生その他これに類する法的倒産手続が開始された場合、発行会

社は当該倒産手続の中でプレミアムを回収せざるを得ないことになりますが、倒産手続内での回収で

は、プレミアムの回収額の大幅な減額及びプレミアムの回収の大幅な遅延が生じる可能性が高く、結果

として、本社債の利息の大幅な減額及び利払の大幅な遅延が生じるリスクがあります。 

 しかしながら、クレジット・デフォルト・スワップ契約上、各プレミアム計算期間に対応するプレミ
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アムは、各プレミアム支払日に前払されることとされていることにより、かかるリスクは一定限度軽減

されているものと考えられます。 

 

(12) 本件預金の元本が所定の支払期日に支払われないリスク及び預金口座設置金融機関の破産等に伴うリス

ク 

 本社債の元本の償還は、各預金口座設置金融機関から償還される本件預金に係る元本を原資とするこ

とになりますが、各預金口座設置金融機関の本件預金に係る元本償還債務については、約定に基づく保

証又は担保は付されておりません。従って、各預金口座設置金融機関が、財務状況の悪化、事務手続上

の事故の発生その他の理由により、本件預金契約に基づく各支払期日における元本の償還を行わなかっ

た場合、本社債権の元本償還が滞ることになり、本社債権者が損害を被ることになります。また、各預

金口座設置金融機関について、破産、会社更生、民事再生その他これに類する法的倒産手続が開始され

た場合、発行会社は当該倒産手続の中で本件預金に係る元本を回収せざるを得ないことになりますが、

倒産手続内での回収では、かかる元本の回収額の大幅な減額及びかかる元本の回収の大幅な遅延が生じ

る可能性が高く、結果として、本社債の元本の大幅な減額及び元本償還の大幅な遅延が生じるリスクが

あります。 

 しかしながら、各本件預金は、預金保険法に基づく預金保険の対象とするために預金保険法第 51 条の

2 第 1 項に定める｢決済用預金｣に該当させることを企図して、利息を付さない普通預金としておりま

す。｢決済用預金｣は預金保険法第 49 条第 2 項に定める保険事故が生じた場合にその全額が預金保険機構

によって保護されることとされているため、各本件預金が、｢決済用預金｣に該当する場合には、上記の

ようなリスクを相当程度軽減することになります。この点、各本件預金に係る払戻債権については、各

本件預金質権設定契約に基づきバイヤーとしての各預金口座設置金融機関が質権を取得することが予定

されており、かかる事実をもって預金保険法第 51 条の 2 第 1 項に定める｢その預金者がその払戻しをい

つでも請求することができるものであること｣という｢決済用預金｣の要件を満たさないと判断される可能

性があると考えられます。そのような場合には、各本件預金の全額が預金保険法に基づく預金保険に

よって保護されるわけではなくなることになりえます。もっとも、各預金口座設置金融機関は各本件預

金契約において本件預金が預金保険法第 51 条の 2 第 1 項に定める｢決済用預金｣に該当することを表明及

び保証しており、かかる表明及び保証が正しい限りは、各本件預金について預金保険法第 49 条第 2 項に

定める保険事故が生じた場合にその全額が預金保険機構によって保護されることになると考えられま

す。また、各預金口座設置金融機関は、各本件預金契約において、当該本件預金契約に係る本件預金に

関して、預金保険法第 51 条の 2 第 1 項の定めに従い、同項に定める保険料を預金保険機構に納付するも

のとされており、さらに、当該本件預金が同項に定める｢決済用預金｣に該当しないと発行会社が合理的

に判断し、かつ、発行会社がその旨を預金口座設置金融機関に通知した場合、当該預金口座設置金融機

関は、当該本件預金に係る払戻し債務について指定格付機関の定める一定の基準を満たす保証会社によ

る保証を付さなければならないものとされていることから、かかるリスクは一定程度軽減されていると

考えられます。 

 

(13) 口座管理者の破産等に伴うリスク 

 発行会社の口座管理に関する事務は口座管理者が執り行うことが予定されております。従って、口座
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管理者について、破産、会社更生、民事再生その他これに類する法的倒産手続の開始、事務手続上の事

故の発生その他の事由が発生したことを理由により、かかる事務が円滑に行われなかった場合、本社債

の利息の支払もしくは元本の償還又は費用の支払等が滞ることになり、本社債権者が損害を被る可能性

があります。 

 

(14) 発行会社による本社債以外の債務負担又は第 2回以降の社債の発行による本社債権者への影響 

 発行会社は、本社債要項において、①本社債に関する債務の負担、発行会社関連契約に基づく債務の

負担及び担保権の設定、並びに発行会社関連契約において企図されている債務の負担及び担保権の設定

のほか、本社債の償還のために必要な場合を除き、責任財産について譲渡もしくは担保の提供その他の

処分、第三者の債務についての担保の提供もしくは保証債務の負担、又は借入その他の債務負担行為を

行わないこと、及び②本社債以外の社債の発行を行わないことを約束しており、仮にかかる約束の不履

行又は不遵守が社債管理者の指定する期間内になお治癒されない場合(社債管理者が書面により、本社債

権者の利益に重大な影響を及ぼさないと認めた場合は除きます。)、期限の利益喪失事由となります。

従って、発行会社が本社債以外の債務を負担すること又は発行会社が第 2 回以降の社債を発行すること

により、本社債権者に影響を与えるリスクは低いものと考えられます。 

 

(15) 元利金の支払に係る公租公課に関するリスク 

 本社債の元利金の支払は、原則として、所得税法(昭和 40 年法律第 33 号、その後の改正を含みま

す。)第 212 条第 3 項及び同法第 213 条に基づき、所得税等の源泉徴収の対象となりますが、租税特別措

置法(昭和 32 年法律第 26 号、その後の改正を含みます。)第 8 条に基づき、同法施行令(昭和 32 年政令

第 43 号、その後の改正を含みます。)第 3 条の 3 第 1 項に定める金融機関が支払を受ける場合は、源泉

徴収されることなく、その他公租公課を負担しないこととされております。もっとも、日本国の税制の

変更により本社債の元利金の支払につきかかる公租公課が課される可能性があります。 

 この場合、本社債の元利金に関する純受取額が減少することになりますが、発行会社はそのような税

制の変更の動向について認識していません。 

 

(16) 私募に関するリスク 

 A 号社債及び B 号社債は、証券取引法第 2 条第 3 項第 2 号イに規定される方法によって、証券取引法

第 4 条第 1 項の規定による届出義務のない私募により、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号及び証券取引法

第二条に規定する定義に関する内閣府令第 4 条に定義される適格機関投資家のみにその取得の申込の勧

誘が行われ、下記第二部第 3 4.に記載の通り、A 号社債又は B 号社債を取得した者は当該 A 号社債又は

B 号社債を適格機関投資家以外の者に譲渡することができません。この点で A 号社債及び B 号社債の流

通性は制限されております。 

 C 号社債は、証券取引法第 2 条第 3 項第 2 号ロに規定される方法によって、証券取引法第 4 条第 1 項

の規定による届出義務のない私募により、50 名未満の者のみを相手方としてその取得の申込の勧誘が行

われております。 
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(17) 本社債の流通性に伴うリスク 

 本社債に関する流通市場は整備されておりません。本社債が流通市場においてどのような方法で取引

されるかを示す十分な前例はありません。また、今後かかる流通市場が整備される保証もありません。

仮に本社債類似の社債に関する流通市場が整備されたとしても、本社債がその流通市場において流動性

を有するとは限りません。従って、本社債を売却する際には買い手が限られることが予想され、本社債

の売却価格に悪影響を与える可能性があり、又は売却自体が不可能もしくは困難となるリスクがありま

す。 

 

(18) 本社債の価格変動に関するリスク 

 本社債の価格は、発行会社、バイヤー兼預金口座設置金融機関である各参加金融機関、参照組織及び

参照債務に係る関係法人等の財務状況及び信用状況並びにそれらに対する外部評価の変化(例えば格付機

関による格付の変更)、市場金利の変動、流通市場での需要動向その他市場を取り巻く様々な要因により

影響を受け、上下しますので、上記(1)記載の累積ポートフォリオ損失金額の増加が生じていない場合で

あっても、本社債が時価評価の対象とされている場合には償還期日前においても評価損を被り、また、

本社債を償還期日前に売却する場合には投資元本を割り込む可能性があります。 

 

(19) 発行会社の株主が有限責任中間法人であることに関するリスク 

 発行会社の全ての株式(以下｢本株式｣といいます。)は本中間法人が保有しております。本中間法人

が、本株式を保有していることに関連するリスクとしては、①本中間法人について倒産や解散等の事由

が発生した場合に、本株式が本中間法人から発行会社の倒産隔離上不適切と考えられる者に譲渡される

結果、発行会社の運営に悪影響が及ぶリスク、②本中間法人の理事の不適切な業務執行により、発行会

社の運営に悪影響が及ぶリスク、及び、③本中間法人の社員の不適切な社員権の行使により、発行会社

の運営に悪影響が及ぶリスクがありますが、以下の理由から、いずれについてもかかるリスクが現実化

する実際上の可能性は高くないと発行会社は考えています(なお、本中間法人が他の特定目的会社の特定

持分や株式会社の株式等を保有・取得することから生じるリスクについては下記(20)をご参照下さ

い。)。 

(a)  本中間法人は、発行会社及び社債管理者に対して、本中間法人が本株式を譲り受けた後、本社債

の全額が償還されるまで、第三者に対し、本株式を譲渡し、又は質権、譲渡担保権その他の担保権

の目的としないことを約束しており、本中間法人が倒産しない限りは、本株式が本中間法人から移

転する可能性は低いと発行会社は考えています。但し、本中間法人が破産手続開始又は解散等によ

り存続ができなくなる場合には、本株式は譲渡されることが考えられます。この場合、本株式の譲

受人により、発行会社の取締役の解任権及び選任権を含む株主の権利が行使され、発行会社の運営

に悪影響が及ぶ可能性があります。しかしながら、以下の通り、本社債の最終償還期日までに本中

間法人の破産手続開始又は解散等が生じる可能性は低いと発行会社は考えています。 

 まず、本中間法人の倒産原因発生回避のための措置として、本中間法人及び本中間法人との間の

平成 17 年 6 月 9 日付業務委託契約書(以下｢業務委託契約｣といいます。)に基づき本中間法人に関

する業務の管理及び運営を受託している東京共同会計事務所(以下｢業務受託者｣といいます。)の表

明保証によれば、本中間法人が発行会社の株式を取得し、租税支払、維持費用その他全ての支払債
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務(業務受託者に対する報酬の支払債務を含みますが、これに限られません。)を履行するために必

要な金額の基金の拠出を受けており、かつ、かかる基金は全て指定格付機関が定める適格基準を満

たす口座(以下｢適格預金口座｣といいます。)に預金されています。また、本中間法人が今後、借入

その他の債務(追加的な特定持分又は資産の流動化に係る業務を目的として設立される株式会社、

有限会社その他の法人の株式、出資その他の持分(以下｢株式等｣といいます。)の取得を行う際の取

得対価の支払債務を含みます。)を負担する場合、社員総会における総社員の同意による決議が必

要とされています。また、本中間法人及び業務受託者は、発行会社及び社債管理者に対して、本中

間法人をして、発行会社の資産の流動化に係る業務の円滑な遂行が妨げられるおそれ(本社債の元

利金の支払又はその格付に悪影響を与えるおそれを含みますが、これに限られません。)のある債

務負担行為(債務の支払原資としての十分な基金拠出がないにもかかわらず行う債務負担行為を含

みますが、これに限られません。)をせず、また、させないことを誓約しています。本中間法人の

基金については定款の規定により、解散するまで返還はなされませんので、上記本中間法人及び業

務受託者の表明保証が正確で、本中間法人の社員が上記同意権を適切に行使し、かつ、本中間法人

及び業務受託者が上記誓約を遵守する限りにおいては、本中間法人について破産手続開始原因とし

ての支払停止及び支払不能の事態が本社債の最終償還期日までに発生する可能性は低いと発行会社

は考えています。また、有限責任中間法人の基金拠出者に対する基金返還債務は、会計上、有限責

任中間法人の負債とみなされず資本とみなされますので、上記本中間法人及び業務受託者の表明保

証が正確で、本中間法人の社員が上記同意権を適切に行使し、かつ、本中間法人及び業務受託者が

上記誓約を遵守する限りにおいては、本社債の最終償還期日までに本中間法人が債務超過となる可

能性は高くないと発行会社は考えています。本中間法人の社員が上記社員権を不適切に行使した

り、本中間法人及び業務受託者が上記誓約を遵守しない実際上の可能性は低いと発行会社は考えて

います。また、本中間法人の倒産手続開始回避の措置として、仮に、本中間法人に破産手続開始原

因その他これに類する法的倒産手続開始原因が発生した場合でも、基金返還請求権者である東京共

同会計事務所は基金拠出申込書において本中間法人に対する破産手続、民事再生手続その他そのい

ずれかに類する手続の開始の申立をすることができないことを承認しており、本中間法人自身は本

中間法人及び業務受託者が連名で発行会社及び社債管理者に対し提出する平成 19 年 2 月 14 日付誓

約書において本社債の全額が償還されるまで本中間法人の破産手続開始、民事再生手続開始又はこ

れらに類似する倒産手続の申立をしないことを約束しており、本中間法人の社員は本中間法人の各

社員が連名で発行会社及び社債管理者に対し提出する平成 19 年 9 月 7 日付誓約書において本社債

の元本及び利息の金額が支払われた後 1 年と 1 日が経過するまでの間、破産手続開始申立及び民事

再生手続開始申立その他これに類する一切の手続開始の申立をしないことを誓約しており、また、

本中間法人の理事は平成 17 年 4 月 18 日付破産手続開始等申立権不行使誓約書において破産手続開

始申立及び民事再生手続開始申立その他これに類する一切の手続開始の申立をしないことを誓約し

ています。もっとも、かかる倒産手続申立権放棄条項については、判例等による確立した取扱が存

在していないことから、その効力は必ずしも明らかではありません。しかしながら、かかる倒産手

続申立権を行使しない旨の約束や誓約がなされていることにより、本中間法人に対して、基金返還

請求権者である東京共同会計事務所、本中間法人自身、その社員及び理事から倒産手続開始の申立

がなされる現実的な可能性は高くないと発行会社は考えています。更に、本中間法人の解散による
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悪影響の回避のため、解散事由が生じることのないよう、以下のような対応を取っています。中間

法人法第 81 条に定める解散事由のうち、有限責任中間法人に特有な解散事由として社員が一人と

なった場合があります。かかる解散事由が生じるリスクを回避又は軽減するため、本中間法人の当

初の社員を三人とし、欠員が生じた場合、本中間法人の業務受託者が社員の派遣を行うことを業務

委託契約において定めています。さらに、中間法人法第 82 条において、解散後に新たに社員を加

入させて法人を継続することが認められていることから、社員が一人となったことで本中間法人が

解散しかつ継続されない可能性は低いものと発行会社は考えています。なお、その他の解散事由

(①定款に定めた事由の発生、②社員総会の決議、③合併、④破産手続開始の決定及び⑤解散を命

じる裁判)についても、該当する実際上の可能性は高くないものと発行会社は考えています。 

(b)  本中間法人に破産手続開始又は解散等の原因が生じていない場合でも、本中間法人の理事の業務

執行の態様によっては、発行会社の運営に悪影響が及ぶ可能性があります。しかしながら、本中間

法人は、発行会社及び社債管理者に対して、発行会社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更

生手続開始、特別清算開始又はこれらに類似する倒産手続の申立及び解散決議を行わないこと(但

し、この約束の効力については前述の通り判例等による確立した取扱が存在していないことから、

その効力は必ずしも明らかではありません。)、並びに発行会社の資産の流動化に係る業務の円滑

な遂行が妨げられるおそれ(本社債の元利金の支払又はその格付に悪影響を与えるおそれを含みま

すが、これに限られません。)のある発行会社の定款の変更、発行会社の取締役及び監査役の選解

任、その他発行会社の業務執行又は債務負担を生ぜしめ、又は生ぜしめるおそれのあるいかなる行

為も行わず、また発行会社の取締役をして行わしめないことを約束しており、かつ理事は中立かつ

信用のある者であると発行会社は考えていますので、理事の業務執行の態様による悪影響が生じる

実際上の可能性は高くないものと発行会社は考えています。また、本中間法人の定款において、理

事の欠格事由を定め、類型的に理事として適切な業務執行を期待できない者が理事に選任される可

能性を排除してあります。 

(c)  本中間法人の社員は、理事の選任権及び解任権を含む社員の権利を行使することにより、本中間

法人の運営を管理することができるとともに、本中間法人が株主である発行会社の取締役の解任権

及び選任権を含む株主の権利を、間接的に行使することができるので、本中間法人の社員の権利行

使の態様によっては、発行会社の運営に悪影響が及ぶ可能性があります。しかしながら、当初の社

員は中立かつ信用のある者であると発行会社は考えており、また、本中間法人の定款では、新たな

者が社員として入社するには、総社員の同意を得ることが必要と定めていることから、本中間法人

の社員による権利行使が発行会社の運営に悪影響を及ぼす実際上の可能性は高くないものと発行会

社は考えています。 

 

(20) 本中間法人が他の特定目的会社の特定持分や株式会社の株式等を取得・保有することから生じるリスク 

(a)  本中間法人は、現在、本株式以外に株式会社第 2 回わかばの株式及び株式会社たんぽぽ 2007 の

株式をそれぞれ取得・保有しています。本中間法人は、株式会社第 2 回わかばの株式及び株式会社

たんぽぽ 2007 の株式を取得し、租税支払、維持費用、その他全ての支払債務を履行するためにそ

れぞれ必要な金額の基金の拠出を受けており、かつ、かかる基金は全て適格預金口座において預金

されている旨を、本中間法人及び業務受託者が表明保証をしており、かかる表明保証が正確である



 

-  - 43

限りにおいて、本中間法人が株式会社第 2 回わかばの株式及び株式会社たんぽぽ 2007 の株式をそ

れぞれ取得・保有することを原因として、債務超過や支払不能に陥る可能性は低いと発行会社は考

えています。 

(b)  本中間法人が、将来、他の特定目的会社の特定持分又は株式会社の株式等を取得し、当該特定目

的会社又は株式会社等が特定社債もしくは社債を発行し又は借入を行った場合、本中間法人がかか

る特定持分又は株式等を取得し、租税支払、維持費用その他全ての支払債務を履行するために必要

な金額の基金の拠出を受けておらず、借入金等でその資金調達を行った場合には、かかる特定目的

会社が発行した特定社債又は株式会社が発行した社債や借入債務がデフォルトし、その特定持分又

は株式等の価値が毀損したときには、本中間法人は債務超過に陥る可能性があります。また、拠出

された基金を他の目的のために流用した場合には、本中間法人は支払不能に陥る可能性がありま

す。しかし、本中間法人及び業務受託者は、かかる追加的な特定持分又は株式等の取得をする場合

には、事前に、①その取得代金その他かかる取得に付随関連する一切の費用を支払うために必要十

分な金額の基金の拠出を受け、その基金を適格預金口座で管理し、かつ、②かかる特定持分又は株

式等の追加取得が本社債の格付を低下させることにはならないことを指定格付機関に確認すること

を約束していますので、かかる約束が遵守されている限りにおいて、本中間法人が将来、他の特定

持分又は株式等を取得することを原因として、債務超過や支払不能に陥り、倒産手続が開始するこ

とになる可能性は低いと発行会社は考えています。 

 

(21) 参照組織及び参照債務の精査に関するリスク 

 参照組織及び参照債務の適格性について、公認会計士等その他の第三者による精査が行われたわけで

はありません。もっとも、各バイヤーは、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(c)に記載の通り、当該バイヤーが

当事者となるクレジット・デフォルト・スワップ契約において、当該クレジット・デフォルト・スワッ

プ契約に係る参照組織及び参照債務に関する表明及び保証を行っております。 

 

責任財産限定特約及び強制執行申立等の制限 

(1) 本説明書の他の記載にかかわらず、発行会社による本社債に基づく元利金その他の債務の支払は、責任

財産のみを引当として、その範囲内において、かつ本社債要項及び発行会社関連契約の規定に従って充

当される限度においてのみ行われ、発行会社の有する他の資産には一切及ばないものとし、本社債権者

はこれを異議なく承認するものとします。 

(2) 本社債権者は、本社債要項に基づき発行会社に対して取得する債権の満足を図るため、責任財産以外の

発行会社のいかなる資産についても差押、仮差押もしくはその他の強制執行手続の開始又は保全命令の

申立を行わないものとし、かかる申立を行う権利を本社債要項において放棄するものとします。 

(3) 発行会社による本社債権者に対する責任財産からの債務の履行は、下記｢劣後特約｣及び第二部第 1 

3.(ｲ)(1)(e)ないし(h)その他本社債要項の規定及び発行会社関連契約に定める方法及び順序に従い行わ

れるものとします。本社債権者は、責任財産が全て換価処分され、本社債要項及び発行会社関連契約に

従って分配された場合において、本社債に係る未払債務が残存するときには、当該未払債務に係る請求

権を当然に放棄したものとみなされ、当該請求権は消滅します。 

(4) 本社債権者は、本社債が償還されてから 1 年と 1 日が経過するまでの間は、発行会社の解散もしくは清
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算に関する申立、又は発行会社について、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別

清算開始の申立、もしくはこれらに類似する一切の手続開始の申立を行わないものとします。 

(5) 上記(1)ないし(4)の内容は、本社債の未償還元本額が零となり、又は本社債に基づく発行会社の一切の

債務の支払が行われた(もしくは免除された)後においても引き続き効力を有するものとします。 

 

期限の利益喪失事由 

(1) 発行会社は、発行会社について以下に記載する事由のいずれかが発生した場合には、本社債の全額につ

き何らの手続を要することなく当然に期限の利益を喪失します。 

(a) 発行会社が、本社債要項の規定に従い行うことを要する利息の支払又は元本の償還を怠り、かかる

不履行が 14 日間継続した場合。 

(b) 上記(a)の場合を除くほか、発行会社が、本社債(本社債要項を含みます。)に規定した重要な約束

又は合意の履行又は遵守を怠り、かつ当該不履行又は不遵守が治癒可能な場合に、社債管理者の指

定する期間内になお当該不履行又は不遵守が治癒されない場合。但し、この場合において、社債管

理者が書面により、本社債権者の利益に重大な影響を及ぼさないと認めた場合は除きます。 

(c) 発行会社について、支払の停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清

算開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合(但し、当該申立が第三者の権利濫用に

基づくものである等本社債の元利金の支払に悪影響を及ぼすものでないことが社債管理者において

確認された場合にはこの限りではありません。)。 

(d) 発行会社が、責任財産の全部又は一部について、強制執行もしくは保全処分の申立を受け、又は滞

納処分としての差押を受け、かつ当該強制執行もしくは保全処分の申立又は滞納処分としての差押

が 30 日以内に取消されない場合。 

(e) 発行会社について、解散の決議がなされた場合、又は解散命令が下された場合。 

(2) 本｢期限の利益喪失事由｣により発行会社が本社債について期限の利益を喪失した場合は、本社債は直ち

に償還されるものとし、各本社債につき、その未償還元本額及び未払償還金額(もしあれば)並びにかか

る未償還元本額につき直前の利息支払が行われた日の翌日からかかる元本が全額実際に支払われる日ま

での実日数につき、期限の利益喪失事由発生日の直前の支払期日を初日とする利息計算期間に係る下記

(ﾄ)に定める当該各号社債に係る利率により 1 年を 365 日とする日割計算により算出された経過利息(1

円未満の端数は切り捨てます。)が支払われます。 

(3) 本社債について期限の利益喪失事由が発生した場合又は時間の経過により期限の利益喪失事由となるべ

き事態が発生した場合には、発行会社は、かかる事由又は事態の発生を認識した後直ちにこれを書面に

より社債管理者に通知し、社債管理者は、遅滞なくその旨を下記(ﾚ)(2)の規定に従い公告するものとし

ます。 

(4) 本｢期限の利益喪失事由｣の手続に要する一切の費用は、発行会社の負担とします。 

 

本社債の地位 

 本社債(利息を含みます。)は、本社債要項に従って強制執行可能な発行会社の有効な、法的拘束力のあ

る、直接、取消不能かつ無担保の債務であり、各号社債それぞれの相互の間において優先又は劣後すること

なく、同順位です。A 号社債、B 号社債及び C 号社債相互間の優先・劣後関係については、下記｢劣後特約｣並
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びに第二部第 1 3.(ｲ)(1)の定めるところに従うものとします。 

 発行会社は、本社債の未償還残高が存する限り、発行会社関連契約に基づく担保権の設定、及び発行会社

関連契約において企図されている担保権の設定を除き、本社債以外の現在又は将来の債務を担保するため

に、発行会社の収入、財産又は資産の全部又は一部に抵当権、質権その他の担保を設定せず、またこれを実

現せしめないものとします。 

 

上位債権者に対する不利益変更の禁止等 

(1) 下記｢劣後特約｣、(ﾁ)(2)、(ﾘ)及び第二部第 1 3.(ｲ)(1)(a)ないし(i)の規定は、いかなる意味において

も上位債権者(B 号社債権者に関して、A 号社債権者をいい、C 号社債権者に関して、A 号社債権者及び B

号社債権者をいいます。)に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならず、そのような変更の合意はい

かなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じないものとします。 

(2) 下記｢劣後特約｣、(ﾁ)(2)、(ﾘ)及び第二部第 1 3.(ｲ)(1)(a)ないし(i)に違反して、本社債の元利金の全

部又は一部が本社債権者に対して支払われた場合は、その支払は無効とし、本社債権者はその受領した

元利金を直ちに発行会社に返還するものとします。 

 

劣後特約 

(1) B 号社債 

 A 号未償還元本額の全額もしくはその一部が償還されない場合、又は B 号社債につき発行会社が本社

債要項の規定に従い期限の利益を喪失した場合においては、本社債要項に基づく B 号社債の元利金支払

請求権の効力は、以下の条件が成就したときにのみ発生します。 

(停止条件) 

 本社債要項に基づき支払われるべき A号社債の元利金全額が支払われたこと。 

(2) C 号社債 

 A 号未償還元本額もしくは B 号未償還元本額の全額もしくはその一部が償還されない場合、又は C 号

社債につき発行会社が本社債要項の規定に従い期限の利益を喪失した場合においては、本社債要項に基

づく C号社債の元利金支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときにのみ発生します。 

(停止条件) 

 本社債要項に基づき支払われるべき A号社債及び B号社債の元利金全額が支払われたこと。 

 

本社債に関する格付 

 本社債は、A 号社債につき R&I より最終償還期日までに A 号社債の元本が全額支払われ、期日通りに A 号

社債の利息が支払われる可能性について AAA 格を、Moody’s より最終償還期日までに投資家が被りうる期待

損失に関して Aaa 格の格付を、また、B 号社債につき R&I より最終償還期日までに B 号社債の元本が全額支

払われ、期日通りに B 号社債の利息が支払われる可能性について AAA 格を、Moody’s より最終償還期日まで

に投資家が被りうる期待損失に関して A2 格の格付をそれぞれ取得予定です。なお、A 号社債及び B 号社債の

格付については、ある特定の投資家に対する市場価格や適格性に関するコメントでないのと同様に、如何な

る証券の買い、保持、売りを推奨するものでもありません。 
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(ﾊ) 社債総額 

 A 号社債   金 65 億円 

 B 号社債   金 10 百万円 

 C 号社債   金 440 百万円 

 

(ﾆ) 本社債の金額 

 A 号社債については金 1 億円の一種とし、B 号社債については、金 10 百万円の一種とし、C 号社債につい

ては金 440 百万円の一種とします。 

 

(ﾎ) 払込金額の総額 

 A 号社債   金 65 億円 

 B 号社債   金 10 百万円 

 C 号社債   金 440 百万円 

 

(ﾍ) 払込金額 

 払込金額は各号社債とも金額 100 円につき金 100 円です。 

 

(ﾄ) 利率(年率) 

 A 号社債  3 ヵ月 TIBOR＋0.30％(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日

とします。)の翌日を初日とする利息計算期間に関しては、4 ヵ月 TIBOR＋0.30％とし、延長償

還期日又は最終償還期日を末日とする利息計算期間に関しては、2 ヵ月 TIBOR＋0.30％としま

す。) 

 B 号社債  3 ヵ月 TIBOR＋0.55％(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日

とします。)の翌日を初日とする利息計算期間に関しては、4 ヵ月 TIBOR＋0.55％とし、延長償

還期日又は最終償還期日を末日とする利息計算期間に関しては、2 ヵ月 TIBOR＋0.55％としま

す。)(予定利率) 

 C 号社債  3 ヵ月 TIBOR＋3.00％(但し、平成 22 年 6 月 20 日(この日が営業日でない場合には、翌営業日

とします。)の翌日を初日とする利息計算期間に関しては、4 ヵ月 TIBOR＋3.00％とし、延長償

還期日又は最終償還期日を末日とする利息計算期間に関しては、2 ヵ月 TIBOR＋3.00％としま

す。)(予定利率) 

 

(ﾁ) 利払日及び利息支払の方法 

(1) 発行代理人及び支払代理人 

 振替機関が社債等に関する業務規程、同施行規則及び振替機関の振替業の業務処理の方法(その後の変

更、修正を含み、以下｢業務規程等｣と総称します。)に定める本社債の発行代理人業務及び支払代理人業

務は、住友信託銀行においてこれを取り扱います。本社債の元本及び利息は業務規程等における機構関

与方式により、業務規程等に従い支払われるものとします。 
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(2) 利払日及び利息支払の方法 

(a) A 号社債 

(i) A 号社債の利息は、発行日である平成 19 年 9 月 27 日の翌日から、最終償還期日、延長償還

期日又は A 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日

以外の日において A 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうち

いずれか最も早く到来する日までこれを付し、最終の支払期日以前の各支払期日及び追加支

払期日において下記(ii)及び(iii)に定めるところに従って支払われます。 

(ii) 最終償還期日、延長償還期日又は A 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償

還期日又は最終償還期日以外の日において A 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の

直後の支払期日)のうちいずれか早く到来する日(この日を含みます。)以前の各支払期日に

おいて、発行会社は、各 A 号社債ごとに、(A)(x)当該支払期日の直前の支払期日における A

号社債の元本の償還後の A 号未償還元本額(第 1 回の支払期日については、各 A 号社債の金

額)から(y)当該支払期日の直前の支払期日の翌日(第 1 回の支払期日については、発行日)か

ら当該支払期日までの期間に到来した各追加支払期日に係る A 号追加償還額の総額を控除し

た金額に、(B)上記(ﾄ)に定める A 号社債に係る利率を乗じ、(C)4 で除して算出した金額(1

円未満の端数は切り捨てます。)を支払います。但し、当該支払期日に終了する利息計算期

間が 3 か月間でない場合(但し、下記(e)に基づき A 号社債の利息の支払が繰下げられること

によって 3か月でなくなる場合を除きます。)は、当該支払期日において、発行会社は、各 A

号社債ごとに、(A)(x)当該支払期日の直前の支払期日における A 号社債の元本の償還後の A

号未償還元本額(第 1 回の支払期日については、各 A 号社債の金額)から(y)当該支払期日の

直前の支払期日の翌日(第 1 回の支払期日については、発行日)から当該支払期日までの期間

に到来した各追加支払期日に係る A 号追加償還額の総額を控除した金額に、(B)上記(ﾄ)に定

める A 号社債に係る利率を乗じ、(C)当該利息計算期間の実日数につき 1 年を 365 日とする

日割計算により算出した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)を支払います。 

(iii) 各追加支払期日において、発行会社は、各 A 号社債ごとに、当該追加支払期日に係る A 号追

加利息を支払います。 

(b) B 号社債 

(i) B 号社債の利息は、発行日である平成 19 年 9 月 27 日の翌日から、最終償還期日、延長償還

期日又は B 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日

以外の日において B 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうち

いずれか最も早く到来する日までこれを付し、最終の支払期日以前の各支払期日及び追加支

払期日において下記(ii)ないし(v)に定めるところに従って支払われます。 

(ii) 最終償還期日、延長償還期日又は B 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償

還期日又は最終償還期日以外の日において B 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の

直後の支払期日)のうちいずれか早く到来する日(この日を含みます。)以前の各支払期日に

おいて、発行会社は、各 B 号社債ごとに、(A)(x)当該支払期日の直前の支払期日における B

号社債の元本の償還後の B 号未償還元本額(第 1 回の支払期日については、各 B 号社債の金

額)から(y)当該支払期日の直前の支払期日の翌日(第 1 回の支払期日については、発行日)か
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ら当該支払期日までの期間に到来した各追加支払期日に係る B 号追加償還額の総額を控除し

た金額に、(B)上記(ﾄ)に定める B 号社債に係る利率を乗じ、(C)4 で除して算出した金額(1

円未満の端数は切り捨てます。)を支払います。但し、当該支払期日に終了する利息計算期

間が 3 か月間でない場合(但し、下記(e)に基づき B 号社債の利息の支払が繰下げられること

によって 3か月でなくなる場合を除きます。)は、当該支払期日において、発行会社は、各 B

号社債ごとに、(A)(x)当該支払期日の直前の支払期日における B 号社債の元本の償還後の B

号未償還元本額(第 1 回の支払期日については、各 B 号社債の金額)から(y)当該支払期日の

直前の支払期日の翌日(第 1 回の支払期日については、発行日)から当該支払期日までの期間

に到来した各追加支払期日に係る B 号追加償還額の総額を控除した金額に、(B)上記(ﾄ)に定

める B 号社債に係る利率を乗じ、(C)当該利息計算期間の実日数につき 1 年を 365 日とする

日割計算により算出した金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)を支払います。 

(iii) 上記(ii)の規定にかかわらず、各支払期日において、当該支払期日における B 号利払原資

が、当該支払期日において支払われるべき各 B 号社債に係る利息及び未払利息の合計額に不

足する場合、発行会社は B 号利払原資相当額を各 B 号社債の利息として当該支払期日に支払

うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は次回の支払期日に繰り延べられ、発行

会社は、次回の支払期日において当該不足額を各 B 号社債に係る未払利息として支払うもの

とします。なお、上記(ii)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付

さないものとします。但し、最終償還期日、延長償還期日又は B 号社債に係る期限の利益が

喪失した日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(iii)の規定に基づく繰延

べは行われないものとします。 

(iv) 各追加支払期日において、発行会社は、各 B 号社債ごとに、当該追加支払期日に係る B 号追

加利息を支払います。 

(v) 上記(iv)の規定にかかわらず、各追加支払期日において、当該追加支払期日における B 号追

加利払原資が、当該追加支払期日において支払われるべき各 B 号社債に係る B 号追加利息に

不足する場合、発行会社は B 号追加利払原資相当額を各 B 号社債の利息として当該追加支払

期日に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰り延べ

られ、発行会社は、直後の支払期日において当該不足額を各 B 号社債に係る未払利息として

支払うものとします。なお、本(v)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、

利息を付さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は B 号社債に係る期限

の利益が喪失した日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(v)の規定に基づ

く繰延べは行われないものとします。 

(c) C 号社債 

(i) C 号社債の利息は、発行日である平成 19 年 9 月 27 日の翌日から、最終償還期日、延長償還

期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日

以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうち

いずれか最も早く到来する日までこれを付し、最終の支払期日以前の各支払期日(但し、第 1

回の支払期日を除きます。)及び追加支払期日において下記(ii)ないし(v)に定めるところに

従って支払われます。なお、C 号社債に関しても、第 1 回の利息計算期間は発行日の翌日か
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ら第 1 回の支払期日(平成 19 年 12 月 20 日)までの期間とし、以降、各支払期日の翌日から

その直後の支払期日までの各期間を利息計算期間とします。 

(ii) 最終償還期日、延長償還期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償

還期日又は最終償還期日以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の

直後の支払期日)のうちいずれか早く到来する日(この日を含みます。)以前の各支払期日に

おいて、発行会社は、C 号社債について、(A)(x)当該支払期日の直前の支払期日における C

号未償還元本額(第 1 回の支払期日については、C号社債の金額)から(y)当該支払期日の直前

の支払期日の翌日(第 1 回の支払期日については、発行日)から当該支払期日までの期間に到

来した各追加支払期日に係る C 号追加償還額の総額を控除した金額に、(B)上記(ﾄ)に定める

C号社債に係る利率を乗じ、(C)4 で除することにより金額を算出し(1 円未満の端数は切り捨

てます。)、発行会社は、当該支払期日の直後の支払期日(但し、当該支払期日が、最終償還

期日、延長償還期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又

は最終償還期日以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支

払期日)である場合については、当該支払期日)において、(あ)当該金額から、(い)当該支払

期日の翌日から当該支払期日の直後の支払期日までの期間に到来した各追加支払期日に係る

C号追加利息調整額の総額(但し、当該支払期日が、最終償還期日、延長償還期日又は C号未

償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日以外の日におい

て C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)である場合には零とし

ます。)を控除した額を支払います。但し、当該支払期日に終了する利息計算期間が 3 か月

間でない場合(但し、下記(e)に基づき C 号社債の利息の支払が繰下げられることによって 3

か月でなくなる場合を除きます。)は、当該支払期日において、発行会社は、C号社債につい

て、(A)(x)当該支払期日の直前の支払期日における C 号未償還元本額(第 1 回の支払期日に

ついては、C号社債の金額)から(y)当該支払期日の直前の支払期日の翌日(第 1 回の支払期日

については、発行日)から当該支払期日までの期間に到来した各追加支払期日に係る C 号追

加償還額の総額を控除した金額に、(B)上記(ﾄ)に定める C 号社債に係る利率を乗じ、(C)当

該利息計算期間の実日数につき 1年を 365 日とする日割計算により金額を算出し(1 円未満の

端数は切り捨てます。)、発行会社は、当該支払期日の直後の支払期日(但し、当該支払期日

が、最終償還期日、延長償還期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延

長償還期日又は最終償還期日以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる

日の直後の支払期日)である場合については、当該支払期日)において、(あ)当該金額から、

(い)当該支払期日の翌日から当該支払期日の直後の支払期日までの期間に到来した各追加支

払期日に係る C 号追加利息調整額の総額(但し、当該支払期日が、最終償還期日、延長償還

期日又は C 号未償還元本額が零となる日(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日

以外の日において C 号未償還元本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)である

場合には零とします。)を控除した額を支払います。 

(iii) 上記(ii)の規定にかかわらず、各支払期日において、当該支払期日における C 号利払原資

が、当該支払期日において支払われるべき C 号社債に係る利息及び未払利息の合計額に不足

する場合、発行会社は C 号利払原資相当額を C 号社債の利息として当該支払期日に支払うも
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のとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は次回の支払期日に繰り延べられ、発行会社

は、次回の支払期日において当該不足額を C 号社債に係る未払利息として支払うものとしま

す。なお、上記(ii)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付さない

ものとします。但し、最終償還期日、延長償還期日又は C 号社債に係る期限の利益が喪失し

た日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(iii)の規定に基づく繰延べは行

われないものとします。 

(iv) 各追加支払期日において、発行会社は、C 号社債について、当該追加支払期日に係る C 号追

加利息を支払います。 

(v) 上記(iv)の規定にかかわらず、各追加支払期日において、当該追加支払期日における C 号追

加利払原資が、当該追加支払期日において支払われるべき C 号社債に係る C 号追加利息に不

足する場合、発行会社は C 号追加利払原資相当額を C 号社債の利息として当該追加支払期日

に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰り延べら

れ、発行会社は、直後の支払期日において当該不足額を C 号社債に係る未払利息として支払

うものとします。なお、本(v)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息

を付さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は C 号社債に係る期限の利

益が喪失した日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(v)の規定に基づく繰

延べは行われないものとします。 

(d) 発行会社は、社債管理者に本社債の利率確認事務を委託し、各支払期日及び追加支払期日の直前の

支払期日の 2 営業日前の日(初回の支払期日については払込期日の 2 営業日前の日)に当該支払期日

又は追加支払期日の属する利息計算期間に係る本社債の利息に適用される金利を確認します。 

(e) 支払期日又は追加支払期日が営業日でない場合には、発行会社は、本社債の利息の支払を当該支払

期日又は追加支払期日の翌営業日に繰り下げて行うものとします。この場合、かかる本社債の利息

の支払の繰下げにかかわらず利息の調整は行わないものとします。 

(f) 発行会社は、上記(a)ないし(e)の規定に従った本社債の利息の支払が行われる場合には、各支払期

日又は追加支払期日の 10 営業日前の日までに、本社債の利息の金額、利息の支払がなされる日及

びその他社債管理者が合理的に必要と認める事項を社債管理者に対し通知するものとします。 

(g) 本社債の利息は、最終償還期日、延長償還期日又は当該各号社債に係る未償還元本額が零となる日

(但し、支払期日、延長償還期日又は最終償還期日以外の日において当該各号社債に係る未償還元

本額が零となった場合はかかる日の直後の支払期日)のうちいずれか最も早く到来する日の翌日以

降はこれを付しません。 

(h) なお、上記(ﾛ)｢元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因｣(1)に記載の通り、本社債

に係る利息は、参照債務にクレジットイベントが発生することにより減少し得る関係にあります

が、参照債務の内容については、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(c)をご参照下さい。 

 

(ﾘ) 償還期限及び償還の方法 

(1) A 号社債 

(a) 発行会社は、各支払期日において、各 A 号社債の元本の一部又は全部を償還します。この場合にお

ける償還金額は、当該支払期日に係る A 号部分償還額とします。但し、予定償還期日における償還
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金額は、当該償還の時点における A号未償還元本額とします。 

(b) 上記(a)の規定にかかわらず、各支払期日において、当該支払期日における A 号償還原資が、当該

支払期日において支払われるべき各 A 号社債に係る償還金額及び未払償還金額の合計額に不足する

場合、発行会社は A 号償還原資相当額を各 A 号社債の償還金額として当該支払期日に支払うものと

し、かつ、当該不足額についての弁済期日は次回の支払期日に繰り延べられ、発行会社は、次回の

支払期日において当該不足額を各 A 号社債に係る未払償還金額として支払うものとします。なお、

本(b)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付さないものとします。但

し、最終償還期日、延長償還期日又は A 号社債に係る期限の利益が喪失した日のうちいずれか早く

到来する日より後においては、本(b)の規定に基づく繰延べは行われないものとします。 

 

(2) B 号社債 

(a) 発行会社は、各支払期日において、各 B 号社債の元本の一部又は全部を償還します。この場合にお

ける償還金額は、当該支払期日に係る B 号部分償還額とします。但し、予定償還期日における償還

金額は、当該償還の時点における B号未償還元本額とします。 

(b) 上記(a)の規定にかかわらず、各支払期日において、当該支払期日における B 号償還原資が、当該

支払期日において支払われるべき各 B 号社債に係る償還金額及び未払償還金額の合計額に不足する

場合、発行会社は B 号償還原資相当額を各 B 号社債の償還金額として当該支払期日に支払うものと

し、かつ、当該不足額についての弁済期日は次回の支払期日に繰り延べられ、発行会社は、次回の

支払期日において当該不足額を各 B 号社債に係る未払償還金額として支払うものとします。なお、

本(b)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付さないものとします。但

し、最終償還期日、延長償還期日又は B 号社債に係る期限の利益が喪失した日のうちいずれか早く

到来する日より後においては、本(b)の規定に基づく繰延べは行われないものとします。 

 

(3) C 号社債 

(a) 発行会社は、各支払期日において、C 号社債の元本の一部又は全部を償還します。この場合におけ

る償還金額は、当該支払期日に係る C 号部分償還額とします。但し、予定償還期日における償還金

額は、当該償還の時点における C号未償還元本額とします。 

(b) 上記(a)の規定にかかわらず、各支払期日において、当該支払期日における C 号償還原資が、当該

支払期日において支払われるべき C 号社債に係る償還金額及び未払償還金額の合計額に不足する場

合、発行会社は C 号償還原資相当額を C 号社債の償還金額として当該支払期日に支払うものとし、

かつ、当該不足額についての弁済期日は次回の支払期日に繰り延べられ、発行会社は、次回の支払

期日において当該不足額を C 号社債に係る未払償還金額として支払うものとします。なお、本(b)

の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付さないものとします。但し、最終

償還期日、延長償還期日又は C 号社債に係る期限の利益が喪失した日のうちいずれか早く到来する

日より後においては、本(b)の規定に基づく繰延べは行われないものとします。 

 

(4) 各クレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約第

下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(e)(ii)a.に定める解除事由が発生したことによって当該クレジット・デフォ
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ルト・スワップ契約が解除され、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了した場合、当該

クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了する日の 10 営業日後の日(以下｢追加支払期日｣といい

ます。)において、各号社債について、それぞれ以下に定める金額の償還を行うものとします。 

(a) A 号社債 

 当該追加支払期日に係る A 号追加償還額。但し、当該追加支払期日において、当該追加支払期

日における A 号追加償還原資が、当該追加支払期日において支払われるべき各 A 号社債に係る追

加償還額に不足する場合、発行会社は A 号追加償還原資相当額を各 A 号社債の償還金額として当

該追加支払期日に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰

り延べられ、発行会社は、当該支払期日において当該不足額を各 A 号社債に係る未払償還金額と

して支払うものとします。なお、本(a)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利

息を付さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は A 号社債に係る期限の利益

が喪失した日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(a)の規定に基づく繰延べは行

われないものとします。 

(b) B 号社債 

 当該追加支払期日に係る B 号追加償還額。但し、当該追加支払期日において、当該追加支払期

日における B 号追加償還原資が、当該追加支払期日において支払われるべき各 B 号社債に係る追

加償還額に不足する場合、発行会社は B 号追加償還原資相当額を各 B 号社債の償還金額として当

該追加支払期日に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰

り延べられ、発行会社は、当該支払期日において当該不足額を各 B 号社債に係る未払償還金額と

して支払うものとします。なお、本(b)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利

息を付さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は B 号社債に係る期限の利益

が喪失した日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(b)の規定に基づく繰延べは行

われないものとします。 

(c) C 号社債 

 当該追加支払期日に係る C 号追加償還額。但し、当該追加支払期日において、当該追加支払期

日における C 号追加償還原資が、当該追加支払期日において支払われるべき C 号社債に係る追加

償還額に不足する場合、発行会社は C 号追加償還原資相当額を C 号社債の償還金額として当該追

加支払期日に支払うものとし、かつ、当該不足額についての弁済期日は直後の支払期日に繰り延

べられ、発行会社は、当該支払期日において当該不足額を C 号社債に係る未払償還金額として支

払うものとします。なお、本(c)の規定に基づき支払が繰り延べられた金額については、利息を付

さないものとします。また、最終償還期日、延長償還期日又は C 号社債に係る期限の利益が喪失

した日のうちいずれか早く到来する日より後においては、本(c)の規定に基づく繰延べは行われな

いものとします。 

 

(5) 予定償還期日(この日を含みます。)までにいずれかのクレジット・デフォルト・スワップ契約が終了し

ない場合、上記(1)ないし(4)の規定にかかわらず、予定償還期日における各号社債の償還のうち、それ

ぞれ以下に定める金額の償還を留保するものとします。 
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(a) A 号社債 

 当該日における償還後の A 号未償還元本総額が A 号延長プレミアム計算想定元本相当額となるよ

うな金額。 

(b) B 号社債 

 当該日における償還後の B 号未償還元本総額が B 号延長プレミアム計算想定元本相当額となるよ

うな金額。 

(c) C 号社債 

 当該日における償還後の C 号未償還元本総額が C 号延長プレミアム計算想定元本相当額となるよ

うな金額。 

 

(6) 上記(5)に従って予定償還期日において各号社債の償還が留保された場合、クレジット・デフォルト・ス

ワップ契約が終了する日(以下｢延長償還期日｣といいます。)において、各号社債についてそれぞれ以下

に定める金額の償還を行うものとします。 

(a) A 号社債 

 A 号未償還元本額及び未払償還金額が零となっていない場合には、発行会社は、A 号社債につい

て、その A号未償還元本額相当額及び未払償還金額(もしあれば)を償還します。 

(b) B 号社債 

 B 号未償還元本額及び未払償還金額が零となっていない場合には、発行会社は、B 号社債につい

て、その B号未償還元本額相当額及び未払償還金額(もしあれば)を償還します。 

(c) C 号社債 

 C 号未償還元本額及び未払償還金額が零となっていない場合には、発行会社は、C 号社債につい

て、その C号未償還元本額相当額及び未払償還金額(もしあれば)を償還します。 

 

(7) 最終償還期日において、各号社債に係る未償還元本額及び未払償還金額が零となっていない場合には、

発行会社は、当該各号社債について、当該各号社債に係る未償還元本額相当額及び未払償還金額(もしあ

れば)を償還します。 

 

(8) 支払期日、追加支払期日、延長償還期日又は最終償還期日が営業日でない場合には、発行会社は、本社

債の元本の償還を当該日の翌営業日に繰り下げて行うものとします。 

 

(9) 発行会社は、上記(1)ないし(8)の規定に従った本社債の償還が行われる場合には、各支払期日又は追加

支払期日の 10 営業日前の日までに、本社債の償還金額、償還がなされる日及びその他社債権利者が合理

的に必要と認める事項を社債管理者に対し通知するものとします。 

 

(10) 上記(1)ないし(8)の規定に従った元本の償還が行われることなしに各号社債に係る未償還元本額を減少

させる事由が生じた場合には、当該時点において、当該減少した金額について当該各号社債の元本が償

還されたものとみなし、当該時点以降、当該各号社債の社債権者は、当該金額について元本の償還を請

求する権利を有しないものとします(但し、上記(ﾁ)(2)(a)(ii)、(b)(ii)及び(c)(ii)に基づく利息につ
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いては、当該支払期日の直前の支払期日における当該各号社債の元本の償還後の当該各号社債に係る未

償還元本額(第 1 回の支払期日については、当該各号社債の総額)を用いて上記(ﾁ)(2)(a)(ii)、(b)(ii)

及び(c)(ii)に記載される計算を行うものとし、当該利息の算出がなされる支払期日の直前の支払期日

(第 1 回の支払期日については、発行日)から当該支払期日までの期間中に当該各号社債に係る未償還元

本額を減少させる事由が生じた場合であっても、利息額の減額は行わないものとします。)。発行会社

は、かかる事由が発生した場合には、遅滞なく、その旨及び減少後の当該各号社債に係る未償還元本額

を社債管理者に対し通知するものとします。 

 

(11) 各号社債に係る未償還元本額及び未払償還金額が零となった場合においては、当該各号社債は全額償還

されたものとみなし、当該各号社債の社債権者は、発行会社に対し当該各号社債の元本の償還を請求す

る権利を有さず、また、その後の期間に関する利息その他の金額を請求する権利を有するものではあり

ません。 

 

(12) なお、上記(ﾛ)｢元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因｣(1)に記載の通り、本社債に係

る元本は、参照債務にクレジットイベントが発生することにより減少し得る関係にありますが、参照債

務の内容については、下記第二部第 1 2.(ﾛ)(3)(c)をご参照下さい。 

 

(ﾇ) 本社債の私募の取扱い等の概要 

 平成 19 年 9 月 19 日付で締結される本社債に関する私募の取扱契約に規定される条項に従い、私募の取扱

者が本社債の全額につきその私募の取扱いを行います。 

 A 号社債及び B 号社債の取得の申込の勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号及び証券取引法第二条に規

定する定義に関する内閣府令第 4条に定義される適格機関投資家に限定して行われます。 

 C 号社債の取得の申込の勧誘は、50 名未満の者に限定して行われます。 

 

(ﾙ) 申込証拠金 

 該当事項はありません。 

 

(ｦ) 申込期間及び申込取扱場所 

(1) 申込期間 

 平成 19 年 9 月 19 日 

 

(2) 申込取扱場所 

 A 証券株式会社 

 

(ﾜ) 払込期日及び払込取扱場所 

(1) 払込期日 

 平成 19 年 9 月 27 日 
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(2) 払込取扱場所 

 住友信託銀行株式会社 東京営業部 

 

(ｶ) 引受け等の概要 

 該当事項はありません。 

 

(ﾖ) 社債管理者 

(1) 本社債の社債管理者は住友信託銀行とします。社債管理者は、本社債権者のために、本社債の元金及び

利息の支払を受け、又は本社債に基づく本社債権者の債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上

又は裁判外の行為をなす権限を有します。社債管理者がかかる裁判上又は裁判外の行為をなすために要

する費用については、全て発行会社の負担とします。 

 

(2) 社債管理者は、社債管理委託契約に従い、本社債要項に定める社債管理者の職務を行います。 

 

(3) 社債管理者は、本社債権者のために公平かつ誠実に本社債要項及び社債管理委託契約に定める社債管理

者の権限を行使します。 

 

(4) 社債管理者は、本社債権者に対し善良なる管理者の注意をもって本社債要項及び社債管理委託契約に定

める社債管理者の権限を行使します。 

 

(5) 社債管理者が本社債要項及び社債管理委託契約に定める社債管理者の職務を果たし得ず、会社法その他

の適用ある法令の規定に従って辞任する場合(但し、会社法第 711 条第 3 項の規定に基づき辞任する場合

を除きます。)、社債管理者は、予め発行会社及び社債権者集会の同意を得て、新たな社債管理者を選任

し、発行会社に代わって、その旨を公告するものとします。また、発行会社又は社債権者集会が会社法

その他の適用ある法令の規定に従って社債管理者の解任を決定し、その旨を裁判所に請求し、裁判所が

これを解任した場合には、発行会社は会社法その他の適用ある法令に従って新たに社債管理者を選任

し、その旨を公告するものとします。但し、後任の社債管理者が選任されるまで、法令上認められる範

囲で引き続き従前の社債管理者が社債管理委託契約上の社債管理者の事務を継続して行うものとしま

す。新たに選任された社債管理者についても、以上と同様とします。 

 

(ﾀ) 振替機関に関する事項 

 本社債の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 

 なお、業務規程等に定める発行代理人としての業務及び支払代理人としての業務については、住友信託銀

行が行います。 

 

(ﾚ) そ の 他 

(1) 社債権者集会 

(a) 本社債に係る社債権者集会は、各号社債ごとに東京都において開催されるものとします。 
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(b) 社債権者集会のための合理的な範囲の費用は、法律上必要な範囲で、発行会社が負担するものとし

ます。 

(c) 社債権者集会は、発行会社又は社債管理者がこれを招集するものとし、法令に別段の定めがない限

り、社債権者集会の日より少なくとも 3 週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719

条各号所定の事項を下記(2)の規定に従い公告します。 

(d) 各号社債の総額(償還済みの額を除き、発行会社が保有する社債の全額を算入しないものとしま

す。)の 10 分の 1 以上にあたる本社債権者は、社債等振替法第 86 条第 3 項に基づく当該各号社債

についての同法第 68 条第 3 項各号に掲げる事項を証明した書面を社債管理者に提示した上で、社

債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を発行会社又は社債管理者に提出し、

当該各号社債につき社債権者集会の招集を請求することができます。但し、立法又は法令の改正も

しくは廃止により、適用ある法令に基づく社債権者による社債権者集会招集の請求手続が変更され

た場合には、かかる変更後の手続によるものとします。 

 

(2) 公告の方法 

 本社債に関して本社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、東京都で

発行される 1 種以上の日刊新聞紙にこれを掲載する方法によりこれを行うものとします。但し、本社債

要項の条項に基づき要求される公告は、社債管理者が本社債権者の利益保護のために必要でないとみな

す場合はこれを行う必要がないものとします。また、発行会社又は社債管理者が、公告を行うことに代

えて全ての本社債権者に対し直接に通知を行う場合には、本社債要項に基づく公告を行う必要がないも

のとします。本社債権者に対するかかる直接の通知は、発行会社及び社債管理者が合理的かつ適当と考

える方法により行うものとし、合理的な宛先への発送をもってかかる通知が行われたものとみなすこと

ができるものとします。なお、本社債に関する公告に要する一切の費用は、発行会社の負担とします。 

 

2. 手取金の使途 

 発行会社は、本社債の発行手取金を、各本件預金契約に基づき各預金口座設置金融機関にそれぞれ本件預

金として預け入れるものとします。 
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第二部  管理資産等情報 

 

第 1 管理資産等の状況 

 

1. 概  況 

(ｲ) 管理資産等に係る法制度の概要 

 発行会社の義務・責任等に関しては、破産法、民事再生法及び会社更生法等の適用ある倒産処理法の適用

を受けます。また、社債を発行するにあたっては会社法及び証券取引法の適用を受けます。 

 管理資産等である本件預金を基礎づける本件預金契約の準拠法は日本法であり、民法及び商法の他、銀行

法、信用金庫法、預金保険法等の適用を受けます。本件預金契約に起因し又はこれに関連する全ての紛争

は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることが合意されています。 

 管理資産等であるプレミアム請求権を基礎づけるクレジット・デフォルト・スワップ契約の準拠法は日本

法であり、同契約に起因し又はこれに関連する全ての紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所

とすることが合意されています。 

 

(ﾛ) 管理資産等の基本的性格 

 管理資産等である各本件預金は、各預金口座設置金融機関に対する普通預金に係る元利金の支払請求権と

して構成されます。 

 管理資産等であるプレミアム請求権は、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づくプレミアムの

支払請求権として構成されます。詳しくは下記 2.(ﾛ)をご参照下さい。 

 

(ﾊ) 管理資産等の沿革 

 管理資産等である各本件預金は、各本件預金契約に基づき、各預金口座設置金融機関にそれぞれ預け入れ

られます。 

 管理資産等であるプレミアム請求権は、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーに

対する債権としてそれぞれ発生します。 

 

(ﾆ) 管理資産等の関係法人 

 管理資産等である各本件預金の預入先は、各預金口座設置金融機関です。預金口座設置金融機関である各

参加金融機関の詳細に関しては、下記第三部第 2 (二)1.をご参照下さい。 

 管理資産等たるプレミアム請求権を基礎づける各クレジット・デフォルト・スワップ契約におけるバイ

ヤーは各参加金融機関です。バイヤーである各参加金融機関の詳細に関しては、下記第三部第 2 (二)1.をご

参照下さい。 

 発行会社名義の口座の管理については、口座管理事務等委託契約に基づき口座管理者たる住友信託銀行が

行います。口座管理者の詳細に関しては、下記第三部第 2 (二)2.をご参照下さい。 
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2. 管理資産等を構成する資産の概要 

(ｲ) 本件預金 

(1) 本件預金に係る法制度の概要 

 管理資産等である本件預金を基礎づける本件預金契約の締結及び私法上の効力に関しては、民法及び

商法の他、銀行法、信用金庫法、預金保険法の適用を受けます。 

 本件預金に関する預金口座設置金融機関に対する法的整理・強制執行等に関しては、破産法、民事再

生法、会社更生法(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成 8 年法律第 95 号、その後の改正を

含みます。)に基づき預金口座設置金融機関に適用ある特例を含みます。)、会社法及び民事執行法の適

用を受けます。破産法は、債務者がその債務を完済することができない場合に、債務者の総財産を全て

の債権者に公平に弁済する裁判上の手続を規定する法律です。民事再生法は、経済的窮境にある債務者

の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする民事再生手続を規定する法律です。会社更生法は、

株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする裁判上の会社更生手続を規定する法律です。特別清

算の場合、会社法中の当該手続を定める条項が適用されます。民事執行法は、強制執行・担保権の実行

等民事執行に関する手続を定める法律です。 

 

(2) 本件預金の原保有者の事業の概要 

 該当事項はありません。 

 

(3) 本件預金の内容 

(a) 元  本 

各参加金融機関を預金口座設置金融機関とする本件預金契約に基づく本件預金の元本額は、それ

ぞれ以下に記載する金額です。 

 

預金口座設置金融機関 元本額(円) 預金口座設置金融機関 元本額(円) 

株式会社岩手銀行 820,000,000 千葉信用金庫 1,332,000,000

株式会社大分銀行 310,000,000 尾西信用金庫 926,000,000

株式会社北日本銀行 548,000,000 滋賀中央信用金庫 366,000,000

株式会社豊和銀行 96,000,000 大阪信用金庫 502,000,000

株式会社宮崎太陽銀行 389,000,000 淡路信用金庫 937,000,000

福島信用金庫 452,000,000 大分みらい信用金庫 272,000,000

 

(b) 預 入 日 

 平成 19 年 9 月 27 日 

(c) 期  間 

 期間の定めはありません。 

(d) 利  率 

 本件預金に利息は付されません。 

(e) 元本の支払方法 

発行会社は、本件預金の全部又は一部の払戻しをいつでも請求することができるものと定められ

ております。発行会社より請求があった場合には、預金口座設置金融機関は元本償還口座又は発行



 

-  - 59

会社が別途指定する預金口座に送金する方法によって本件預金の発行会社に対する払戻しを行うも

のとされています。但し、下記(5)に記載の通り、各本件預金質権設定契約に基づき各本件預金に

関する発行会社の預金口座設置金融機関に対する一切の債権には、質権が設定されていることか

ら、その限度で本件預金の元本の支払は制限されることになります。 

(f) 本件預金契約の終了等 

(i) 預金口座設置金融機関が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始その他

これらに類似する倒産手続開始の申立をし、又はバイヤーの株主総会が解散(合併の場合を除

きます。)の決議を行ったとき、又は預金口座設置金融機関が破産手続、民事再生手続もしく

は会社更生手続その他これらに類似する倒産手続の開始決定、又は特別清算開始の命令を受け

たとき、発行会社は、預金口座設置金融機関に通知をすることにより本件預金契約を終了する

ことができます。本(i)に基づき本件預金契約が終了した場合、預金口座設置金融機関は、本

件預金契約の終了による損失の補償を求めることはできないものとします。 

(ii) 本件預金の全額が払い戻され残高がなくなった場合、本件預金契約は終了するものとします。 

 

(4) 本件預金の回収方法 

 本件預金の元本については、下記 3.(ｲ)(1)(e)の記載に従って預金口座設置金融機関から払戻を受け

ることによって回収されます。預金口座設置金融機関は、発行会社の指定又は請求に従い本件預金口座

及び元本償還口座の入出金を行います。かかる入出金については、口座管理事務等委託契約に基づき、

口座管理者が事務を取り扱います。 

 

(5) 本件預金に対する質権の設定 

 各本件預金契約に基づき設定される普通預金に関する発行会社の預金口座設置金融機関に対する一切

の債権に対しては、当該預金口座設置金融機関を質権者とする本件質権設定契約に基づき、当該預金口

座設置金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づく発行会社の当該バイ

ヤーに対する損害補填金額の支払債務を被担保債務として質権が設定されます。 

 各本件質権設定契約に基づく質権については、各預金口座設置金融機関が各本件定期預金の預入後速

やかに、確定日付ある証書により、当該質権の設定について承諾を行うことによって対抗要件が具備さ

れることになります。 

 当該質権の設定にかかわらず、各本件預金に係る元本は、①当該時点において当該本件預金に係る預

金口座設置金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき発生している損

害補填金額のうち未弁済の金額の合計額に相当する金額、及び②当該時点における当該クレジット・デ

フォルト・スワップ契約に係るプレミアム計算想定元本から免責金額又は累積ポートフォリオデフォル

ト金額のいずれか大きい額を控除した額に相当する金額の合計額、を控除した限度で、発行会社が受領

する権限を有するものとし、かつ当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき損害補填金額の

弁済期が到来した場合に、発行会社が当該バイヤーに対して負担する当該損害補填金額の支払債務と、

当該バイヤーである預金口座設置金融機関が発行会社に対して負担する本件預金に係る払戻債務を対当

額において相殺する限度で発行会社が相殺を行う権限を有するものとされています。 
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(ﾛ) クレジット・デフォルト・スワップ契約 

(1) クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る法制度の概要 

 管理資産等であるプレミアム請求権を基礎づける各クレジット・デフォルト・スワップ契約の締結及

び私法上の効力に関しては、民法及び商法の適用を受けます。 

 各バイヤーに対する法的整理・強制執行等に関しては、破産法、民事再生法及び民事執行法の適用を

受けるおそれがあります。 

 

(2) プレミアム請求権の原保有者の事業の概要 

 該当事項はありません。 

 

(3) クレジット・デフォルト・スワップ契約の内容 

(a) プレミアム 

(i) 各プレミアム支払日における支払 

a. 計算代理人は、各プレミアム計算日に、当該プレミアム計算日の属するプレミアム計算期

間の直後のプレミアム計算期間(初回のプレミアム計算日については、初回のプレミアム

計算期間)に係るプレミアムを計算し、かかるプレミアムを大要クレジット・デフォル

ト・スワップ契約添付の様式によって発行会社及びバイヤーに通知するものとします。各

プレミアム計算期間に係るプレミアムは当該プレミアム計算期間に係る優先プレミアム、

メザニンプレミアム、シニア劣後プレミアム及び固定プレミアムの合計額とし、優先プレ

ミアム、メザニンプレミアム及びシニア劣後プレミアムはそれぞれ次の算式によって算出

されるものとし、当該算式により算出された値に 1 未満の端数が生じる場合は、これを切

り上げるものとします。 

優先プレミアム ＝ a × b × c 

但し 

a ＝ 次の算式によって算出される金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零としま

す。) 

x － y 

但し 

x ＝ 当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本(下記 b.に基づきプレミア

ム計算想定元本として計算される額をいいます。以下同じ。) 

y ＝ ①当該プレミアム計算日に係るメザニンプレミアム計算想定元本(下記 b.に基づ

きメザニンプレミアム計算想定元本として計算される額をいいます。以下同

じ。)又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日におけ

る累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の金額 

b ＝ 当該プレミアム計算日に係る優先プレミアム利率 

c ＝ 1/4(但し、当該プレミアム計算期間が 3 ヵ月とならない場合(当該プレミアム計算期

間の直前のプレミアム計算期間の末日が営業日に当たらないことだけを理由として

3 ヵ月とならない場合を除きます。)においては、当該プレミアム計算期間中の実日数
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を 365 で除した数とします。) 

メザニンプレミアム ＝ a × b × c 

但し 

a ＝ 次の算式によって算出される金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零としま

す。) 

x － y 

但し 

x ＝ 当該プレミアム計算日に係るメザニンプレミアム計算想定元本 

y ＝ ①シニア劣後上限金額又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元

本確定日における累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の金額 

b ＝ 当該プレミアム計算日に係るメザニンプレミアム利率 

c ＝ 1/4(但し、当該プレミアム計算期間が 3 ヵ月とならない場合(当該プレミアム計算期

間の直前のプレミアム計算期間の末日が営業日に当たらないことだけを理由として

3 ヵ月とならない場合を除きます。)においては、当該プレミアム計算期間中の実日数

を 365 で除した数とします。) 

シニア劣後プレミアム ＝ a × b × c 

但し 

a ＝ 次の算式によって算出される金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零としま

す。) 

x － y 

但し 

x ＝ 当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本又はシニア劣後上限金額の

うち小さい方の金額 

y ＝ ①免責金額又は②当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日に

おける累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の金額 

b ＝ 当該プレミアム計算日に係るシニア劣後プレミアム利率 

c ＝ 1/4(但し、当該プレミアム計算期間が 3 ヵ月とならない場合(当該プレミアム計算期

間の直前のプレミアム計算期間の末日が営業日に当たらないことだけを理由として

3 ヵ月とならない場合を除きます。)においては、当該プレミアム計算期間中の実日数

を 365 で除した数とします。) 

また、固定プレミアムとは、各参加金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・

スワップ契約ごとに、それぞれ以下に記載する金額をいいます。 

 

バイヤー 固定プレミアム(円) バイヤー 固定プレミアム(円) 

株式会社岩手銀行 181,000 千葉信用金庫 181,000

株式会社大分銀行 181,000 尾西信用金庫 181,000

株式会社北日本銀行 181,000 滋賀中央信用金庫 181,000

株式会社豊和銀行 181,000 大阪信用金庫 181,000

株式会社宮崎太陽銀行 181,000 淡路信用金庫 181,000

福島信用金庫 181,000 大分みらい信用金庫 181,000
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b. 各プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本及びメザニンプレミアム計算想定元本

はそれぞれ次の算式によって算出されるものとし、当該算式により算出された値に 1 未満

の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。但し、初回のプレミアム計算日

に関しては、プレミアム計算想定元本はシニア上限金額とし、メザニンプレミアム計算想

定元本はメザニン上限金額とします。 

プレミアム計算想定元本 ＝ a － b 

但し 

a ＝ 直前のプレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本減少額(下記 c.に基づきプレミ

アム計算想定元本減少額として計算される額をいいます。以下同じ。) 

メザニンプレミアム計算想定元本 ＝ a － b × c ÷ d 

但し 

a ＝ 直前のプレミアム計算日に係るメザニンプレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本減少額 

c ＝ メザニン上限金額からシニア劣後上限金額を控除した金額 

d ＝ シニア上限金額からシニア劣後上限金額を控除した金額 

但し、特定のプレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定日において累積ポート

フォリオデフォルト金額がシニア劣後上限金額を超過した場合には(当該プレミアム計算

想定元本確定日を以下｢プレミアム計算想定元本計算方法変更基準日｣といいます。)、プ

レミアム計算想定元本計算方法変更基準日(この日を含みます。)以降の各プレミアム計算

想定元本確定日におけるメザニンプレミアム計算想定元本は、プレミアム計算想定元本計

算方法変更基準日の直前のプレミアム計算日に係るメザニンプレミアム計算想定元本又は

当該プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本のうち小さい方の金額とします。 

c. 各プレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本減少額は、次の算式により算出される

金額とします。 

a ＋ b 

但し 

a ＝ 当該プレミアム計算日の属するプレミアム計算期間の直前のプレミアム計算期間に属

する第 1 プレミアム計算小期間の末日(第 2 回のプレミアム計算日に関しては開始

日)(同日を含みません。但し、第 2 回のプレミアム計算日に関しては開始日を含みま

す。)から当該プレミアム計算日の属するプレミアム計算期間に属する第 1 プレミア

ム計算小期間の末日(同日を含みます。)までの期間において発生した以下の金額の総

額 

① 下記(d)(i)に従って減額された各参照債務の参照金額 

② 当該プレミアム計算日までに下記(d)(ii)a.に基づき参照金額が零に減額された

参照債務について、下記(d)(ii)a.の規定に基づく参照金額の減額が行われな

かったと仮定した場合に、当該期間に下記(d)(i)a.に従って減額される参照金額 
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b ＝ 当該プレミアム計算日の直前のプレミアム計算日に係るプレミアム計算想定元本確定

日(第 2 回のプレミアム計算日に関しては開始日)(同日を含みません。但し、第 2 回

のプレミアム計算日に関しては開始日を含みます。)から当該プレミアム計算日に係

るプレミアム計算想定元本確定日(同日を含みます。)までの期間において発生した以

下の金額の総額 

① 下記(d)(ii)c.に従って減額された各参照債務の参照金額 

② 下記(b)(ii)に基づきバイヤー及び発行会社が特定の参照債務に係る評価率の通

知を計算代理人より受けた場合において、クレジットイベントの発生が確定した

時点における下記(d)(ii)c.に基づく参照金額の減額がなされた後の当該参照債

務の参照金額に当該評価率を乗じた金額 

d. バイヤーは、各プレミアム支払日において、当該プレミアム支払日の属するプレミアム計

算期間の直後のプレミアム計算期間(初回のプレミアム支払日に関しては、初回のプレミ

アム計算期間)に係るプレミアムを、発行会社に対して支払うものとします。 

(ii) クレジット・デフォルト・スワップ契約終了時におけるプレミアムの支払 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約が下記(e)(ii)a.の解除事由が発生したことによっ

て同契約が解除され、同契約が終了した場合であっても、バイヤーは、解除事由発生日の属す

るプレミアム計算期間に係るプレミアム支払日においてバイヤーから発行会社に対して支払わ

れるべきプレミアムの支払義務を免れないものとし、かつ、発行会社はバイヤーから受領した

一切のプレミアムについて返還することを要しないものとします。 

(iii) クレジット・デフォルト・スワップ契約の終了の延長に伴うプレミアムの支払 

a. 下記(e)(v)に規定するクレジット・デフォルト・スワップ契約の終了の延長が生じた場合

において、計算代理人は、①最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属す

るプレミアム計算期間である場合については、平成 22 年 11 月 1 日(この日が営業日に当

たらない場合は、次の営業日)の 2 営業日前の日、②最終のプレミアム計算期間が解除事

由発生日の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間である場合について

は、当該最終のプレミアム計算期間の末日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営

業日)の 2 営業日前の日(以下｢延長プレミアム計算日｣といいます。)に、本 a.及び下記 b.

に定める方法により延長プレミアム計算想定元本(下記 b.に基づき算出される金額をいい

ます。以下同じ。)及び延長プレミアム(本(iii)に基づき算出される金額をいいます。以

下同じ。)を計算し、かかる延長プレミアム計算想定元本及び延長プレミアムを発行会社

及びバイヤーに通知するものとします。延長プレミアムは、下記に定める優先延長プレミ

アム、メザニン延長プレミアム、シニア劣後延長プレミアム及び延長固定プレミアムの合

計額とし、優先延長プレミアム、メザニン延長プレミアム、シニア劣後延長プレミアム及

び延長固定プレミアムはそれぞれ次の算式によって算出されるものとし、当該算式により

算出された値に 1 未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとします。バイヤー

は、①最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間

である場合については、平成 22 年 11 月 1 日(この日が営業日に当たらない場合は、次の

営業日)において、②最終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属するプレミアム計
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算期間の直後のプレミアム計算期間である場合については、当該最終のプレミアム計算期

間の末日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)において、延長プレミアムを

発行会社に対して支払うものとします。 

なお、②の場合においても、解除事由発生日の属するプレミアム計算期間の直後のプレミ

アム計算期間に係るプレミアムについて、バイヤーは上記(i)の規定どおり発行会社に対

して支払うものとします(但し、下記(e)(v)(ii)a.に定める解除事由が発生した場合は、

本(iii)に基づく支払は行われないものとし、下記(b)(iv)の規定に従うものとしま

す。)。 

優先延長プレミアム ＝ a × b ÷ c 

但し 

a ＝ 当該延長プレミアム計算日に係る優先延長プレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該延長プレミアム計算日に係る優先プレミアム利率 

c ＝ ①当該最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算

期間である場合には 6、②当該最終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属する

プレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間である場合には 4 

メザニン延長プレミアム ＝ a × b ÷ c 

但し 

a ＝ 当該延長プレミアム計算日に係るメザニン延長プレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該延長プレミアム計算日に係るメザニンプレミアム利率 

c ＝ ①当該最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算

期間である場合には 6、②当該最終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属する

プレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間である場合には 4 

シニア劣後延長プレミアム ＝ a × b ÷ c 

但し 

a ＝ シニア劣後延長プレミアム計算想定元本 

b ＝ 当該延長プレミアム計算日に係るシニア劣後プレミアム利率 

c ＝ ①当該最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算

期間である場合には 6、②当該最終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属する

プレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間である場合には 4 

延長固定プレミアム ＝ a × b ÷ c 

但し 

a ＝ 固定プレミアム 

b ＝ 4 

c ＝ ①当該最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算

期間である場合には 6、②当該最終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属する

プレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間である場合には 4 

b. 延長プレミアム計算想定元本並びに当該延長プレミアム計算日に係る優先延長プレミアム

計算想定元本、メザニン延長プレミアム計算想定元本及びシニア劣後延長プレミアム計算



 

-  - 65

想定元本はそれぞれ次の算式によって算出されるものとします。 

延長プレミアム計算想定元本 ＝  

次の算式によって算出される a 又は b のうち小さい方の金額(但し、かかる金額が零を下

回る場合は零とします。) 

a ＝ 各未確定参照債務の参照金額の総額 

b ＝ x ＋ y － z 

但し 

x ＝ 延長プレミアム計算想定元本確定日における累積ポートフォリオデフォルト金額 

y ＝ 各未確定参照債務の参照金額の総額 

z ＝ 免責金額 

優先延長プレミアム計算想定元本 ＝ a － b － c(但し、かかる金額が零を下回る場合は

零とします。) 

但し 

a ＝ 延長プレミアム計算想定元本 

b ＝ メザニン延長プレミアム計算想定元本 

c ＝ シニア劣後延長プレミアム計算想定元本 

メザニン延長プレミアム計算想定元本 ＝  

次の算式によって算出される a 又は b のうち小さい方の金額(但し、かかる金額が零を下

回る場合は零とします。) 

a ＝ x － y 

但し 

x ＝ 延長プレミアム計算想定元本 

y ＝ シニア劣後延長プレミアム計算想定元本 

b ＝ x － y 

但し 

x ＝ 延長プレミアム計算日に係るメザニンプレミアム計算想定元本 

y ＝ シニア劣後上限金額又は延長プレミアム計算日に係る延長プレミアム計算想定元

本確定日における累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の金額 

シニア劣後延長プレミアム計算想定元本 ＝ 

次の算式によって算出される a 又は b のうち小さい方の金額(但し、かかる金額が零を下

回る場合は零とします。) 

a ＝ 延長プレミアム計算想定元本 

b ＝ x － y 

但し 

x ＝ シニア劣後上限金額 

y ＝ 免責金額又は延長プレミアム計算日に係る延長プレミアム計算想定元本確定日に

おける累積ポートフォリオデフォルト金額のうち大きい方の金額 
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(b) 発行会社による支払 

(i) クレジットイベントの発生の確定 

a. 各参照債務に関して次に掲げる①ないし④に記載する事由のいずれかが発生した場合、当

該参照債務に関してクレジットイベントが発生したものとします。 

① 当該参照債務に係る支払義務の不履行が発生した場合。但し、当該参照債務に関し

て、総額で五万円以上の支払の不履行(但し、当該参照債務に関して期限の利益が喪

失した後に支払の不履行が生じた場合及び当該参照債務の元本、利息又は手数料の支

払に関する条件の変更(バイヤー及び参照債務の債務者の合意による支払額の変更又

は履行期限の変更を含むがこれらに限られません。)が行われた後に支払の不履行が

生じた場合を除きます。)が生じ、当該参照債務に係る 3 ヵ月延滞確定日、最終予定

支払額支払期日又は解除事由発生日のうちいずれか早く到来した日(この日を含みま

す。)までに当該参照債務のうち当該支払義務の不履行が発生した予定支払額支払期

日において弁済期が到来している金額の全額の支払がなされず(但し、支払がなされ

ていない金額が五万円未満の場合を除きます。)、かつ、(i)当該参照債務に係る支払

義務の不履行が発生した予定支払額支払期日が、第 1 プレミアム計算小期間に属する

ときは、当該予定支払額支払期日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日

前の日までに、(ii)当該予定支払額支払期日が、第 2 プレミアム計算小期間又は第 3

プレミアム計算小期間に属するときは、当該第 2 プレミアム計算小期間又は第 3 プレ

ミアム計算期間の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本

確定日の 3 営業日前の日(但し、①最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算

期間に属する各予定支払額支払期日については、最終予定支払額支払期日の属するプ

レミアム計算期間の末日の 13 営業日前の日とし、②最終予定支払額支払期日の属す

るプレミアム計算期間の直前のプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小期

間及び第 3 プレミアム計算小期間に属する各予定支払額支払期日については、最終予

定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間の末日の 13 営業日前の日とし、③下

記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除され

た場合の解除事由発生日の属するプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小

期間及び第 3 プレミアム計算小期間の属する各予定支払額支払期日については、解除

事由発生日とし、また④下記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレジット・デフォル

ト・スワップ契約が解除された場合の解除事由発生日の属するプレミアム計算期間に

属する第 1 プレミアム計算小期間に属する予定支払額支払期日並びにかかる場合の解

除事由発生日の属するプレミアム計算期間の直前のプレミアム計算期間に属する第 2

プレミアム計算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間に属する各予定支払額支払期日

については、(a)解除事由発生日又は(b)当該第 1 プレミアム計算小期間の末日の直後

のプレミアム計算想定元本確定日であってかつ当該第 2 プレミアム計算小期間及び第

3 プレミアム計算小期間の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算

想定元本確定日となる日の 3 営業日前の日のいずれか早い日とします。)までに(いず

れの日もこの日を含みます。)計算代理人に対して大要クレジット・デフォルト・ス
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ワップ契約添付の様式による延滞通知を交付した場合に限るものとします。 

② 当該参照債務に関して、期限の利益が喪失(但し、上記①及び下記③に定める場合を

除きます。)し、かつ、当該参照債務に係る期限の利益喪失参照債務 3 ヵ月延滞確定

日、最終予定支払額支払期日又は解除事由発生日のうちいずれか早く到来した日(こ

の日を含みます。)までに当該参照債務の全額の支払がなされなかった場合。但し、

バイヤーが(i)期限の利益を喪失した日が、第 1 プレミアム計算小期間に属するとき

は、当該期限の利益を喪失した日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日

前の日までに、(ii)当該期限の利益を喪失した日が、第 2 プレミアム計算小期間又は

第 3 プレミアム計算小期間に属するときは、期限の利益を喪失した日の属するプレミ

アム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日(但

し、①最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間については、当該プレミ

アム計算期間の末日の 13 営業日前の日とし、②最終予定支払額支払期日の属するプ

レミアム計算期間の直前のプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小期間及

び第 3 プレミアム計算小期間については、最終予定支払額支払期日の属するプレミア

ム計算期間の末日の 13 営業日前の日とし、③下記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレ

ジット・デフォルト・スワップ契約が解除された場合の解除事由発生日の属するプレ

ミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間に

ついては、当該解除事由発生日とし、また④下記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレ

ジット・デフォルト・スワップ契約が解除された場合の解除事由発生日の属するプレ

ミアム計算期間に属する第 1 プレミアム計算小期間並びにかかる場合の解除事由発生

日の属するプレミアム計算期間の直前のプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム

計算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間については、(a)解除事由発生日又は(b)当

該第 1 プレミアム計算小期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日であって

かつ当該第 2 プレミアム計算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間の属するプレミア

ム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日となる日の 3 営業日前の日

のいずれか早い日とします。)までに(いずれの日もこの日を含みます。)計算代理人

に対して大要クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の様式による期限の利益喪

失通知を交付した場合に限るものとします。 

③ 当該参照債務に係る参照組織に係る破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生

手続開始の決定、特別清算開始の命令もしくは支払不能又は当該参照組織に係る参照

債務の弁済期の到来時に債務不履行となる可能性が極めて高いことを認定した文書の

存在その他これらに類する事由(当該参照組織が手形交換所の取引停止処分を受けた

場合及び解散(合併に伴う解散を除きます。)の決議を行った場合を含みます。)が発

生した場合。 

④ 当該参照債務の元本、利息又は手数料の支払に関する減免又は猶予の発生のうち、当

該参照債務に係る参照組織の経営再建又は支援を図ることを目的として行われたもの

が発生した場合。 

b. 開始日以降、最終予定支払額支払期日、早期終了事由発生日又は解除事由発生日(但し、
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下記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除された

場合には、解除事由発生日の直前のプレミアム計算期間の末日とします。)のうちいずれ

か早く到来した日(この日を含みます。)までの間において特定の参照債務に関してクレ

ジットイベントが発生した場合、バイヤーは計算代理人に対して、(i)当該クレジットイ

ベントが発生した日が、第 1 プレミアム計算小期間に属するときは、当該クレジットイベ

ントが発生した日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日までに、(ii)

当該クレジットイベントが発生した日が、第 2 プレミアム計算小期間又は第 3 プレミアム

計算小期間に属するときは、当該クレジットイベントが発生した日の属するプレミアム計

算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日までに(①最終予

定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間については、当該プレミアム計算期間の末

日の 13 営業日前の日、②最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間の直前の

プレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間に

ついては、最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間の末日の 13 営業日前の

日、③下記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除

された場合の解除事由発生日の属するプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計算小

期間及び第 3 プレミアム計算小期間については、解除事由発生日、また④下記(e)(ii)a.

の解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除された場合の解除事由

発生日のプレミアム計算期間に属する第 1 プレミアム計算小期間並びにかかる場合の解除

事由発生日のプレミアム計算期間の直前のプレミアム計算期間に属する第 2 プレミアム計

算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間については、(a)解除事由発生日又は(b)当該第 1

プレミアム計算小期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日であってかつ当該第

2 プレミアム計算小期間及び第 3 プレミアム計算小期間の属するプレミアム計算期間の末

日の直後のプレミアム計算想定元本確定日となる日の 3 営業日前の日のいずれか早い日ま

でに(いずれの日もこの日を含みます。))にクレジットイベント通知を交付することに

よって、かかるクレジットイベントの発生を確定させることができるものとします。 

c. 上記 b.に記載するクレジットイベント通知は、次に掲げる①ないし③の条件を全て満たさ

ない限り、有効とならないものとします。 

① 大要クレジット・デフォルト・スワップ契約の内容及び様式による通知書に、当該通

知書に係るクレジットイベントが以下の(A)ないし(D)のいずれに該当するかに応じ

て、それぞれ当該参照債務に関する以下に定める書類が添付されていること。 

(A) 上記 a.①に該当する場合 

(i) 返済予定表の写し 

(ii) 当該参照債務の当該クレジットイベントに係る延滞発生日現在の残高を記

載した残高証明書 

(iii) 当該参照債務のクレジットイベント発生日現在の残高を記載した残高

証明書 

(iv) 当該参照債務の参照金額基準日現在の残高を記載した残高証明書 

(B)上記 a.②に該当する場合 
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(i) 債務者宛期失通知書面の写し 

(ii) 当該参照債務の参照金額基準日現在の残高を記載した残高証明書 

(C)上記 a.③に該当する場合 

(i) 倒産事由発生認定資料の写し 

(ii) 当該参照債務の参照金額基準日現在の残高を記載した残高証明書 

(D)上記 a.④に該当する場合 

(i) 条件変更稟議の写し 

(ii) 変更後の契約条件を記載した契約書の写し 

(iii) 取引先要項の写し 

(iv) 直近 2 期分決算資料(但し、バイヤーが受領している場合に限ります。)の

写し 

(v) 当該参照債務の参照金額基準日現在の残高を記載した残高証明書 

(vi) 大要クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の内容及び様式による引

当率実績値通知書 

② (A)当該参照債務がクレジット・デフォルト・スワップ契約添付の参照組織及び参照

債務一覧に記載されていること、(B)当該参照債務に係る参照組織がクレジット・デ

フォルト・スワップ契約添付の参照組織及び参照債務一覧に記載されていること、又

はクレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき参照組織として決定されたこと、

(C)当該クレジットイベント通知に記載された｢参照金額基準日における当該参照債務

に係る未払額(元金)｣と当該クレジットイベント通知に添付された当該参照債務の参

照金額基準日現在の残高を記載した残高証明書に記載された残高金額の記載が一致す

ることその他の当該クレジットイベントが発生したことを認定するためにバイヤー、

発行会社及び独立認定人の間で別途合意する手続に基づき、同当事者間で別途合意す

る条件が満たされたことについて独立認定人が認定し、当該クレジットイベント通知

に独立認定人による認定がなされたことを証する独立認定人の押印がなされているこ

と。 

③ 当該クレジットイベント通知が上記 b.に定める期限までに、計算代理人に対して交

付されていること。 

d. クレジットイベント通知の対象であるクレジットイベントが、当該クレジットイベント通

知の交付がなされる日において継続していない場合であっても、当該クレジットイベント

通知の有効性には影響を与えないものとします。 

e. 各クレジットイベントの発生は、上記 b.及び c.の規定に基づき当該クレジットイベント

に係る有効なクレジットイベント通知が計算代理人に交付された日において確定し、この

日を当該クレジットイベントに係る事由発生決定日とするものとします。 

(ii) リストラクチャリングの発生した参照債務に係る評価手続 

 上記(i)の規定に従って特定の参照債務に関して上記(i)a.④に定めるクレジットイベントの

発生が確定した場合、計算代理人は、以下の手続に従って当該参照債務に係る評価率を決定

し、かかる評価率が決定した日から 2 営業日以内にかかる評価率を大要クレジット・デフォル
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ト・スワップ契約添付の内容及び様式によってバイヤー及び発行会社に対して通知するものと

します。この場合において、本(ii)b.に定める手続により独立認定人から当該参照債務に係る

評価率の通知を計算代理人が受領した場合には、大要クレジット・デフォルト・スワップ契約

添付の内容及び様式による通知とともに、計算代理人は、かかる独立認定人からの当該参照債

務に係る評価率の通知の写しをバイヤー及び発行会社に対して交付するものとします。 

a. 当該クレジットイベントの発生が確定した日から 2 営業日以内に、計算代理人は、5 社の

ディーラーに対して当該参照債務に係るクレジットイベント通知に添付された当該参照債

務に係る(i)条件変更稟議の写し、(ii)変更後の契約条件を記載した契約書の写し、(iii)

取引先要項の写し、(iv)直近 2 期分決算資料(但し、当該クレジットイベント通知に添付

されていた場合に限ります。)の写し及び(v)当該参照債務の参照金額基準日現在の残高を

記載した残高証明書を開示した上で、当該参照債務の当該クレジットイベントが確定した

時点における参照金額(なお、かかる参照金額は、第 5 条第 3 項に基づく減額がなされた

後の参照金額とします。)を評価対象金額として当該参照債務に係るフル・クォーテー

ションの提示を求めるものとします。当該クレジットイベントの発生が確定した日から 30

日以内に計算代理人が 2 社以上のディーラーから当該参照債務に係るフル・クォーテー

ションを取得できた場合、計算代理人は、かかるフル・クォーテーションのうち最も高い

値を当該参照債務に係る評価率として決定するものとします。 

b. 上記 a.に定める手続によって計算代理人が当該クレジットイベントの発生が確定した日か

ら 30 日以内に計算代理人が 2 社以上のディーラーから当該参照債務に係るフル・クォー

テーションを取得できず(ディーラーが当該参照債務に係るフル・クォーテーションの提

示を拒絶した結果、2 社以上のディーラーから当該参照債務に係るフル・クォーテーショ

ンを取得できなかった場合を含みます。)、当該参照債務に係る評価率を決定できなかっ

た場合、当該クレジットイベントの発生が確定した日から 30 日後の日から 5 営業日以内

に、計算代理人は、独立認定人に対して大要クレジット・デフォルト・スワップ契約添付

の様式による評価依頼書を当該クレジットイベントに係るクレジットイベント通知に添付

された引当率実績値通知書を添付した上で交付することにより、当該参照債務の評価に係

る評価率の確認を依頼するものとします。当該クレジットイベントの評価を依頼した日か

ら 7 営業日以内に計算代理人が独立認定人から当該参照債務に係る評価率の通知を受領し

た場合、計算代理人は、かかる値を当該参照債務に係る評価率として決定するものとしま

す。 

c. 上記 b.に定める手続によって当該クレジットイベントの評価を依頼した日から 7 営業日以

内に計算代理人が独立認定人から当該参照債務に係る評価率の通知を受領できず、計算代

理人が当該参照債務に係る評価率を決定できなかった場合、計算代理人は、当該参照債務

に係る評価率を零に決定するものとします。 

(iii) 損害補填金額の支払 

a. 上記(i)に従って特定の参照債務に関してクレジットイベントの発生が確定した場合、計

算代理人は当該参照債務に係る損害補填金額を計算し、かかる損害補填金額を当該クレ

ジットイベントに関する事由発生決定日から 2 営業日以内に(但し、上記(i)a.④に定める
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クレジットイベントに関しては、計算代理人が前(ii)に基づき計算される評価率の通知を

バイヤー及び発行会社に対して通知するのと同時に)大要クレジット・デフォルト・ス

ワップ契約添付の内容及び様式によってバイヤー及び発行会社に対して通知するものとし

ます。計算代理人は、バイヤーに対して、かかる損害補填金額に係る通知とともに、当該

クレジットイベントに係るクレジットイベント通知(上記(i)c.②の要件を満たしているも

のであることを要します。)の写しを交付するものとします。各参照債務に係る損害補填

金額は、当該参照債務に係る事由発生決定日において次に掲げる①又は②に規定する金額

のうち小さい方の金額(但し、かかる金額が零を下回る場合は零とします。)をいいます。

また、各参照債務に係るデフォルト金額は、当該参照債務の当該クレジットイベントが確

定した時点における参照金額(なお、かかる参照金額は、下記(d)(ii)c.に基づく減額がな

された後の参照金額とします。)(但し、当該クレジットイベントが上記(i)a.④に定める

クレジットイベントである場合には、(A)かかる参照金額に、(B)1 から当該参照債務に関

して上記(ii)に基づき計算される評価率を控除した値を乗じた金額)をいうものとし、計

算代理人は、かかる金額を当該参照債務に係る損害補填金額とともにバイヤー及び発行会

社に対して通知するものとします。 

① 当該参照債務に係るデフォルト金額 

② 当該クレジットイベントに係る事由発生決定日における累積ポートフォリオデフォル

ト金額(当該参照債務に係るデフォルト金額を含みます。)が免責金額を超過する金額 

b. 上記(i)の規定に従って特定の参照債務に関してクレジットイベントの発生が確定した場

合、発行会社はバイヤーに対して当該参照債務に係る損害補填決済日において、当該参照

債務につき決定された損害補填金額を支払うものとします。但し、特定の参照債務に関し

て上記(i)a.④に定めるクレジットイベントの発生が確定した場合であって、上記(ii)の

規定に従って当該参照債務に係る評価率が決定される前に下記(e)(ii)a.に定める事由が

発生することによりクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除された場合は、発行会

社は、バイヤーに対して、当該参照債務に係る損害補填金額を支払うことを要しないもの

とします。 

c. クレジットイベントが発生した各参照債務に係る損害補填決済日は、当該クレジットイベ

ントの発生が確定した日(但し、上記(i)a.④に定めるクレジットイベントの発生が確定し

た参照債務については、前(ii)に基づき当該参照債務に係る評価率についてバイヤー及び

発行会社が計算代理人より通知を受けた日とします。以下、本(c)において同じです。)の

属するプレミアム計算期間の末日の 2 営業日前の日(当該クレジットイベントの発生が確

定した日が当該クレジットイベントの発生が確定した日の属するプレミアム計算期間中の

プレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日(この日を含みません。)以降の日である

場合には、当該クレジットイベントの発生が確定した日の属するプレミアム計算期間の直

後のプレミアム計算期間の末日の 2 営業日前の日)とします。但し、最終予定支払額支払

期日の属するプレミアム計算期間については、当該クレジットイベントの発生が確定した

日の属するプレミアム計算期間の末日の 2 営業日前の日を当該参照債務に係る損害補填決

済日とします。また、下記(e)(ii)a.に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が
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解除される場合において、特定の参照債務に関して解除事由発生日以前にクレジットイベ

ントの発生が確定した日が到来しており、かつ当該参照債務に係る損害補填決済日が到来

していない場合は、解除事由発生日の 8 営業日後の日を当該参照債務に係る損害補填決済

日とします。(i)最終のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミア

ム計算期間である場合で、かつ当該クレジットイベントの発生が確定した日が当該最終の

プレミアム計算期間の末日の 13 営業日前の日(この日を含みません。)以降の日である場

合は、平成 23 年 1 月 4 日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)の 2 営業日

前の日を、(ii)最終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属するプレミアム計算期間

の直後のプレミアム計算期間である場合で、かつ当該クレジットイベントの発生が確定し

た日が当該最終のプレミアム計算期間の末日の 13 営業日前の日(この日を含みません。)

以降の日である場合は、当該最終のプレミアム計算期間の直後にクレジット・デフォル

ト・スワップ契約の解除がなければ到来していたプレミアム計算期間の末日に相当する日

の 2 営業日前の日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)をそれぞれ当該参照

債務に係る損害補填決済日とします。 

(iv) クレジット・デフォルト・スワップ契約終了時における損害補填金額の支払 

 下記(e)(ii)a.の解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除される場

合において、発行会社のバイヤーに対する損害補填金額の具体的な支払債務が発生し、かつバ

イヤーの発行会社に対する既発生のプレミアムの支払債務のうち未払いのものが存在する場合

には、これらの債務を対当額において相殺するものとします。 

(c) 参照組織の内容 

 各プレミアム支払日におけるプレミアムの金額に影響を与え、また発行会社による損害補填金額

の支払の要否に関連する参照組織及び参照債務の内容は、以下の通りです(参照組織名は開示され

ません。)。 

 なお、福島信用金庫をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約については、バイ

ヤーの申し出により、①特定の参照組織 1 社に係る参照債務に関してクレジットイベントが発生し

た場合であっても、当該クレジットイベントを確定させることができず、当該クレジットイベント

に係る損害補填金額の支払いを発行会社に対して請求することができないこと、及び②①の取扱い

にかかわらず、バイヤーは、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に従った金額のプレミア

ムを発行会社に対して支払うことを内容とする覚書を、発行会社、バイヤー、計算代理人、中小公

庫及び独立認定人の間で平成 19 年 9 月 14 日付で締結しています。 

総参照金額及び予定支払額総額 

予定支払額支払期日 支払前総参照金額 予定支払額総額 支払後総参照金額 

平成 19 年 10 月 20 日 7,422,000,000 205,978,000 7,216,022,000

平成 19 年 11 月 20 日 7,216,022,000 205,978,000 7,010,044,000

平成 19 年 12 月 20 日 7,010,044,000 205,978,000 6,804,066,000

平成 20 年 1 月 20 日 6,804,066,000 205,978,000 6,598,088,000

平成 20 年 2 月 20 日 6,598,088,000 205,978,000 6,392,110,000

平成 20 年 3 月 20 日 6,392,110,000 205,978,000 6,186,132,000

平成 20 年 4 月 20 日 6,186,132,000 205,978,000 5,980,154,000

平成 20 年 5 月 20 日 5,980,154,000 205,978,000 5,774,176,000

平成 20 年 6 月 20 日 5,774,176,000 205,978,000 5,568,198,000

平成 20 年 7 月 20 日 5,568,198,000 205,978,000 5,362,220,000
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平成 20 年 8 月 20 日 5,362,220,000 205,978,000 5,156,242,000

平成 20 年 9 月 20 日 5,156,242,000 205,978,000 4,950,264,000

平成 20 年 10 月 20 日 4,950,264,000 205,978,000 4,744,286,000

平成 20 年 11 月 20 日 4,744,286,000 205,978,000 4,538,308,000

平成 20 年 12 月 20 日 4,538,308,000 205,978,000 4,332,330,000

平成 21 年 1 月 20 日 4,332,330,000 205,978,000 4,126,352,000

平成 21 年 2 月 20 日 4,126,352,000 205,978,000 3,920,374,000

平成 21 年 3 月 20 日 3,920,374,000 205,978,000 3,714,396,000

平成 21 年 4 月 20 日 3,714,396,000 205,978,000 3,508,418,000

平成 21 年 5 月 20 日 3,508,418,000 205,978,000 3,302,440,000

平成 21 年 6 月 20 日 3,302,440,000 205,978,000 3,096,462,000

平成 21 年 7 月 20 日 3,096,462,000 205,978,000 2,890,484,000

平成 21 年 8 月 20 日 2,890,484,000 205,978,000 2,684,506,000

平成 21 年 9 月 20 日 2,684,506,000 205,978,000 2,478,528,000

平成 21 年 10 月 20 日 2,478,528,000 205,978,000 2,272,550,000

平成 21 年 11 月 20 日 2,272,550,000 205,978,000 2,066,572,000

平成 21 年 12 月 20 日 2,066,572,000 205,978,000 1,860,594,000

平成 22 年 1 月 20 日 1,860,594,000 205,978,000 1,654,616,000

平成 22 年 2 月 20 日 1,654,616,000 205,978,000 1,448,638,000

平成 22 年 3 月 20 日 1,448,638,000 205,978,000 1,242,660,000

平成 22 年 4 月 20 日 1,242,660,000 205,978,000 1,036,682,000

平成 22 年 5 月 20 日 1,036,682,000 205,978,000 830,704,000

平成 22 年 6 月 20 日 830,704,000 205,978,000 624,726,000

平成 22 年 7 月 20 日 624,726,000 205,978,000 418,748,000

平成 22 年 8 月 20 日 418,748,000 205,978,000 212,770,000

平成 22 年 9 月 21 日 212,770,000 212,770,000 -

 

バイヤー別参照債務件数及び金額 

バイヤー 件数 金額 バイヤー 件数 金額 

株式会社岩手銀行 24 881,000,000 千葉信用金庫 55 1,384,000,000

株式会社大分銀行 18 365,000,000 尾西信用金庫 41 965,000,000

株式会社北日本銀行 20 587,000,000 滋賀中央信用金庫 17 403,000,000

株式会社豊和銀行 11 110,000,000 大阪信用金庫 27 535,000,000

株式会社宮崎太陽銀行 19 417,000,000 淡路信用金庫 32 980,000,000

福島信用金庫 27 480,000,000 大分みらい信用金庫 19 315,000,000

 

業種分布      

  

  
金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

建設業 1,259 16.96% 61 19.74%

製造業 1,549 20.87% 65 21.04%

情報通信業 85 1.15% 5 1.62%

運輸業 510 6.87% 20 6.47%

卸売・小売業 2,658 35.81% 96 31.07%

金融・保険業 30 0.40% 1 0.32%

不動産業 485 6.53% 19 6.15%

飲食店、宿泊業 90 1.21% 6 1.94%

教育、学習支援業 20 0.27% 1 0.32%

サービス業 736 9.92% 35 11.33%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%
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地域分散      

  

  
金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

青森県 297 4.00% 6 1.94%

岩手県 466 6.28% 16 5.18%

宮城県 705 9.50% 21 6.80%

秋田県 20 0.27% 1 0.32%

福島県 460 6.20% 26 8.41%

千葉県 1,234 16.63% 50 16.18%

東京都 150 2.02% 5 1.62%

岐阜県 20 0.27% 1 0.32%

愛知県 935 12.60% 39 12.62%

三重県 10 0.13% 1 0.32%

滋賀県 403 5.43% 17 5.50%

大阪府 545 7.34% 28 9.06%

兵庫県 970 13.07% 31 10.03%

福岡県 10 0.13% 1 0.32%

大分県 800 10.78% 49 15.86%

宮崎県 367 4.94% 16 5.18%

鹿児島県 30 0.40% 1 0.32%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

      

貸付額分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  1 千万円以下 990 13.34% 99 32.04%

1 千万円超  2 千万円以下 1,419 19.12% 77 24.92%

2 千万円超  3 千万円以下 2,643 35.61% 89 28.80%

3 千万円超  4 千万円以下 40 0.54% 1 0.32%

4 千万円超  5 千万円以下 1,900 25.60% 38 12.30%

5 千万円超  6 千万円以下 120 1.62% 2 0.65%

9 千万円超  10 千万円以下 200 2.69% 2 0.65%

10 千万円超 11 千万円以下 110 1.48% 1 0.32%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（百万円） 24.0    

      

貸付金月商倍率分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  0.1 倍以下 380 5.12% 12 3.88%

0.1 倍超  0.2 倍以下 1,177 15.86% 38 12.30%

0.2 倍超  0.3 倍以下 1,060 14.28% 42 13.59%

0.3 倍超  0.4 倍以下 915 12.33% 39 12.62%

0.4 倍超  0.5 倍以下 640 8.62% 28 9.06%

0.5 倍超  0.6 倍以下 555 7.48% 27 8.74%

0.6 倍超  0.7 倍以下 510 6.87% 16 5.18%
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0.7 倍超  0.8 倍以下 400 5.39% 19 6.15%

0.8 倍超  0.9 倍以下 350 4.72% 18 5.83%

0.9 倍超  1.0 倍以下 190 2.56% 10 3.24%

1.0 倍超  1.1 倍以下 381 5.13% 15 4.85%

1.1 倍超  1.2 倍以下 121 1.63% 7 2.27%

1.2 倍超  1.3 倍以下 135 1.82% 6 1.94%

1.3 倍超  1.4 倍以下 158 2.13% 9 2.91%

1.4 倍超  1.5 倍以下 30 0.40% 2 0.65%

1.5 倍超  1.6 倍以下 10 0.13% 1 0.32%

1.6 倍超  1.7 倍以下 127 1.71% 6 1.94%

1.7 倍超  1.8 倍以下 75 1.01% 4 1.29%

1.8 倍超  1.9 倍以下 40 0.54% 2 0.65%

1.9 倍超    168 2.26% 8 2.59%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（倍） 0.6    

加重平均値（倍） 0.6    

      

売上高分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  1 億円以下 131 1.77% 12 3.88%

1 億円超  5 億円以下 2,324 31.31% 142 45.95%

5 億円超  10 億円以下 1,800 24.25% 72 23.30%

10 億円超  15 億円以下 985 13.27% 30 9.71%

15 億円超  20 億円以下 502 6.76% 13 4.21%

20 億円超  25 億円以下 260 3.50% 6 1.94%

25 億円超  30 億円以下 390 5.25% 11 3.56%

30 億円超  35 億円以下 270 3.64% 7 2.27%

35 億円超  40 億円以下 20 0.27% 1 0.32%

40 億円超  50 億円以下 110 1.48% 3 0.97%

50 億円超  100 億円以下 570 7.68% 10 3.24%

100 億円超    60 0.81% 2 0.65%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（百万円） 1,068.7    

      

従業員数分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  10 人以下 1,481 19.95% 84 27.18%

10 人超 30 人以下 2,879 38.79% 137 44.34%

30 人超 50 人以下 1,425 19.20% 47 15.21%

50 人超 100 人以下 1,207 16.26% 28 9.06%

100 人超 150 人以下 200 2.69% 6 1.94%

150 人超 200 人以下 50 0.67% 1 0.32%

200 人超 300 人以下 110 1.48% 3 0.97%

300 人超   70 0.94% 3 0.97%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%
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単純平均値（人） 31.4    

加重平均値（人） 39.5    

      

業歴分布      

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  10 年以下 934 12.58% 44 14.24%

10 年超 20 年以下 1,780 23.98% 82 26.54%

20 年超 30 年以下 1,558 20.99% 70 22.65%

30 年超 40 年以下 1,310 17.65% 56 18.12%

40 年超 50 年以下 840 11.32% 26 8.41%

50 年超 60 年以下 920 12.40% 27 8.74%

60 年超 80 年以下 70 0.94% 3 0.97%

80 年超   10 0.13% 1 0.32%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（年） 26.7    

加重平均値（年） 28.7    

      

与信歴分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  1 年以下 957 12.89% 38 12.30%

1 年超 2 年以下 500 6.74% 17 5.50%

2 年超 3 年以下 449 6.05% 18 5.83%

3 年超 4 年以下 354 4.77% 15 4.85%

4 年超 5 年以下 270 3.64% 12 3.88%

5 年超 6 年以下 190 2.56% 9 2.91%

6 年超 7 年以下 165 2.22% 7 2.27%

7 年超 8 年以下 300 4.04% 12 3.88%

8 年超 9 年以下 50 0.67% 2 0.65%

9 年超 10 年以下 213 2.87% 13 4.21%

10 年超 15 年以下 888 11.96% 41 13.27%

15 年超 20 年以下 1,086 14.63% 47 15.21%

20 年超 25 年以下 625 8.42% 32 10.36%

25 年超 30 年以下 585 7.88% 23 7.44%

30 年超   790 10.64% 23 7.44%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（年） 13.6    

加重平均値(年) 14.1    

      

資本の部分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  0.5 千万円以下 125 1.68% 9 2.91%

0.5 千万円超 1 千万円以下 303 4.08% 22 7.12%

1 千万円超  1.5 千万円以下 330 4.45% 22 7.12%

1.5 千万円超 2 千万円以下 268 3.61% 18 5.83%

2 千万円超  3 千万円以下 479 6.45% 27 8.74%

3 千万円超  4 千万円以下 488 6.58% 22 7.12%
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4 千万円超  5 千万円以下 385 5.19% 20 6.47%

5 千万円超  6 千万円以下 415 5.59% 19 6.15%

6 千万円超  7 千万円以下 310 4.18% 12 3.88%

7 千万円超  8 千万円以下 214 2.88% 11 3.56%

8 千万円超  10 千万円以下 660 8.89% 23 7.44%

10 千万円超 15 千万円以下 820 11.05% 30 9.71%

15 千万円超 20 千万円以下 660 8.89% 20 6.47%

20 千万円超 30 千万円以下 550 7.41% 17 5.50%

30 千万円超 50 千万円以下 845 11.39% 22 7.12%

50 千万円超   570 7.68% 15 4.85%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（百万円） 14.1    

      

自己資本比率分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  4.0%以下 292 3.93% 12 3.88%

4.0%超  6.0%以下 680 9.16% 24 7.77%

6.0%超  8.0%以下 644 8.68% 26 8.41%

8.0%超  10.0%以下 883 11.90% 36 11.65%

10.0%超  12.0%以下 565 7.61% 19 6.15%

12.0%超  14.0%以下 533 7.18% 21 6.80%

14.0%超  16.0%以下 544 7.33% 19 6.15%

16.0%超  18.0%以下 370 4.99% 15 4.85%

18.0%超  20.0%以下 204 2.75% 13 4.21%

20.0%超  30.0%以下 1,202 16.20% 55 17.80%

30.0%超  40.0%以下 805 10.85% 32 10.36%

40.0%超  50.0%以下 335 4.51% 18 5.83%

50.0%超    365 4.92% 19 6.15%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（％） 21.1    

加重平均値（％） 19.6    

      

有利子負債月商倍率分布     

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  1.0 倍以下 720 9.70% 31 10.03%

1.0 倍超  2.0 倍以下 599 8.07% 25 8.09%

2.0 倍超  3.0 倍以下 1,015 13.68% 46 14.89%

3.0 倍超  4.0 倍以下 980 13.20% 41 13.27%

4.0 倍超  5.0 倍以下 515 6.94% 25 8.09%

5.0 倍超  6.0 倍以下 689 9.28% 27 8.74%

6.0 倍超  7.0 倍以下 740 9.97% 32 10.36%

7.0 倍超  8.0 倍以下 310 4.18% 13 4.21%

8.0 倍超  9.0 倍以下 360 4.85% 12 3.88%

9.0 倍超  10.0 倍以下 329 4.43% 11 3.56%

10.0 倍超  11.0 倍以下 250 3.37% 10 3.24%

11.0 倍超  12.0 倍以下 250 3.37% 9 2.91%
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12.0 倍超    665 8.96% 27 8.74%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（倍） 6.1    

加重平均値（倍） 6.1    

      

売上高経常利益率分布     

  金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

 0.3%以下 1,015 13.68% 48 15.53%

0.3%超  0.6%以下 890 11.99% 37 11.97%

0.6%超  0.9%以下 852 11.48% 35 11.33%

0.9%超  1.2%以下 708 9.54% 27 8.74%

1.2%超  1.5%以下 493 6.64% 20 6.47%

1.5%超  1.8%以下 120 1.62% 10 3.24%

1.8%超  2.1%以下 345 4.65% 11 3.56%

2.1%超  2.4%以下 485 6.53% 15 4.85%

2.4%超  2.7%以下 270 3.64% 10 3.24%

2.7%超  3.0%以下 105 1.41% 4 1.29%

3.0%超  5.0%以下 964 12.99% 38 12.30%

5.0%超  7.0%以下 502 6.76% 22 7.12%

7.0%超  10.0%以下 336 4.53% 15 4.85%

10.0%超    337 4.54% 17 5.50%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（％） 2.8    

加重平均値（％） 2.7    

      

売上高支払利息割引率分布    

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  0.2%以下 500 6.74% 23 7.44%

0.2%超  0.4%以下 769 10.36% 36 11.65%

0.4%超  0.6%以下 823 11.09% 32 10.36%

0.6%超  0.8%以下 926 12.48% 38 12.30%

0.8%超  1.0%以下 826 11.13% 34 11.00%

1.0%超  1.2%以下 648 8.73% 24 7.77%

1.2%超  1.4%以下 542 7.30% 23 7.44%

1.4%超  1.6%以下 470 6.33% 21 6.80%

1.6%超  1.8%以下 530 7.14% 18 5.83%

1.8%超  2.0%以下 197 2.65% 10 3.24%

2.0%超  2.2%以下 125 1.68% 6 1.94%

2.2%超  2.5%以下 210 2.83% 9 2.91%

2.5%超  3.0%以下 398 5.36% 15 4.85%

3.0%超    458 6.17% 20 6.47%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（％） 1.3    

加重平均値（％） 1.3    
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インタレスト・カバレッジレシオ分布    

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  1 倍以下 1,697 22.86% 74 23.95%

1 倍超 2 倍以下 2,143 28.87% 87 28.16%

2 倍超 3 倍以下 960 12.93% 37 11.97%

3 倍超 4 倍以下 562 7.57% 25 8.09%

4 倍超 5 倍以下 300 4.04% 10 3.24%

5 倍超 6 倍以下 525 7.07% 15 4.85%

6 倍超 7 倍以下 210 2.83% 11 3.56%

7 倍超 8 倍以下 189 2.55% 8 2.59%

8 倍超 9 倍以下 170 2.29% 8 2.59%

9 倍超 10 倍以下 95 1.28% 4 1.29%

10 倍超 20 倍以下 421 5.67% 21 6.80%

20 倍超   150 2.02% 9 2.91%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値（倍） 4.6    

加重平均値（倍） 4.0    

      

（注）インタレスト・カバレッジレシオ＝（償却後営業利益＋受取利息・配当金）÷支払利息・割引料 

      

CRD モデル 3 累積 1年デフォルト確率分布   

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  0.1%以下 809 10.90% 47 15.21%

0.1%超  0.2%以下 815 10.98% 42 13.59%

0.2%超  0.3%以下 770 10.37% 34 11.00%

0.3%超  0.4%以下 698 9.40% 33 10.68%

0.4%超  0.5%以下 982 13.23% 37 11.97%

0.5%超  0.6%以下 505 6.80% 21 6.80%

0.6%超  0.7%以下 340 4.58% 15 4.85%

0.7%超  0.8%以下 670 9.03% 17 5.50%

0.8%超  0.9%以下 370 4.99% 13 4.21%

0.9%超  1.0%以下 263 3.54% 9 2.91%

1.0%超  1.1%以下 175 2.36% 7 2.27%

1.1%超  1.2%以下 268 3.61% 8 2.59%

1.2%超  1.3%以下 180 2.43% 5 1.62%

1.3%超  1.4%以下 180 2.43% 6 1.94%

1.4%超  1.5%以下 40 0.54% 2 0.65%

1.5%超    357 4.81% 13 4.21%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値(％) 0.52    

加重平均値(％) 0.59    

      

RDB 中小企業クレジットモデルデフォルト確率分布   

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  0.1%以下 428 5.77% 22 7.12%

0.1%超  0.2%以下 542 7.30% 30 9.71%
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0.2%超  0.3%以下 661 8.91% 30 9.71%

0.3%超  0.4%以下 489 6.59% 22 7.12%

0.4%超  0.5%以下 700 9.43% 20 6.47%

0.5%超  0.6%以下 473 6.37% 21 6.80%

0.6%超  0.7%以下 873 11.76% 33 10.68%

0.7%超  0.8%以下 520 7.01% 19 6.15%

0.8%超  0.9%以下 359 4.84% 17 5.50%

0.9%超  1.0%以下 525 7.07% 20 6.47%

1.0%超  1.1%以下 160 2.16% 9 2.91%

1.1%超  1.2%以下 275 3.71% 9 2.91%

1.2%超  1.3%以下 310 4.18% 14 4.53%

1.3%超  1.4%以下 308 4.15% 9 2.91%

1.4%超  1.5%以下 145 1.95% 7 2.27%

1.5%超    654 8.81% 27 8.74%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値(％) 0.72    

加重平均値(％) 0.75    

      

リスクカルク日本版 v3.1 デフォルト確率分布    

 金額(百万円) 比率(%) 債務者数 比率(%) 

  0.1%以下 620 8.35% 29 9.39%

0.1%超  0.2%以下 812 10.94% 32 10.36%

0.2%超  0.3%以下 1,031 13.89% 44 14.24%

0.3%超  0.4%以下 1,460 19.67% 60 19.42%

0.4%超  0.5%以下 846 11.40% 37 11.97%

0.5%超  0.6%以下 687 9.26% 22 7.12%

0.6%超  0.7%以下 438 5.90% 17 5.50%

0.7%超  0.8%以下 225 3.03% 8 2.59%

0.8%超  0.9%以下 320 4.31% 12 3.88%

0.9%超  1.0%以下 145 1.95% 9 2.91%

1.0%超  1.1%以下 215 2.90% 8 2.59%

1.1%超  1.2%以下 130 1.75% 4 1.29%

1.2%超  1.3%以下 80 1.08% 7 2.27%

1.3%超  1.4%以下 92 1.24% 5 1.62%

1.4%超  1.5%以下 54 0.73% 4 1.29%

1.5%超    267 3.60% 11 3.56%

合計 7,422 100.00% 309 100.00%

      

単純平均値(％) 0.52    

加重平均値(％) 0.52    

 

バイヤー別 CRD モデル 3 累積 1年デフォルト確率 

バイヤー 
単純平均

(%) 

加重平均

(%) 
バイヤー 

単純平均

(%) 

加重平均

(%) 

株式会社岩手銀行 0.66 0.67 千葉信用金庫 0.53 0.58

株式会社大分銀行 0.33 0.49 尾西信用金庫 0.35 0.47

株式会社北日本銀行 0.60 0.66 滋賀中央信用金庫 0.60 0.79
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株式会社豊和銀行 0.67 0.67 大阪信用金庫 0.74 0.80

株式会社宮崎太陽銀行 0.44 0.42 淡路信用金庫 0.49 0.50

福島信用金庫 0.33 0.38 大分みらい信用金庫 0.66 0.88

 

 なお、各参加金融機関は、それぞれがバイヤーとなるクレジット・デフォルト・スワップ契約に

おいて、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る参照組織及び参照債務に関し、当該ク

レジット・デフォルト・スワップ契約締結日及び開始日における次に掲げる事実を発行会社に対し

て表明及び保証しています。 

(i) 全ての参照組織は日本法に基づき適法に設立され有効に存在する法人であり、中小企業金融

公庫法(昭和 28 年法律第 138 号、その後の改正を含みます。)第 2 条に規定される中小企業

者に該当すること。 

(ii) 本件金銭消費貸借契約は日本法を準拠法とし、当該契約の締結及び履行は重要な事項におい

て法令又は規制に違反していないこと。 

(iii) 参照債務並びに本件金銭消費貸借契約上の権利及び義務は、いずれも移転又は譲渡が禁止さ

れず、かつ、当該移転又は譲渡について、債務者に対する事前の通知又は債務者の承諾を必

要としないこと。 

(iv) 本件金銭消費貸借契約(関連契約を含みます。以下同じ。)は、当該本件金銭消費貸借契約の

内容について重大な変更、追加又は削除を行う旨の合意がなされていないこと。 

(v) 参照債務は、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の募集要項に掲げる要件の全

てを満たしており、かつ、当該バイヤーの通常の与信基準に照らして適合的であること。 

(vi) 本件金銭消費貸借契約上の当該バイヤーの権利及び参照債務は、当該バイヤーのみに帰属

し、当該バイヤーのみが参照債務に関する一切の処分権限を有すること。 

(vii) 本件金銭消費貸借契約上の当該バイヤーの権利及び対象債権は、担保又はその予約の対象に

なっていないこと。 

(viii) 本件金銭消費貸借契約上の当該バイヤーの権利及び参照債務は、他の者に対して移転、譲渡

その他処分がなされておらず、かつ、当該バイヤーが第三者のために将来そのような処分を

行う旨の義務を負っていないこと。 

(ix) 本件金銭消費貸借契約上の当該バイヤーの権利及び参照債務は、差押又は仮差押、その他保

全処分、滞納処分又は強制執行処分の対象となっていないこと。 

(x) 参照債務について、本件金銭消費貸借契約に規定する期限の利益喪失事由が生じていないこ

と。 

(xi) 本件金銭消費貸借契約は正当に権限ある者により締結され、参照債務は債務者に対して当該

本件金銭消費貸借契約の条項に従って強制執行可能な債務者の適法、有効かつ拘束力のある

義務を構成し、かつ、執行可能であること。債務者は、当該本件金銭消費貸借契約の成立も

しくは有効性又は当該本件金銭消費貸借契約上負担する債務金額について争っておらず、ま

た債務者は、債権に対する無効、取消し、解除、相殺その他一切の抗弁(当該本件金銭消費

貸借契約に基づき債務者が有する相殺の抗弁を除きます。)を有するものではないこと。 

(xii) 本件金銭消費貸借契約に基づき、当該バイヤーから債務者に対して、当該本件金銭消費貸借

契約の実行日において貸付金が全額交付されており、当該バイヤーは追加の資金交付の義務
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を負っていないこと。 

(xiii) 本件金銭消費貸借契約は、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の金銭消費貸借

契約の様式と合致しており、本件金銭消費貸借契約の条項の変更、適用の免除又は適用の放

棄は一切行われていないこと。 

(xiv) 参照債務の内容が真実であること。 

(xv) 当該バイヤーは、参照債務の回収にあたり、当該クレジット・デフォルト・スワップ契約添

付の回収方針を遵守していること。 

(xvi) 参照組織は、バイヤーに対して本(xvi)に基づく表明がなされる時点において負担している

全ての債務(参照債務を除きます。)につき、期限の利益を喪失しておらず、かつ、当該債務

の履行を遅滞していないこと。また、当該参照組織の経営再建又は支援を図ることを目的と

した当該債務の元本、利息又は手数料の支払に関する減免又は猶予がなされたこと(但し、

かかる減免又は猶予がなされた後に、さらに当該債務に関してかかる減免又は猶予がなされ

る前の条件に戻す旨の変更が行われている場合を除きます。)がないこと。 

(d) 参照金額の計算 

 プレミアムの金額及び損害補填金額に影響を与える各参照債務の参照金額は、クレジット・デ

フォルト・スワップ契約に従って以下の通り減額されます。 

(i) 予定支払額支払期日における参照金額の減額 

a. 各参照債務の参照金額は、当該参照債務の各予定支払額支払期日(この日を含みます。)以

降、当該予定支払額支払期日における予定支払額が減額されるものとします。但し、各参

照債務に係る参照金額が零を下回ることはないものとし、特定の参照債務に関して、特定

の予定支払額支払期日における予定支払額の減額を行うことにより参照金額が零を下回る

場合は、かかる当該参照債務の参照金額は零になるものとします。なお、特定の参照債務

についてクレジットイベントが発生した場合であっても、下記 b.又は下記 d.に定める場

合を除き、各予定支払額支払期日において、本 a.に従って当該参照債務に係る参照金額の

減額が行われるものとします(但し、特定の参照債務について、上記(b)(i)a.③及び④に

定めるクレジットイベントの発生が確定した場合には、当該参照債務の当該クレジットイ

ベント発生後に到来する各予定支払額支払期日における予定支払額は当該予定支払額支払

期日において減額されなかったものとみなされるものとします。)。 

b. 上記 a.の規定にかかわらず、特定の参照債務に関して各予定支払額支払期日において支払

われるべき元本、利息又は手数料の一部又は全ての支払がなされていない場合であって、

かつ、当該参照債務に関して(i)当該予定支払額支払期日が、第 1 プレミアム計算小期間

に属するときは、直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日までに、(ii)当

該予定支払額支払期日が、第 2 プレミアム計算小期間又は第 3 プレミアム計算小期間に属

するときは、当該第 2 プレミアム計算小期間又は第 3 プレミアム計算期間の属するプレミ

アム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日までに、バ

イヤーが計算代理人に対して大要クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の様式によ

る延滞通知を交付した場合は、当該参照債務の当該予定支払額支払期日における予定支払

額(本 b.において以下｢延滞予定支払額｣といいます。)は当該予定支払額支払期日において
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減額されなかったとみなすものとし、かつ当該参照債務の当該予定支払額支払期日後に到

来する各予定支払額支払期日(本 b.において以下｢延滞後期日｣といいます。)における予定

支払額(本 b.において以下｢延滞後期日予定支払額｣といいます。)は各延滞後期日において

減額されなかったものとみなされ、又は減額されないものとします(但し、延滞後期日(こ

の日を含みます。)までに本 b.第二文に基づく参照金額の減額が行われた場合を除くもの

とします。)。この場合、①バイヤーが計算代理人に対して大要クレジット・デフォル

ト・スワップ契約添付の様式による延滞解消通知を交付した場合は、当該延滞解消通知を

交付した日において、又は②当該参照債務に係る 3 ヵ月延滞確定日の直後に到来するプレ

ミアム計算想定元本確定日(但し、当該参照債務に関して第 2 プレミアム計算小期間に属

する予定支払額支払期日において支払われるべき元本又は利息の一部又は全ての支払がな

されていない場合には、当該参照債務に係る 3 ヵ月延滞確定日の属するプレミアム計算期

間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日)までに延滞解消通知を交付しなかった

場合であって、かつ、当該参照債務に関してクレジットイベントの発生が確定しなかった

場合は、当該プレミアム計算想定元本確定日において、当該参照債務の参照金額が延滞予

定支払額及び経過した各延滞後期日における延滞後期日予定支払額の総額(もしあれば)の

合計額について減額されるものとします。計算代理人は、延滞解消通知をバイヤーより受

領した場合、直ちに当該延滞解消通知の写しを発行会社に交付するものとします。 

c. 上記 b.に規定する延滞通知は、次に掲げる①ないし③の条件を全て満たさない限り、有効

にならないものとします。計算代理人は、当該延滞通知を受領した日の直後に到来するプ

レミアム計算想定元本確定日(但し、当該延滞通知に係る支払義務の不履行が発生した予

定支払額支払期日が第 2 プレミアム計算小期間に属する場合であって、かつ、当該延滞通

知を受領した日が当該予定支払額支払期日の直後に到来するプレミアム計算想定元本確定

日以前の日(当該プレミアム計算想定元本確定日を含みます。)である場合は、当該延滞通

知を受領した日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定

日)までに、次に掲げる①ないし③の条件を満たしているか確認を行うものとします。計

算代理人による確認の結果、次に掲げる①ないし③の条件を全て満たしている場合には、

計算代理人は、直ちに当該延滞通知の写しを発行会社に交付するものとします。 

① 当該延滞通知が上記 b.に定める期限までに計算代理人に対して交付されているこ

と。 

② 当該延滞通知に記載される｢参照組織 ID｣及び｢参照債務 ID｣とクレジット・デフォル

ト・スワップ契約添付の参照組織及び参照債務一覧に規定する当該参照債務に係る参

照組織 ID 及び参照債務 ID の記載が一致すること。 

③ 当該延滞通知に記載される｢本延滞通知に係る 3 ヵ月延滞確定日｣が、当該延滞通知に

係る 3ヵ月延滞確定日と一致すること。 

d. 上記 a.の規定にかかわらず、特定の参照債務に関して当該参照債務に係る期限の利益喪失

日において支払われるべき元本又は利息の一部又は全ての支払がなされていない場合で

あって、かつ、当該参照債務に関してバイヤーが計算代理人に対して上記(b)(i)a.②の規

定に従って期限の利益喪失通知を(A)当該期限の利益喪失日が、第 1 プレミアム計算小期
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間に属するときは、当該期限の利益喪失日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営

業日前の日までに、(B)当該期限の利益喪失日が、第 2 プレミアム計算小期間又は第 3 プ

レミアム計算小期間に属するときは、当該期限の利益喪失日の属するプレミアム計算期間

の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日までに交付した場合は、

当該期限の利益喪失日(この日を含みます。)から期限の利益喪失参照債務 3 ヵ月延滞確定

日の直後に到来するプレミアム計算想定元本確定日(但し、当該期限の利益喪失日が第 2

プレミアム計算小期間に属する場合には、当該参照債務に係る期限の利益喪失参照債務

3 ヵ月延滞確定日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確

定日)(この日を含みます。)までの期間における当該参照債務の各予定支払額支払期日に

おける予定支払額は当該予定支払額支払期日において減額されなかったものとみなされ、

又は減額されないものとします。この場合、当該参照債務に係る期限の利益喪失参照債務

3 ヵ月延滞確定日の直後に到来するプレミアム計算想定元本確定日(但し、当該期限の利益

喪失日が第 2 プレミアム計算小期間に属する場合には、当該参照債務に係る期限の利益喪

失参照債務 3 ヵ月延滞確定日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算

想定元本確定日)までに当該参照債務に関してクレジットイベントが確定しなかった場合

における当該プレミアム計算想定元本確定日において、当該参照債務の参照金額は零とな

るものとします。 

e. 上記 d.に規定する期限の利益喪失通知は、次に掲げる①ないし③の条件を全て満たさない

限り、有効にならないものとします。計算代理人は、当該期限の利益喪失通知を受領した

日の直後に到来するプレミアム計算想定元本確定日(但し、当該期限の利益喪失通知に係

る期限の利益喪失日が、第 2 プレミアム計算小期間又は第 3 プレミアム計算小期間に属す

る場合であって、かつ、当該期限の利益喪失通知を受領した日が当該期限の利益を喪失し

た日の属するプレミアム計算期間に属するプレミアム計算想定元本確定日以前の日(当該

プレミアム計算想定元本確定日を含みます。)である場合は、当該期限の利益喪失通知を

受領した日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算想定元本確定日)

までに、次に掲げる①ないし③の条件を満たしているか確認を行うものとします。計算代

理人による確認の結果、次に掲げる①ないし③の条件を全て満たしている場合には、計算

代理人は、直ちに当該期限の利益喪失通知の写しを発行会社に交付するものとします。 

① 当該期限の利益喪失通知が上記 d.に定める期限までに計算代理人に対して交付され

ていること。 

② 当該期限の利益喪失通知に記載される｢参照組織 ID｣及び｢参照債務 ID｣とクレジッ

ト・デフォルト・スワップ契約添付の参照組織及び参照債務一覧に規定する当該参照

債務に係る参照組織 ID 及び参照債務 ID の記載が一致すること。 

③ 当該期限の利益喪失通知に記載される｢本期限の利益喪失通知に係る期限の利益喪失

参照債務 3 ヵ月延滞確定日｣が、当該期限の利益喪失通知に記載される｢期限の利益喪

失日｣が実際の期限の利益喪失日であると仮定した場合における期限の利益喪失参照

債務 3ヵ月延滞確定日と一致すること。 
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(ii) 予定支払額支払期日以外の日における参照金額の減額 

a. クレジット・デフォルト・スワップ契約の規定により特定の参照債務に関してクレジット

イベントの発生が確定した場合、当該参照債務に係る事由発生決定日(この日を含みま

す。)以降、当該参照債務の参照金額は零となるものとします。 

b. 特定の参照債務に関してその返済期日以前にバイヤーが元本の全額の返済を受けた場合、

かかる返済がなされた日(この日を含みます。)以降、当該参照債務の参照金額は零となる

ものとします。この場合、バイヤーは、計算代理人に対して、かかる返済がなされた後、

直ちに大要クレジット・デフォルト・スワップ契約添付の様式による参照債務除外通知を

交付するものとします。計算代理人は、参照債務除外通知をバイヤーより受領した場合、

直ちに当該参照債務除外通知の写しを発行会社に交付するものとします。 

c. 上記(b)(i)a.①ないし④に記載するクレジットイベントの発生が確定した場合、当該クレ

ジットイベントの発生が確定した時点において、①本(ii)に規定する減額が行われる前の

当該クレジットイベントに係る参照債務の参照金額から②当該クレジットイベント通知に

記載される｢参照金額基準日における当該参照債務に係る未払額(元本)｣を控除した金額

(但し、かかる金額が零を下回る場合は零とします。)について当該参照債務の参照金額が

上記 a.に規定する参照金額の減額に先立って減額されるものとします。この場合、かかる

参照金額の減額は、当該クレジットイベントに係る参照債務のデフォルト金額を算定する

前に行われたものとみなすものとします。 

(e) 終了事由 

(i) クレジット・デフォルト・スワップ契約は、以下の a.ないし c.に定める日のうちいずれか早

い日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)において終了するものとします。 

a. 最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間の末日 

b. 早期終了事由発生日の属するプレミアム計算期間の末日(但し、早期終了事由発生日

が、特定のプレミアム計算期間に属するプレミアム計算想定元本確定日(この日を含み

ません。)から、当該プレミアム計算期間の末日(この日を含みます。)までの間に到来

した場合には、当該プレミアム計算期間の直後のプレミアム計算期間の末日としま

す。) 

c. 解除事由発生日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計算期間の末日

(但し、下記(ii)a.に記載する解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契

約が解除される場合には、解除事由発生日の 10 営業日後の日とします。) 

(ii) 発行会社はバイヤーに関して次に掲げる a.ないし e.に記載する事由が発生した場合、バイ

ヤーに対し書面による通知を行うことによって、クレジット・デフォルト・スワップ契約を

解除することができるものとします。 

a. バイヤーが、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づく発行会社へのプレミアム

支払義務を怠り、かつ、バイヤーが発行会社の発送した支払の請求を受領した後、3 営

業日以内に支払がなされなかった場合。 

b. バイヤーがその債務一般に関し支払を停止し、又は、バイヤーに関し、破産手続開始も

しくは民事再生手続開始その他類似の法的手続に関する法律が適用され、当該法律に基
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づき、自らもしくは第三者がかかる法的手続を申し立て、もしくはかかる法的手続が開

始された場合(但し、第三者がかかる法的手続を申し立てた場合は、かかる法的手続が

開始された場合、又はかかる法的手続の申立を行った日から 15 日以内にかかる法的手

続の申立が却下されなかった場合に限ります。)。 

c. バイヤーに関し解散(但し、合併による解散を除きます。)の決議が行われ、もしくはバ

イヤーの財産に関し清算の手続が申し立てられた場合。 

d. バイヤーの財産の全部又は重要な一部に対して仮差押、仮処分又は差押の命令が出され

た場合。 

e. バイヤーが自ら負担すべき公租公課を滞納し、バイヤーの財産の全部又は重要な一部に

対して国税滞納処分を受けた場合。 

(iii) バイヤーは、次に掲げる a.ないし d.に記載する事由が発生した場合、発行会社に書面による

通知を行うことによってクレジット・デフォルト・スワップ契約を解除することができるも

のとします。 

a. 発行会社がその債務一般に関し支払を停止し、又は、発行会社に関し、破産手続開始、

会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他類似の法的手続に関する法律が適用

され、当該法律に基づき、自らもしくは第三者がかかる法的手続を申し立て、もしくは

かかる法的手続が開始された場合。 

b. 発行会社に関し解散の決議が行われ、もしくは発行会社の財産に関し清算の手続が申し

立てられた場合。 

c. 発行会社の財産に対して仮差押、仮処分又は差押の命令が出された場合。 

d. 発行会社が自ら負担すべき公租公課を滞納し、国税滞納処分を受けた場合。 

(iv) 法令変更、法令の解釈の変更又はその他の理由により、クレジット・デフォルト・スワップ

契約に基づくバイヤーの発行会社に対するプレミアムの支払について、日本国の源泉徴収税

(国税、地方税その他税金の項目を問わないものとします。)が課されることとなった場合、

かかる事由が発生した日が解除事由発生日となるものとします。但し、かかる事由が発生し

た日の属するプレミアム計算期間の末日の 3 営業日後の日までにバイヤーが発行会社に対し

て、かかる事由が発生した日以降にバイヤーが支払うプレミアムについて、かかる源泉徴収

税が課せられなければ発行会社が受領しえた金額を発行会社が受領できるように増額して支

払うことを書面によって約束した場合には、本(iv)に記載する解除事由発生日は発生しな

かったものとみなすものとします。 

(v) 上記(i)の記載にかかわらず、①最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間の末日

の 13 営業日前の日又は解除事由発生日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミア

ム計算想定元本確定日の 3 営業日前の日のうちいずれか早い日(この日を含みます。)までの

間に上記(b)(i)a.④に定めるクレジットイベントの発生が確定した場合であって、かつ評価

率が確定していない参照債務(本(v)において以下｢未確定参照債務｣といいます。)が存在する

場合であって、かつ、②(a)最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間の末日の 10

営業日前の日又は解除事由発生日の属するプレミアム計算期間の末日の直後のプレミアム計

算想定元本確定日のうちいずれか早い日(以下｢延長プレミアム計算想定元本確定日｣といいま
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す。)における累積ポートフォリオデフォルト金額及び(b)各未確定参照債務の参照金額の総

額の合計額が免責金額を超過する場合、クレジット・デフォルト・スワップ契約は、(i)最終

のプレミアム計算期間が最終予定支払額支払期日の属するプレミアム計算期間である場合

は、平成 23 年 1 月 4 日(この日が営業日に当たらない場合は、次の営業日)において、(ii)最

終のプレミアム計算期間が解除事由発生日の属するプレミアム計算期間の直後のプレミアム

計算期間である場合は、当該最終のプレミアム計算期間の直後にクレジット・デフォルト・

スワップ契約の解除がなければ到来していたプレミアム計算期間の末日に相当する日(この日

が営業日に当たらない場合は、次の営業日)が到来した日において終了するものとします。但

し、上記(ii)a.に記載する解除事由に基づきクレジット・デフォルト・スワップ契約が解除

される場合は、本(v)の規定は適用せず、上記(i)の規定に従うものとします。クレジット・

デフォルト・スワップ契約の他の規定にかかわらず、本(v)の規定が適用される場合、延長プ

レミアム計算想定元本確定日において、①プレミアム計算想定元本は、延長プレミアム計算

想定元本確定日における累積ポートフォリオデフォルト金額及び各未確定参照債務の参照金

額の総額の合計額となるものとし、②メザニンプレミアム計算想定元本は、当該プレミアム

計算想定元本から上記(a)(iii)b.の規定に従って計算される優先延長プレミアム計算想定元

本を控除した金額となるものとします。 

(vi) クレジット・デフォルト・スワップ契約が終了した場合、かかる終了の日以前に弁済期日が

到来している金額を除き、発行会社及びバイヤーは支払債務を負わないものとします。 

 

(4) プレミアムの回収方法 

 プレミアムは、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づくプレミアムの各支払日において、バ

イヤーが利息支払口座に入金する方法によって回収されます。 

 

3. 管理及び運営の仕組み 

(ｲ) 資産管理等の概要 

(1) 管理資産等の管理 

管理資産等に属する金銭の管理 

(a) 発行会社は、発行日において、本社債の発行手取金をもって、本件預金契約に基づく普通預金の預入を

行い、以降、本件預金契約その他の発行会社関連契約の規定に従ってかかる資金を管理するものとしま

す。 

(b) 発行会社は、責任財産に属する金銭を管理するため、発行会社名義の普通預金口座である費用支払口

座、利息支払口座及び元本償還口座を適格金融機関に開設し、以下の規定に従い責任財産に属する金銭

を管理するものとします。なお、発行会社口座が開設されている金融機関が適格金融機関でなくなった

場合には、発行会社は、30 日以内に、当該発行会社口座を別の適格金融機関に移転するものとします。 

(c) 発行会社は、証券化費用に充当させるための金銭として、中小公庫より受け取る金銭について費用支払

口座に入金します。 

(d) 発行会社は、クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づきバイヤーより支払われる金銭を受領した

場合には、これを利息支払口座に入金します。 
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(e) 発行会社は、各本件預金契約に基づく預金の元本について、以下の処理を行います。 

(i) 発行会社は、各クレジット・デフォルト・スワップ契約に係る損害補填決済日において当該クレ

ジット・デフォルト・スワップ契約に基づき支払うべき損害補填金額相当額について、当該クレ

ジット・デフォルト・スワップ契約に係るバイヤーを預金口座設置金融機関とする本件預金契約

に基づく預金の元本から支払います。なお、発行会社及び当該バイヤーが、発行会社が当該バイ

ヤーに対して負担する当該損害補填金額の支払債務の全部と、当該バイヤーが発行会社に対して

負担する当該預金に係る払戻債務を対当額において相殺した場合は、発行会社は、本(i)に基づく

支払を行うことを要しません。 

(ii) 発行会社は、各発行会社計算期日において、当該発行会社計算期日における各本件預金契約に係

る元本取崩金額相当額について、当該本件預金契約に基づく預金の元本の払い戻しを行い、かか

る元本を受領した場合には、これを元本償還口座に入金します。但し、当該本件預金契約に係る

預金口座設置金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォルト・スワップ契約に関して、延長

プレミアム計算想定元本が存在する場合には、本(ii)に基づく払戻しの後の当該本件預金契約の

残高が当該延長プレミアム計算想定元本相当額となるような金額を限度として、発行会社は、本

(ii)に基づく払戻しを行います。 

(iii) 発行会社は、各本件預金契約に係る預金口座設置金融機関をバイヤーとするクレジット・デフォ

ルト・スワップ契約が終了し、かつ当該クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づく損害補

填金額支払債務(もしあれば)の全部が消滅した場合には、当該本件預金契約に基づく預金の残高

の全額について、当該預金の元本の払戻しを行い、かかる元本を受領した場合には、これを元本

償還口座に入金します。 

(f) 発行会社は、各発行会社計算期日において、利息支払口座内の金銭から、以下の優先順位に従った支払

及び振替を行います。 

(i) 発行会社に対し、公租公課のうち、当該発行会社計算期日以降次回発行会社計算期日の前日まで

に支払期限の到来することが当該発行会社計算期日において確定し、又は合理的に見込まれる金

額の費用支払口座への振替。 

(ii) 当該発行会社計算期日以降次回発行会社計算期日の前日までに支払期限の到来することが当該発

行会社計算期日において確定し、又は合理的に見込まれる期中費用の費用支払口座への振替。 

本社債要項において期中費用とは、以下に掲げる費用をいいます。 

a. 管理委託契約に基づき発行会社が社債管理者に対して支払う社債管理委託手数料、損害及び

費用の補償その他の一切の債務 

b. 各独立認定事務委託契約に基づき発行会社が独立認定人に対して支払う報酬、立替費用及び

損害の補償その他の一切の債務 

c. 発行会社が発行会社の会計監査人(会計監査人を設置した場合)に対して支払う報酬及び費用 

d. 上記第一部 1.(ﾁ)に定める支払代理人業務を行う住友信託銀行(以下｢支払代理人｣といいま

す。)を経由して、発行会社が本社債の社債権者に元利金支払を行った口座管理機関又は支

払代理人に対して支払う元利金支払手数料 

e. 口座管理事務等委託契約に基づき発行会社が口座管理者に対して支払う報酬及び費用 

f. 事務委任契約に基づき発行会社が東京共同会計事務所に対して支払う報酬及び費用 
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(iii) 期中費用以外に発行会社の維持、運営及び管理に必要な費用(以下｢その他期中費用｣といいま

す。)でかつ当該発行会社計算期日に確定あるいは合理的に見込まれる、当該発行会社計算期日以

降次回発行会社計算期日の前日までに支払期限の到来するその他期中費用が発生した場合には、

当該金額の費用支払口座への振替。 

(iv) 発行会社が A 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日に支払う

べき A号社債に係る利息の社債管理者に対する支払。 

(v) 発行会社が B 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日に支払う

べき B号社債に係る未払利息(もしあれば)の社債管理者に対する支払。 

(vi) 発行会社が B 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日に支払う

べき B号社債に係る利息の社債管理者に対する支払。 

(vii) 発行会社が C 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日に支払う

べき C号社債に係る未払利息(もしあれば)の社債管理者に対する支払。 

(viii) 発行会社が C 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日に支払

うべき C号社債に係る利息の社債管理者に対する支払。 

(ix) 上記(i)ないし(viii)の支払を行った後の残額は、利息支払口座に留保します。 

(g) 次に、上記(e)の処理後の元本償還口座に関し発行会社は、各発行会社計算期日において、元本償還口座

内の金銭から、以下の優先順位に従った支払及び振替を行うものとします。 

(i) 発行会社が A 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日において

償還すべき A号社債の未払償還金額(もしあれば)の社債管理者に対する支払 

(ii) 発行会社が A 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日において

償還すべき A号社債の元本償還額の社債管理者に対する支払。 

(iii) 発行会社が B 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日において

償還すべき B号社債の未払償還金額(もしあれば)の社債管理者に対する支払。 

(iv) 発行会社が B 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日において

償還すべき B号社債の元本償還額の社債管理者に対する支払。 

(v) 発行会社が C 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日において

償還すべき C号社債の未払償還金額(もしあれば)の社債管理者に対する支払。 

(vi) 発行会社が C 号社債の所持人に対して当該発行会社計算期日の直後に到来する支払期日において

償還すべき C号社債の元本償還額(もしあれば)の社債管理者に対する支払。 

(vii) 上記(i)ないし(vi)の支払を行った後の残額は、元本償還口座に留保します。 

(h) 発行会社は、各追加発行会社計算期日において、利息支払口座内の金銭から、以下の優先順位に従った

支払及び振替を行います。 

(i) 発行会社が A 号社債の所持人に対して当該追加発行会社計算期日に係る追加支払期日に支払うべ

き A号追加利息の社債管理者に対する支払。 

(ii) 発行会社が B 号社債の所持人に対して当該追加発行会社計算期日に係る追加支払期日に支払うべ

き B号追加利息の社債管理者に対する支払。 

(iii) 発行会社が C 号社債の所持人に対して当該追加発行会社計算期日に係る追加支払期日に支払うべ

き C号追加利息の社債管理者に対する支払。 
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(iv) 上記(i)ないし(iii)の支払を行った後の残額は、利息支払口座に留保します。 

(i) 次に、上記(e)の処理後の元本償還口座に関し発行会社は、各追加発行会社計算期日において、元本償還

口座内の金銭から、以下の優先順位に従った支払及び振替を行うものとします。 

(i) 発行会社が A 号社債の所持人に対して当該追加発行会社計算期日に係る追加支払期日において償

還すべき A号社債の元本償還額の社債管理者に対する支払。 

(ii) 発行会社が B 号社債の所持人に対して当該追加発行会社計算期日に係る追加支払期日において償

還すべき B号社債の元本償還額の社債管理者に対する支払。 

(iii) 発行会社が C 号社債の所持人に対して当該追加発行会社計算期日に係る追加支払期日において償

還すべき C号社債の元本償還額の社債管理者に対する支払。 

(iv) 上記(i)ないし(iii)の支払を行った後の残額は、元本償還口座に留保します。 

(j) 上記(f)及び(i)の規定にかかわらず、最終償還期日及び延長償還期日の 2 営業日前の日並びに本社債に

つき発行会社が上記第一部 1.(ﾛ)に記載する期限の利益喪失事由に該当し、期限の利益を喪失した場合

は、全ての発行会社口座内の金銭から、以下の優先順位に従って振替及び支払を行うものとします(発行

会社口座内の金銭が同順位の支払全額を行うに不足する場合には、支払必要額に応じて按分した金額の

支払を行うものとします。)。 

(i) 第一に、当該日までに発行会社が支払うべき公租公課、期中費用及びその他期中費用の支払。 

(ii) 第二に、A号未償還元本額及び A号社債に係る未払償還金額(もしあれば)の社債管理者に対する支

払。 

(iii) 第三に、当該日以前(この日を含みます。)において支払うべき A 号社債に係る利息で未払のもの

の社債管理者に対する支払。 

(iv) 第四に、B号未償還元本額及び B号社債に係る未払償還金額(もしあれば)の社債管理者に対する支

払。 

(v) 第五に、当該日以前(この日を含みます。)において支払うべき B 号社債に係る利息で未払のもの

の社債管理者に対する支払。 

(vi) 第六に、C号未償還元本額及び C号社債に係る未払償還金額(もしあれば)の社債管理者に対する支

払。 

(vii) 第七に、当該日以前(この日を含みます。)において支払うべき C 号社債に係る利息で未払のもの

の社債管理者に対する支払。 

(k) 発行会社は、費用支払口座から公租公課、当初費用、期中費用及びその他期中費用をいつでも支払うこ

とができるものとします。費用支払口座の残高が公租公課、当初費用、期中費用及びその他期中費用の

支払に不足する場合、発行会社は、当該不足額について、随時利息支払口座から費用支払口座への振替

を行うことができるものとします。 

(l) 上記(a)ないし(k)に従った発行会社口座の管理に係る事務は、口座管理事務等委託契約に基づき、口座

管理者が行います。 

 

(2) 管理報酬等 

 管理資産等から支払われる手数料として、以下のものがあります。 

(a) 当初費用として、本社債の私募の取扱者に対する私募取扱手数料、本社債の社債管理者並びに発行代理
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人及び支払代理人である住友信託銀行に対する社債管理手数料及び発行事務・期中事務手数料、その他

本社債の発行に必要となる費用を発行会社は支払います。 

(b) 期中費用として、本社債の社債管理者並びに発行代理人及び支払代理人である住友信託銀行に対する社

債管理手数料並びに元金償還手数料及び利息支払手数料、口座管理者に対する管理事務手数料、発行会

社の事務受託者である東京共同会計事務所に対する管理事務手数料、その他発行会社を維持するために

必要となる費用を発行会社は支払います。なお、特定の参照債務につき、クレジットイベントが発生し

た場合には、上記 2.(ﾛ)(3)(b)(iii)記載の通り、発行会社は、所定の日において、損害補填金額をバイ

ヤーに支払います。 

 

(3) そ の 他 

 発行会社の定款の変更は、会社法所定の手続に従います。また、発行会社は、本社債の未償還残高がある

限り、資本の減少、第三者との間での合併、子会社の設立もしくは保有を行わないことを約束し、さらに本

社債に付与されている指定格付機関による格付に悪影響が生じないことが指定格付機関により確認された場

合を除き、①発行会社の定款の変更、②発行会社の取締役の変更、③新株の発行及び④発行会社関連契約そ

の他発行会社が当事者となっている責任財産に関連する契約の内容又は当事者の変更(但し、本社債権者の利

益を害さない事務的な内容の変更は除きます。)を行わないことを約束しております。 

 

(ﾛ) 信用補完等 

 上記第一部 1.(ﾛ)｢管理資産等の管理の方法、管理の形態及び信用補完の形態｣(2)をご参照下さい。 

 

(ﾊ) 利害関係人との取引制限 

 特にありません。 

 

4. 証券所有者の権利 

(ｲ) 証券所有者に対する利息金額及び償還金額の計算方法等 

 本社債権者に対する利息金額及び償還金額の計算方法は、上記第一部 1.(ﾁ)及び(ﾘ)並びに上記第一部 

1.(ﾛ)｢期限の利益喪失事由｣をご参照下さい。 

 

(ﾛ) 証券保有者の権利の内容 

 本社債権者が有する利息支払請求権及び償還金支払請求権は、各々、上記第一部 1.(ﾁ)及び(ﾘ)に記載され

る日に、当該日に支払が行われるべき金額について確定的に発生します。利息支払請求権及び償還金支払請

求権の消滅時効は、かかる権利が確定的に発生する日から各々5年及び 10 年です。 

 

(ﾊ) 権利行使の手続 

 本社債の元利金の支払の方法については、上記第一部 1.(ﾁ)及び(ﾘ)並びに第一部 1.(ﾛ)｢期限の利益喪失

事由｣をご参照下さい。 

 発行会社による本社債に基づく元利金その他の債務の支払は、責任財産のみを引当として、その範囲内に

おいて、かつ本社債要項及び発行会社関連契約の規定に従って充当される限度においてのみ行われ、発行会
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社の有する他の資産には一切及ばないものとし、本社債権者はこれを異議なく承認するものとします。 

 発行会社による本社債権者に対する責任財産からの債務の履行は、上記第一部 1.(ﾛ)｢劣後特約｣及び第二

部第 1 3.(ｲ)(1)並びにその他本社債要項の規定及び発行会社関連契約に定める方法及び順序に従い行われる

ものとします。本社債権者は、責任財産が全て換価処分され、本社債要項及び発行会社関連契約に従って分

配された場合において、本社債に係る未払債務が残存するときには、当該未払債務に係る請求権を当然に放

棄したものとみなされます。 

 

(ﾆ) 他の債権者との優先劣後関係 

 本社債には担保権が付されておらず、本社債の社債権者は、発行会社の他の一般債権者と同順位において

自己の社債に係る債権の弁済を受ける権利を有します。 

 

(ﾎ) 各号社債の間の優先劣後関係 

 上記第一部 1.(ﾛ)｢劣後特約｣並びに第二部第 1 3.(ｲ)(1)に記載の通り、本社債に関する利払又は元本の償

還のための資金が不足した場合には、B 号社債が A 号社債に、C 号社債が A 号社債及び B 号社債にそれぞれ劣

後して利払又は元本の償還がなされ、各号社債に係る社債権者はそれぞれそのような順序で自己の社債に係

る債権の弁済を受ける権利を有します。 

 

5. 管理資産等を構成する資産の状況 

(ｲ) 管理資産等を構成する資産の管理の概況 

 管理資産等を構成する資産の管理の概況については、上記 2.をご参照下さい。 

 

(ﾛ) 損失及び延滞の状況 

 該当事項はありません。 

 

(ﾊ) 収益状況の推移 

 該当事項はありません。 
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第 2 管理資産等の経理状況 

 

1. 主な資産の内容 

 本件預金の預入れは本社債の発行と同日に行われるため、管理資産等のいずれについても、現在は何ら資

産が発生しておりません。 

 

2. 主な損益の内容 

 上記 1.記載の通り、管理資産等に関する損益は未だ発生しておりません。 

 

3. 収入金(又は損失金)の処理 

 該当事項はありません。 

 

4. 監査等の概要 

 発行会社の発行する本社債について、その裏付けとなる本管理資産等については、法令及び契約等によ

り、公認会計士又は監査法人の監査等を受けるものとする義務は課されておりません。 



 

-  - 94

第 3 証券事務の概要 

 

1. 本社債の振替 

 本社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除きます。)の譲渡は、社債等振替法に

従った振替の申請により譲受人が振替口座簿の自己の口座における保有欄に当該譲渡に係る金額の増額の記

載又は記録を受けることにより行われます。 

 

2. 証券所有者に対する特典 

 通常の社債権者の権利である元利金受領権のほかには、特典等はありません。 

 

3. 譲渡制限 

 A 号社債又は B 号社債を取得した者は、当該 A 号社債又は B 号社債を適格機関投資家以外に譲渡すること

はできません。 

 

4. 告知義務 

(1) A 号社債及び B号社債 

 A 号社債又は B 号社債を取得する者が、当該 A 号社債又は B 号社債を適格機関投資家に譲渡する場合

には、当該 A 号社債及び B 号社債の発行に係る取得の申込の勧誘が証券取引法第 2 条第 3 項第 2 号イに

該当することにより、当該取得の申込の勧誘に関して証券取引法第 4 条第 1 項に定める届出が行われて

いない旨並びに A 号社債及び B 号社債は、適格機関投資家に譲渡する場合以外に譲渡することはで

きないものとし、当該 A 号社債又は B 号社債を取得した者が当該 A 号社債又は B 号社債を適格機関投資

家に譲渡する場合以外の場合にはその譲渡を行わないことを約することを取得の条件(以下｢転売制限｣と

いいます。)として、取得の申込みの勧誘が行われていること及び当該 A号社債又は B号社債に転売制限

が付されていることが明白となる名称が付されている旨を、あらかじめ又は同時にその相手方に書面を

もって告知するものとし、あわせて本社債要項の写しを交付しなければなりません。 

 

(2) C 号社債 

 C 号社債を取得する者が、C 号社債を譲渡する場合には、C 号社債の発行に係る取得の申込の勧誘が証

券取引法第 2 条第 3 項第 2 号ロに該当することにより、当該取得の申込の勧誘に関して証券取引法第 4

条第 1 項の規定による届出が行われていない旨及び C 号社債に分割できない旨の制限が付されている旨

を、あらかじめ又は同時にその相手方に書面をもって告知するものとし、あわせて本社債要項の写しを

交付しなければなりません。 

 

5. そ の 他 

 本社債については、業務規程等に従い、本社債の償還期日及び利払期日並びにその他業務規程等において

振替停止日とされている日においては、本社債に係る振替を行うための振替の申請をすることができませ

ん。 
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第三部  発行者及び関係法人情報 

 

第 1 発行者の状況 

(ｲ) 発行者の概況 

1. 主要な経営指標等の推移 

 発行会社の設立後最初の決算期間は未だ終了していないため、記載事項はありません。発行会社の最

初の決算期間の終了日は平成 20 年 6 月 30 日であります。 

 

2. 沿  革 

 発行会社は、平成 19 年 7 月 9 日に会社法に基づき設立された株式会社です。発行会社の株式は、中間

法人法(平成 13 年法律第 49 号、その後の改正を含みます。)に基づき設立された有限責任中間法人であ

る本中間法人により全て保有されており、発行会社は、現在、本中間法人の 100%子会社です。発行会社

の本店は、東京都千代田区丸の内三丁目 1 番 1 号東京共同会計事務所内に所在します。発行会社の目的

は、(1)投資業、及び(2)(1)に附帯関連する一切の業務を行うことであります。 

 

3. 事業の内容 

 発行会社は、会社法その他適用ある法令等に従って、本社債を発行し、これにより取得する金銭を、

各本件預金契約に基づき各本件預金として管理します。また、各バイヤーとの間でクレジット・デフォ

ルト・スワップ契約を締結し、各バイヤーの保有する参照債務に係るリスクに対する投資を行います。

各本件預金契約及び各クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき得られる金銭をもって、本社債

に係る債務を履行します。 

 

4. 関係会社の状況 

 発行会社は子会社を有しておりません。また、発行会社は本中間法人の 100%子会社ですが、本中間法

人は、(1)資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号、その後の改正を含みます。)に基づいて

設立された特定目的会社の特定持分の取得、保有及び処分、(2)資産の流動化(クレジット・デリバティ

ブ取引を用いた証券化を含みます。)に係る業務を目的として設立される株式会社、有限会社その他の法

人の株式、出資その他の持分の取得、保有及び処分、(3)その他(1)及び(2)に掲げる事業に附帯又は関連

する一切の事業以外の事業を営んでおりません。本中間法人の議決権を有する社員は、海田雅人、岡本

光弘及び的塲武教です。また、本中間法人の基金の拠出者は東京共同会計事務所です。 

 

5. 従業員の状況 

 発行会社の本店の従業員は 0 名です。なお、発行会社の諸事務については、事務委任契約により東京

共同会計事務所に委託され、東京共同会計事務所の従業員が発行会社の事務を行います。 
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6. 株式の状況 

(1) 株式の総数等 

① 株式の総数 

種  類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 400 

計 400 

 

② 発行済株式 

種  類 発行数(株) 
上場証券取引所名又は登

録証券業協会名 

普通株式 100 － 

計 100 － 

 

(2) 新株予約権等の状況 

 該当事項はありません。 

 

(3) 発行済株式総数、資本金等の推移 

 発行会社の発行済株式総数、資本金は、発行済株式総数が 100 株、資本金が 100,000 円です。 

 

(4) 所有者別状況 (平成 19 年 9 月 19 日現在) 

株 式 の 状 況 

区  分 
政府及び

地方公共

団体 

金融

機関 

証券

会社

その他

の法人

外国法

人等 

外国法人等

のうち個人 

個人そ

の他 
計 

単元未満株

式 の 状 況

(株) 

株主数(人) 0 0 0 1 0 0 0 1 － 

所有株式数

(単元) 
0 0 0 100 0 0 0 100 － 

所有株式数

の割合(％) 
0 0 0 100 0 0 0 100 － 

 

(5) 大株主の状況 (平成 19 年 9 月 19 日現在) 

氏 名 又は 名 称 住     所 所有株式数(株) 
発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(％) 

有限責任中間法人わかば

ホールディングス 

東京都千代田区丸の内三丁目 2 番

3号東京共同会計事務所内 
100 100 

計  100 100 
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(6) 議決権の状況 

① 発行済株式 (平成 19 年 9 月 19 日現在) 

区   分 株式数(株) 議決権の数(個) 内   容 

無議決権株式 0 0 － 

議決権制限株式(自己株式等) 0 0 － 

議決権制限株式(その他) 0 0 － 

完全議決権株式(自己株式等) 0 0 － 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

100 
100 

権利内容に何ら制限のない発行

会社における標準となる株式  

単元未満株式 0 0 － 

発行済株式総数 100 － － 

総株主の総議決権 － 100 － 

 

② 自己株式等 

 該当事項はありません。 

 

(7) ストックオプション制度の内容 

 該当事項はありません。 

 

7. 自己株式の取得等の状況 

 該当事項はありません。 

 

8. 配当政策 

 該当事項はありません。 

 

9. 株価の推移 

 該当事項はありません。 

 

10. 役員の状況 

役 名 職名 氏 名 生年月日 略  歴 
所有株式

数(株) 

代表取締役 － 内山 隆太郎 昭和 39 年 12 月 28 日

昭和 62 年 4月

平成 2年 1月 

 

 

平成 5年 7月 

中央監査法人入所 

中央クーパース・アンド・

ライブランド国際税務事務

所入所 

東京共同会計事務所開業

(現職) 

0 

計 0 

 

11. コーポレートガバナンスの状況 

 取締役は 1 名以上とされ、現在 1 名が選任されており、会社の業務執行に関する意思決定等を行いま

す。取締役に対する報酬は株主総会決議により決定されます。 
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(ﾛ) 事業の概況 

1. 業績等の概要 

(1) 業績等の状況 

 発行会社の設立後最初の決算期間は未だ終了していないため、記載事項はありません。発行会社

の最初の決算期間の終了日は平成 20 年 6 月 30 日であります。 

 

(2) キャッシュフローの状況 

 発行会社の設立後最初の決算期間は未だ終了していないため、記載事項はありません。発行会社

の最初の決算期間の終了日は平成 20 年 6 月 30 日であります。 

 

2. 生産、受注及び販売の状況 

 該当事項はありません。 

 

3. 対処すべき課題 

 発行会社の設立後最初の決算期間は未だ終了しておらず、特に記載すべき事項はありません。 

 

4. 事業等のリスク 

 発行会社の業績は、上記第一部 1(ﾛ)｢元本の償還及び利息の支払等に重大な影響を及ぼす要因｣に記載

したものと同様の要因の他、今後起こり得るさまざまな要因により影響を受ける可能性があります。 

 

5. 経営上の重要な契約等 

 該当事項はありません。 

 

6. 研究開発活動 

 該当事項はありません。 

 

7. 財政状態及び経営成績の分析 

 発行会社の設立後最初の決算期間は未だ終了しておらず、特に記載すべき事項はありません。 

 

(ﾊ) 設備の状況 

1. 設備投資等の概要 

 該当事項はありません。 

 

2. 主要な設備の状況 

 発行会社は、記載すべき重要な設備を有しておりません。 

 

3. 設備の新設、除却等の計画 

 該当事項はありません。 



 

-  - 99

 

(ﾆ) 経理の状況 

 発行会社は、平成 19 年 7 月 9 日に会社法に基づく株式会社として設立されております。発行会社の決算期

間は毎年 6 月 30 日をもって終了し、その設立後最初の決算期間は未だ終了していないため、発行会社の財務

諸表は作成されておりません。 

 

(ﾎ) そ の 他 

 該当事項はありません。 



 

-  - 100

第 2 原保有者その他関係法人の概況 

 

(一) 原保有者の概況 

 該当事項はありません。 

 

(二) その他関係法人の概況 

1. 各参加金融機関の概況 

(ｲ) 株式会社岩手銀行の概況 

1. 名称、資本の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 株式会社岩手銀行 

 

(2) 資本の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 12,089 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

銀行業務を中心に、事務代行業務、電算機処理受託業務、リース業務、クレジットカード業務、

信用保証業務などの金融サービスに係る事業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 2,345,576 2,372,676 

負債合計 2,181,331 2,199,489 

純資産合計 164,245 (注) 173,186 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については資本合計金額を記載しております。 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 44,138 47,043 

経常利益 9,753 10,228 

当期純利益 8,679 6,106 
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5. そ の 他 

 該当事項はありません。 

 

(ﾛ) 株式会社大分銀行の概況 

1. 名称、資本の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 株式会社大分銀行 

 

(2) 資本の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 15,000 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

銀行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービス等に係る事業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 2,593,233 2,607,860 

負債合計 2,451,277 2,457,780 

純資産合計 141,955 (注) 150,079 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については資本合計金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 51,799 53,844 

経常利益 11,729 13,189 

当期純利益 7,705 7,125 
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5. そ の 他 

 該当事項はありません。 

 

(ﾊ) 株式会社北日本銀行の概況 

1. 名称、資本の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 株式会社北日本銀行 

 

(2) 資本の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 7,761 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

銀行業務を中心に、クレジットカード業務、リース業務などの金融サービスに係る事業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 1,163,238 1,153,184 

負債合計 1,105,386 1,090,757 

純資産合計 57,851 (注) 62,426 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については資本合計金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 25,747 27,165 

経常利益 4,246 5,023 

当期純利益 2,615 2,969 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 



 

-  - 103

 

(ﾆ) 株式会社豊和銀行の概況 

1. 名称、資本の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 株式会社豊和銀行 

 

(2) 資本の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 12,495 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

銀行業務を中心に、クレジットカード業務などの金融サービスに係る事業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 534,844 503,740 

負債合計 529,871 488,843 

純資産合計 4,972 (注) 14,896 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については資本合計金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 15,202 13,403 

経常損失 12,762 6,766 

当期純損失 15,414 7,729 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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 (ﾎ) 株式会社宮崎太陽銀行の概況 

1. 名称、資本の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 株式会社宮崎太陽銀行 

 

(2) 資本の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 5,752 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

銀行業務を中心に、銀行事務代行業務、リース・保証等業務などの金融サービス等を提供。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 548,925 555,346 

負債合計 520,172 525,891 

純資産合計 28,753 (注) 29,455 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については資本合計金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 16,090 15,217 

経常利益 2,893 2,557 

当期純利益 1,233 1,065 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ﾍ) 福島信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 福島信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 1,925 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 296,092 300,922 

負債合計 283,410 287,008 

純資産合計 12,682 13,914 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 7,324 7,416 

経常利益 1,388 1,104 

当期純利益 1,096 1,053 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ﾄ) 千葉信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 千葉信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 20,095 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 951,463 949,919 

負債合計 922,405 919,157 

純資産合計 29,057 30,761 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 21,626 20,956 

経常利益 2,104 1,015 

当期純利益 3,158 2,041 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ﾁ) 尾西信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 尾西信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 559 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 303,470 323,791 

負債合計 291,783 310,823 

純資産合計 11,686 12,968 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 6,390 6,734 

経常利益 556 519 

当期純利益 277 444 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ﾘ) 滋賀中央信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 滋賀中央信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 1,282 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 331,304 342,095 

負債合計 317,335 327,086 

純資産合計 13,969 15,008 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 5,826 5,990 

経常利益 567 764 

当期純利益 691 575 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ﾇ) 大阪信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 大阪信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 11,249 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 1,362,926 1,414,654 

負債合計 1,317,234 1,366,079 

純資産合計 45,691 48,574 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 28,259 30,479 

経常利益 3,517 7,589 

当期純利益 4,981 9,273 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ﾙ) 淡路信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 淡路信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 1,332 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 561,372 573,598 

負債合計 520,580 530,748 

純資産合計 40,791 42,849 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 8,818 9,248 

経常利益 1,224 1,967 

当期純利益 811 1,021 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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(ｦ) 大分みらい信用金庫の概況 

1. 名称、出資金の額及び事業の内容 

(1) 名  称 

 大分みらい信用金庫 

 

(2) 出資金の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 1,436 百万円(未満切捨て) 

 

(3) 事業の内容 

信用金庫業務を中心とした金融サービス業。 

 

2. 関係業務の概要 

 クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、バイヤーとして、発行会社にプレミアムを付与し

ます。また、本件預金契約に基づき、預金口座設置金融機関として、発行会社から本件預金を受け入れ

ます。 

 

3. 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

4. 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 372,370 370,029 

負債合計 350,954 347,913 

純資産合計 21,415 22,116 

  (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については会員勘定金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 8,888 7,923 

経常利益 1,435 897 

当期純利益 602 455 

 

5. そ の 他 

 該当事項はありません。 
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2. 計算代理人兼口座管理者の概況 

(ｲ) 名称、資本の額及び事業の内容 

1. 名  称 

 住友信託銀行株式会社 

 

2. 資本の額 (平成 19 年 3 月 31 日現在) 

 287,517 百万円(未満切捨て) 

 

3. 事業の内容 

 信託銀行業を中心に、リース、クレジットカード、ベンチャーキャピタル、投信委託などの金融サー

ビスならびに住宅仲介、シンクタンク等に至る幅広いサービスの提供。 

 

(ﾛ) 関係業務の概要 

 各クレジット・デフォルト・スワップ契約に基づき、計算代理人としてプレミアム及び損害補填金額に関

する計算に係る事務を執り行います。また、口座管理者として、発行会社名義の口座の管理に係る事務を執

り行います。さらに、本社債に係る社債管理者、発行代理人及び支払代理人としての業務を行います。 

 

(ﾊ) 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。 

 

(ﾆ) 経理の概況 

最近 2事業年度における主な資産及び負債の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月末現在 平成 19 年 3 月末現在 

資産合計 20,371,732 20,404,956 

負債合計 19,275,682 19,209,450 

純資産合計 1,096,049 (注) 1,195,505 

 (注) 平成 18 年 3 月末現在の純資産合計については資本合計金額を記載しております。 

 

最近 2事業年度における損益の概況(単位百万円：未満切捨て) 

 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 

経常収益 558,127 558,470 

経常利益 148,293 134,551 

当期純利益 88,497 81,813 

 

(ﾎ) そ の 他 

 該当事項はありません。 
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3. 事務受託者の概況 

(ｲ) 名称、資本の額及び事業の内容 

1. 名  称 

 有限会社東京共同会計事務所 

 

2. 資本の額 (平成 19 年 7 月 9 日現在) 

 5 百万円 

 

3. 事業の内容 

 東京共同会計事務所は、以下の業務を行っています。 

(1) 特別目的会社の財務・経理・総務に係る業務の受託 

(2) 特別目的会社に対する所在地・通信設備の提供 

(3) 特別目的会社に対する経営管理者の派遣 

(4) 特別目的会社が発行する有価証券・出資持分の取得・運用・売却 

(5) 金融取引組成に関する助言 

(6) 経営・財務・経理・総務に関するコンサルティング 

 

(ﾛ) 関係業務の概要 

 事務委任契約に基づき、発行会社の管理を受託し、その管理業務を行います。また、発行会社口座及び本

件定期預金に係る定期預金口座にて関する金銭の出納に関する事務、かかる口座の通帳(もしあれば)及び届

出印鑑等の保管事務並びに上記事務に関連し、上記事務を遂行するために必要な一切の行為を行います。ま

た、本中間法人及び東京共同会計事務所の間で締結された平成 17 年 6 月 9 日付業務委託契約書に基づき、本

中間法人の運営及び管理を受託しております。 

 

(ﾊ) 資本関係 (本説明書作成日現在) 

 発行会社との資本関係はありません。なお、東京共同会計事務所は、本中間法人の基金を拠出しておりま

す。 

 

(ﾆ) そ の 他 

 該当事項はありません。 

 


